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要約

主任研究者らは平成 14、18年に児童福祉司のストレスについての調査を実施してきた。今回調査ではスト

レスに加え、児童福祉司の専門性として子どもの権利擁護について調査を行った。その結果、各自治体の児

童福祉司の増員により部分的に情緒的消耗聞が減少したものの、相対的には依然高いストレスを抱えており、

さらなる増員が必要であることが明らかとなった。加えて、福祉専門職採用では子ども家庭福祉に必要な子

どもの権利についての意識が高いことが把握され、また教員・保育士などのいわゆる対人撞助職については、

児童福祉司と異なる専門性を示す個向が示唆された。

子どもの権利を守る最後の砦として、児童相談所へのさらなる人員配置と専門性の向上が求められる。
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I.研究目的

近年、子ども虐待の対応件数が増加し、加えて地域支

援や複雑なケースも増加している。主任研究者らは、平

成 14、18年度の研究において、標準化された尺度

(Maslach7s Burnout lnventory :以降「阻IJ)を用いた

児童相談所児童福祉司のストレスの調査を行ってきた。

本研究は、上記の先行調査の一部を継続する形で実施す

るものであり、継続的なデータから児童福祉司のストレ

スの客観的およひ'経年的把握を目的としている。

さらに、本研究では、業務の実施体制や専門性の程度、

子どもの権利擁謹に関する意識についても調査を行い、

ストレス等との影響および児童福祉司の持つべき専門性

についても検討を行う。上記の目的が達成されることに

より、今後の児童福祉司配置や専門資格等についての基

礎資料が得られることが期待される。

II. 研究方法

上記先行研究を継続し、全国の児童福祉司を対象に質

問紙調査を実施した。担当ケース教やスーパーパイズ等

の体制等、児童福祉司を取り巻く諸条件とMBIの関連

についての項目は、前回調査を継続している。

さらに児童福祉司の専門性の具体的な内容を検討する

ため、質問紙には子どもの権利擁護に対する児童福祉司

の意識についてのピネット調査を加えた。

調査実瞳時期は、 2010年 11月-12月。回収票は 1554

票で回収率は約 62.2%となった。

具体的な分析にあたっては、以下の点に留意し、分析

を行うこととする。まず、単純集計を中心に、①児童福

祉司ひとりあたり担当件数、@勤務時間、@職場環境に

ついての意識、@専門性、@子どもの権利擁護に関する

意識、の5点について把握する。その後、統計解析を行

い、子どもの権利擁護に関する意識について、因子分析

等を実施し、子どもの権制擁護について児童福祉司の意

識構造を把握する。また妥当な担当ケース教については、

追試の意味も込め、改めて分析を行い、検証を行う。

皿結果と考察

， .回答者属性による分析結果

(1)揮用方式

採用方式についてたずねたところ、「福祉専門職援用j

が703名 (45.1%) と最も多く、次に f一般行政職援用j

が548名 (35.1%)であった。前回調査ではそれぞれ533

名 (41.0則、 547名 (42.1%)であった。 r一般行政職

採用」が 7.0話融少し、 「保憧師採用」では前回調査と同

じく 2.3覧であったが、その他のすべての採用区分で増

加した。(表 1-1)
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(2) 取得資格等

取得資格について、あてはまるものすべてについて回

答を求めた。その結果、 「社会福祉主事」が最も多く、

809名 (41.6%)で、あった。次に、 「社会福祉士」が 481

名 (24.7%)、 「教員免許」が 344名 (17.7百)であった。

前回調査ではそれぞれ 715名(46.5別、 309名 (20.1回、

307名 (19.9覧)であった。なお、 「教員謀用」は 59名

であり、 「教員免許取得者J= f教員採用者」というこ

とではない。(表 1-2)

(3)大学での専攻

大学での専攻についてたずねたところ、「社会福祉学」

が 484名 (31.0覧)と最も多く、次に「心理学」が 209

名 (13.輔)であった。 r社会学Jと「その他Jが前回調

査から融少し、それ以外のカテゴリーでは増加した。ま

た、非該当(大学には行っていない)が 174名 (11.2覧)

と、前回調査の 135名(10.岨)から増加した(表 1-3)。

( 4) 職匪

職歴については、 f教員経験年数Jをたずねた設聞に

は114名が回答し、その平均値は12.83年であった。「保

憧師の経験年数」には 40名が回答し、その平均値は

21. 29年であった。前回調査ではそれぞれ 75名と 32名

が回答し、その平均値は 13.83年と 17.75年であった。

「社会福祉領域での勤務経験年数(事務は除く )Jをた

ずねたところ、 1167名が回答し、その平均値は11.67年

であった。うち「児童相談所通算経験年数」は 1352名が

回答し、平均 5.39年、うち「児童福祉領域での通算経験

年数(児相を除く )Jは603名が回答し、平均 8.12年、

うち「福祉事務所での通算経験年数Jは479名が回答し、

平均5.67年であった。(表 1-4)

「児童相詰所通算経験年数Jをさらに詳しく見ると、

3年未満が 58.舗と 6割近くに達し、 4年から 6年が

18.師、 7年から 9年が 10.7施、 10年以上が 12.5%であっ

た。(表 1-5)

f 児童相談所通算経験年数」とマスラックパーンアウ

ト尺度 (MBI)の平均を比較したところ、情緒的消耗感は

3年未満および4年から 6年で高く、さらに3年未満で

は脱人格化が高く、個人的達成感が低いという結果とな

った(表 1-6)。特に児童相談所勤務年数3年未満の児

童福祉司に高いストレスが存在するといえる。

(5)児童福祉司の任用希望の有無

児童福祉司の任用希望の有無についてたずねたところ、

「児童福祉司を特に希望してはいなかった」が 690名

(44.9別で最も多く、次に「児童福祉司を希望していた」

が579名 (37.7則、 「児童福祉司は望んでいなかったj

が268名 (17.4%)であった。(表 1-7)

児童福祉司の任用希望の有無とマスラックパーンアウ

ト尺度 (MB1)をクロス集計したところ、 「児童福祉司を
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希望していた」は「仕事をとおし人の投に立っている」

「元気はつらつとして働いているJf多くの価値ある仕事

をやりとげている」などの個人的達成感のカテゴリーで

平均値が最も高く (2.74)、 「児童福祉司は望んでいな

かったJは「一日の仕事が終わると症れ果てた気持ちに

なるJf朝起きた時疲れを感じ、また同じ仕事に出かけな

ければと思う Jf仕事に欲求不満を感じているJf自分の

限界にきた感じがする」など、情緒的泊耗感、脱人格化

のいずれのカテゴPーでも平均値が最も高かった(それ

ぞれ3.64、1.67) (表ト8)。また、平均してみると、児

童福祉司任用を望んでいなかった群ほど情緒的消耗感・

脱人格化が高く、個人的達成感が低くなっていた(表

1-9)。
児童福祉司の任用希望の有無と、仕事をする中でふだ

ん感じていることをクロス集計したところ、平均値が

3.5を超えたものは、 「児童福祉司を希望していたJは

f職員の給与額は妥当であるJ(3.54)、 「自分は fyー

シャルワーク」の概念がよくわからなb、J(3.55)であっ

た。 f児童福祉司を特に希望していなかったJは rf職員

の給与額は妥当であるJ(3.50)、 「自分は私生田よりも

仕事の達成が重要であると思うJ(3.59)、 「児童福祉司

は望んでいなかった」は f職員の結与額は妥当である」

(3.56)、 「自分は私生活よりも仕事の達成が重要であ

ると思う J(3.74)、 「自分は市民や世論から支持されて

いるJ(3.72)、 「自分は今後も児童福祉司を続けたし、」

(4.05)であったロなかでも「自分は今後も児童福祉司

を続けたい」は「児童福祉司を希望していたJ(2.42)、

「児童福祉司を特に希望していなかったJ(3.14)と比較

して最も高かった。(表 1-10)

(6) 年齢

45歳から 49歳が 265名 (17.0引と最も多く、次に40

識から 44識が 253名 (16.2別であった。また田歳以上

が21名(1.3%)であったo (表 1-11)

(7)性別

性別は、「男Jが799名(51.2%)、「女jが732名(46.9則、

無回答が 23名(1.9覧)であった。前回調査では「男Jが

750名 (57.7%)、 「女」が 512名 (39.4~見)であった(表

1-12)。

性別とMBIをクロス集計したところ、男性、女性と

もに、平均値が 3.5を超えたものは、 「住事で精神的に

疲れ果てた感じがするJ(男 3.62、女 3.67)、 「一日の

仕事が終わると疲れ果てた気持ちになるJ(男 3.90、女

4.08)、 f朝起きた時誼れを感じ、また同じ仕事に出か

けなければと思う J(男3.56、女3.68)であった(表1-13)。

また、平均してみると、男性は情緒的消耗感と脱人格化

が女性より高いが、個人的達成感も高く、ストレスと達

成感の両方をより強く感じている掴向が読み取れた。

(表 1-14)
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(8)恒用方式

任用方式についてたずねたところ、 2号が最も多く、

563名 (36.1%)であった。次に多かったのが4号で 310

名 (19.9%)、5号が 237名 {15.拙)であった。前回調

査では2号が 518名 (39.8則、 4号が 201名{15.5詩人

5号が 201名 (15.5%)であった(表 1-15)。

(9) 活動形態

地区担当であるかどうかについてたずねたところ、

「地区担当である」が 1083名 (69.4'則、 「地区担当で

ないjが451名 (28.9別であった。前回調査では「地区

担当である」が 889名 (68.4'別、 「地区担当でないJが

369名 (28.胡)であった{表 1-16)。

相談種別の担当では、 「特定の相談種別を専門的にあ

るいは主として担当していなしリが最も多く、 714名

(45.8別であった。次に[虐待相談を専門的にあるいは

主として担当している」が 232名(14.9覧)、 「その他」

が216名 (13.8目、 「虐待相読と非行相談の両方を専門

的にあるいは主として担当している」が 193名(12.4%)

であった。前回調査ではそれぞれ590名 (49.4'則、 185

名(14.2別、 197名 (15.2則、 90名 (6.9覧)であった

(表 1-17)。
次に、特定の援助段階を担当しているかをたずねた。

ここでは、 「特定の段階を専門的にあるいは主として担

当していない」が最も多く、 982名 (62.9%)であった。

次に多かったのが「その他」で 191名 (12.2%)であった。

前回調査ではそれぞれ 790名 (60.8目、 111名 (8.5叫

であった。その他の援助段階における担当の割合は、前

回調査と比較して顕著な差は認められなかった(表

1-18)。

最後に特定業務への専従について、選択肢からあては

まるものすべてについて回答を求めた。ここでは、 771

名が回答した。比較的多くの回答があったのが、 「スー

パーパイザーとしての業務を担当している」で 208名

(27.0別、次に f市町村の桂方支援を専門的にあるいは

主として担当しているJが201名 (26.1別であった。前

回調査ではそれぞれ 147名 (32.2則、 148名 (32.4'別

であった。なお、特定業務への専従のすべてのカテゴリ

ーにおいて、前回調査と比較して、その割合が誠少した

(表 1-19)。

(10)雇用形態

雇用形睡では「常勤(児童福祉司専任)Jが 1387名

(88.9覧)とそのほとんどを占めており、 「常勤(児童福

祉司以外の業務を兼任)Jは 119名 (7.6別であった。前

回調査から、児童福祉司専任が増加し、児童福祉司以外

の業務を兼任が措少している(表 1-20)。

(高橋幸成、坂井隆之、永野咲)
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2.単純集計による分析結果

( 1 )主担当ケース数

1 )処理状況別 (2010年 11月1日現在)

ケース実務者(ケースを直接的に担当する者)である

児童福祉司のケース処理状況別の主担当ケース教は、

「未処理ケース」では「虐待Jが平均値4.31ケースと最

も多く、以下は「養護(虐待以外)J、 「非行」、 「障害」

がそれぞれ1.14ケースであった。これは前回調査(高橋

重宏他 2006以下同じ)と同措の慎向を示しており、「未

処理ケースJにおいては、他と比べて「虐待」の割合が

多いということがいえる。 r在宅指導ケース」でも「虐

待」が最も多く、平均値は 13.60ケースとであった。次

いで、 「養護(虐持以外)J 4.24ケース、 「障害J3.51 

ケースであり、 「在宅指導ケース」では「未処理ケース」

以上に「虐待Jの占める割合の高さが目立つ結果となっ

た。

前回調査との比較では、 [虐待Jと「養護(虐待以外)J

の平均値が上がっている一方で、それ以外 cr非行Jr障
害Jr育成Jrその他J)は平均植を下げている。このこと

から、 「在宅指導ケースJにおいては、 「虐待」および

f養護(虐待以外)Jに業務の比重が移行してきていると

いうことがいえる。 r施設入所措置・里親委託ケースJ

では、 「養護(虐待以外)Jが平均値9.15ケースと多か

った。次いで、 「虐待J7.66ケース、 「障害J4.34ケー

スの順となった。前回調査1との比較では、 「虐待」以

外はすべて平均値が減少しており、なかでも「障害)Jは

-3.13ケースと、最も大きく融少している。 r施設入所

措置・里親委託ケース」においても、 「虐待Jへの比重

が大きくなってきているといえる。

また、いずれの処理状況においても前回調査より平均

値は下がっており、その結果、すべての主担当ケース数

の平均値は58.23ケースとなり、前回調査より 7.26ケー

ス減少した。これらのことから、児童福祉司の人員増や

要保護児童対策地域協議会および市町村といった子ども

家庭福祉相談体制の整備拡充によって、個々の児童福祉

司のケース担当数の軽械化やこれまでの児童相談所が受

け付けていた子ども家庭相談ケースの関係機関への分散

化が囲られつつあることが推測される。(表 2-1)

2)処理状況別 (2010年 10月中実績)

2010年 10月中に主担当ケースのうち助言指導で終了

したケース教の内訳別の平均値は、 「虐待J3. 16ケース、

「障害J2.30ケース、 「養護(虐待以外)J1.48ケース

の順となった。前回調査においては、 「障害」の占める

割合の高さが示されたが、今回調査では「障害」が誠少

する一方で、「虐待」が増加するという結果となったu障
害J: -1.16ケース、 「虐待J: +3.16ケース)。この

ことから助言指導で終了したケースにおいても、「虐待J

への比重が大きくなってきているということがいえる。

また、助言指導で終了した主担当ケース教の平均値は
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8.88ケースであり、前回調査のほぼ2倍となった。(表

2-2) 

3)対応頻度ZIJ(2010年 11月1日現在)

主担当として関わっているケースへの対応の顕度別の

ケース教の平均値では、 r3"_ 6ヶ月に 1固ないし数回」

16.60ケース、 「年1回程度J15. 11ケース、 「月 1回以

上J13.77ケース、 「週 1回以上J3.87ケース、 「毎日J

1. 27ケースとなった。このことから、毎日のように頗

繁に対応することが求められるケースよりも、比較的長

期間にわたって対応することが必要なケースをより多く

担当しているということがいえる。これは、前回調査と

同様の個向を示すものである。しかし、今回調査では、

対応頗度別のケース教の平均値が全体的に誠少額向を示

しているなかで、特に「年1回程度JJの対応ケース教の

平均値の誠少幅が大きい (-4.484ケース)。一方で、

「毎日J、 「週 1回以上」の対応ケース教の平均値の措

少幅は少ない ((r毎日 J : -0.442ケース、 「週 1回以

上J :一0.684ケース)。これは、比較的長期間にわた

って対応することが必要なケ}スを多く担当していると

いう全体的な恒向は変わらないものの、対応頻度の高い

ケースを担当することが相対的に増えてきていることを

示す結果である。(表 2-3)

4)法的対応 (2010年 4.I'J1日-9月30日)

平成 22年4月 l日~同 9月 30日の半年聞における児

童福祉法 28条申立・更新および立入調査といった法的

対応を要するケースの主担当ケース数の平均値は、いず

れも 1ケース未満という結果となった cr申立J0.07ケ

ース、「更新Jo. 04ケース、 「立入調査J0.15ケース)。

これは、これらの対応に関する業務量および心理的負担

の大きさなどから、個々の児童相談所において、ケース

担当が個人に偏らないような配慮・調整を行っている結

果であることが推察される。(表 2-4)

5)主担当ケースへの対応状況

主担当として関わっているケースへの対応の達成度に

ついての児童福祉司の実感では、主担当ケース全体を

10とした場合、 「必要最低限の対応ができている」と考

えるケース散の平均値が 4.70と最も多く、吹いで「予定

通りの対応ができているJ3.師、 「十分対応できているJ

2.31という結果となった。ケースの状況変化に的確に

対応していくことが求められるケース対応において、予

定通りの対応ができるケースがそれほど多くないことは、

容易に予測することができる。しかし、十分に対応でき

ていると感じているケースが 10ケース中わずか2ケー

スであり、さらには必要最低限の対応であっても 10ケ

ース中約5ケースしかできていないと感じているという

結果は、児童福祉司の業務に対するストレスや不全感を

抱かせる要素でもあると考えられる。また前回調査と比
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較して、いずれの平均値もわずかではあるが融少してい

ることから、ケース対応における達成度が総じて低くな

ってきているということが指摘できる。(表 2-5) 

(村田一昭)

6)適当なケース散

すべての相談種別を含む、適当な担当ケース教につい

ては、 r45......50ケース未満jが 16.5%と最も多く、次い

で r25......30ケース未満」がほぼ同率の 15.4%であった。

この二つの「山」が形成される傾向は、前回調査のとき

と同じである(園 1、表 2-6)。

国 1すべての相観種別を含む、適当な担当ケース韓鞍

(前回調査比較)

% 
o 5 10 15 

5ケース未満

5~ 10ケース未満

10-15ケース米満

15-20ケース来満

20-25ケース来満

25-30ケース来湖

田~拓ケース未満み時…同出ザ[ j 

35-胡ケース来満開閉鵬…ぷ掛 2 

40-45ケース末梢間期患; ; ; 

45-50ケース来構問湖榔給料糊側ヂ縫蹴醐蹴問

50-55ケース未満 3輯蜘稲糊ぷ

55-60ケース未満開理思必

60-80ケ-;;;1.未満塑暫明瞭問問

80-1叩ケース宋満開問!

1凹~四ケース未満開 j 

20 

l却 -1岨ケース未満 F i 
140ケーλ以上! i 

揖2006年度

器今回

わからない思聴聞 i

また、業務負担が重い「虐待ケースJのみを担当した

と伍定したときの主担当ケース教は、 「すべての相龍種

別Jよりも明らかに少なくなり、最も多いのが r5 ......10 

ケース未満」で 21.5判、次が flO......15ケース未満」で

19.1%、 f20......25ケース来満Jが 15.4%であった。最も

少ない r5ケース未満」も 11.2%を占めており、全体的

には 15ケース未満が適当であるとする者が半数を占め

た。なお、この傾向は、前回調査とまったく同じである

(困 2、表 2-7)。

7 

国2 虐待ケースのみを担当したと恒定したときの、

適当な担当ケース数(前回調査比較)

qも

o 10 20 30 

5ケース未満 欄棟槻明感 ; ; 

5-10ケース来淵

10-15ケース未満

15-20ケース未満

20-25ケース未満

25-30ケース未満

30-35ケース未満

35-40ケース未満

40-品ケース未満

45-50ケース宋満

50-55ケ}ス未満

55-60ケース未満

60-80ケース米湖

80-100ケース未満

現懸想臨

想塑静畢

急融

?息
愚
容

L 

1叩-120ケース未満!

120-140ケース未満

わからない.

.2006年度

諜今回

最後に、 「通常1カ月の中で面接・訪問調整など具体

的な活動を伴って担当できるケース数」を見ると、最も

多いのが fl0-15ケース未満Jで 20.4%、それを頂点と

して、 f15......20ケース未満」が 16.9%、 r 5 ......10ケー

ス未満』が 15.9%、次いで f20......25ケース未満が 13.3%

となっており、 20ケース未満が適当とする者が半数以

上を占めた。これは前回調査と比べると、やや多いケー

ス教を選択する慣向が見られるが、ほ1;(変わりない憤向

を示しているとみてよいだろう(図 3、表 2-8)。

国3 通常 1カ月の中で面接・訪問・調査・調整など具

体的な活動を伴って担当できるケース敷(前回調査比較)

勃

5ケ}ス未満

o 5 10 15 20 25 30 

両両日…
5.......10ケ}ス未満

10-15ケース未満

15........20ケース未満

20..... 25ケース未満

恥30-7~^未満開恥
30-35ケ』ス未満思想鴨

35.......40ケース未満感慨:

40.....45ケース未満臨 j 

45-50ケース未満熱鴇;

50.......55ケース未満塁I ! 
55....... 60ケース未満ゐ j 

60...... 即ケース未満~ ! 
剖 -1凹ケース未満! i 

100-120ケース未満ト ; 

140ケース以上!

わからない開輔

融時制糊 ----r ; 

寵2006年度

設今回
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総じて、「すべての相談種別を含む、適当なケース数J

については何らかの事情によって回答餌向にばらつきが

見られるが、 「虐待ケースJr通常1カ月の中で面接・訪

問・調整など具体的な活動を伴って担当できるケース

教」から、児童福祉司の実践感覚を基盤として、適正ケ

ース教がある程度明らかになっていると考えられる。す

なわち、虐待ケースは1O~15 ケース程度、比較的集中

的な援助が行われるケースは、虐待ケースを含むことに

なろうが、 15~20 ケース程度に抑え、それに、他機

関・施設が関与するなど、児童相談所はマネジメント等

の間接的な聾助に入ればよいようなケースを上乗せする

程度が適正ではないかと推測できる。

7)転居ケース・ 48時間ルール等

転居先が不明なケースは、合計で 140ケースを占めた。

平均すると、一人当たり 0.09ケースであった。転居先

が判明したが、管轄の児童相談所に情報を引き継ぐこと

まではしなかったケースは、合計で 108ケース見られた。

平均すると、一人当たり O.07ケースであった。以上の

気になるケースに対して、転居先が判明し、管轄の児童

相談所に情報を引き継いだケースは 794ケース、一人当

たりの平均は 0.51ケースであった。

整理してみれば、以上の 3つのケースの合計数は、

1. 042ケースであったが、転居先が不明のまま、あるい

は引継まで行われていないケースが占める割合は

23.8%を占めた。すなわち、転居ケースにおいては、過

半数で適切な対応が行われているようだが、まだ依黙と

して課題を残しているものといわざるをえないだろう。

48時間ルールに聞しては、児童相談所職員が直接、

48時間以内に本人確認できなかったケースは、 3，834ケ

ースあった。一人当たりの平均ケース教は、 2.47であ

った。児童相談所職員が直接、 48時間以内に本人確認

ができたケースは 6，751ケースであり、一人当たりの平

均は 4.34ケースであった。関係機関に依頼したものを

含めれば48時間以内に本人確認できたものが 10，803ケ

ースであり、一人当たりの平均は 6.95ケースとなった

(表 2-9)。
48時間ルールについては、すべての児童相談所にお

いて導入され、このすべての通管において、子どもの安

全が目視によって確認されていなければならない。今回

の調査結果は、「どこも安全確認できなかったかどうかJ

を問うたものではないが、今後は、そうした「確認漏れ」

の有無も含めて実瞳を明らかにし、どういったケースで

本人確認ができてない、あるいはしていないのかを明ら

かにし、それが運用上の問題なのか、制度上の問題なの

かも明らかにしてし、かなければならないだろう。

8)勤務状態

勤務日以外で対応を求められる可能性は、 「ある」が

82.4%と圧倒的に多かった(表ト10)。これは前田との
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差はほとんどなかった。平成 21年度中に実際に勤務日

以外で対応した回数は、 4.62回であった(前回調査せ

ず)。

次に、 10月中に所定の勤務時聞を超えて働いた実際

の時聞について訊ねた結果では、一人当たり 26.31時間

であり、前回調査と比べると、 3.459時間増えた。最後

に、平成 21年震の有給消化率は 2.26で、前回よりも

1. 07械少した(表 2-11)。

すなわち、我が固の児童福祉司の大半は、勤務日以外

でも対応を求められる状躍にさらされていることについ

て、ここ数年変わりはなく、また、休暇の保障も現実的

に図られなくなる傾向を示したと考えられる。

3. スーパーパイザーに聞する分析結果

( ， )スーパーパイザー着任時の桂E

調査項目の問F9-4では、「スーパーパイザーとしての

業務を担当しているj との回答は 208件であった{表

ト19・再掲)。

前設問で、スーパーパイザーであると回答した者につ

いて、スーパーパイザーに着任したときの職歴では、

f社会福祉領域での勤務経験年数」 は平均値 16.90年で

あり、最小{直でO年、最大値で 36.00年であった。その

うち「児童相誤所での勤務経験年数Jは平均値 7.85年で

あり、最小値で0年、最大値で 24.42年であった。前回

調査では、 「社会福祉領域での勤務経験年数」の平均値

が19.31年、 f児童相詰所での勤務経験年数Jの平均値

は 9.07年であり、平均値は低くなっていることが分か

る(表 3-1)。

(2)スーパーパイザーの感じていること

担当するスーパーパイジーの人数は、平均 5.54人で

あり、前回調査の 6.06人と比較すると一0.52人となった。

また、最多では 20人という回答であった(表 3-2)。

スーパーパイザーとして日頃感じていることをたずね

たところ、 「自分が忙しくて充分なスーパーピジョンが

できなしリが 96名(スーパーパイザーの 44.7則、 「児

童福祉司が忙しくて充分なスーパービジョンができな

しリが 110名(スーパーパイザーの 51.2則、 「ケース

を抱え込んでいる児童福祉司へのスーパービジョンが難

しいJが56名(スーパーパイザーの 26.0粉、 「精神的

なパランスを崩しかけている児童福祉司へのスーパービ

ジョンが難l....~、」が 46 名(スーパーパイザーの 21. 4則、

「困難ケースが多いために限界を感じることが多b、」が

92名(スーパーパイザーの 42.8別であった。前回調査

と比較して、 「児童福祉司が忙しくて充分なスーパーピ

ジョンができなしリはその割合が増加し (3.60%)、そ

れ以外のカテゴりーでは蹴少したが、前回調査時と同様、

量的にも質的にも課題を感じていることがうかがえる

(表 3-3)。
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(3)スーパーパイザーの勤務状況

「スーパーパイザーとしての業務を担当している」と

「相談種別の担当」とのクロス表からは、スーパーパイ

ザー業務担当者として 203件の回答があり、そのうち

「管理職でありケースを持っていなしリが 75件(36.95覧)、

「特定の相談種別を専門的にあるいは主として担当して

いなしリが 45件(22.17別、 「虐待相談を専門的にあるい

は主として対応しているJが 26件 (12.81%)であった

(表 3-4)。また、地区担当であるかなし、かをみると、

スーパーパイザーのうち約 20判が地区担当として活動

している(表 3-5)。

これらの結果をみると、管理職が 36.9%と最も多く、

「スーパーパイザーとしての業務を担当しているJつま

り教育・訓擁・指導担当としての児童福祉司については、

多様な形態があるものと考えられる。

(4)児童福祉司からみたスーパーパイザー

児童福祉司の側から、所内のスーパーパイザーとの間

保を尋ねたところ、 fスーパーパイズを受ける時聞は十

分確保されていないが、スーパーパイザーから的確な助

言をしてもらえたと感じることが多しリが 694件

(44.7%)、次いで rl，、つでも必要なときにスーパーパ

イザーから的確な助言をしてもらえると感じることが多

いJ339件 (21.8%)であった。前回調査では、 「スー

パーパイズを受ける時聞は十分確保されていないが、ス

ーパーパイザーから的確な助言をしてもらえたと感じる

ことが多い」が 541件 (41.6%)、 「いつでも必要なと

きにスーパーパイザーから的確な助言をしてもらえると

感じることが多い」が 222件 (17.1%)であり、今回調

査では若干の増加が見られ、 66.5%は概ねその内容に満

足できる結果となった。これは、スーパーパイズに対す

る意義を感じているという結果であり、前回調査を踏ま

えると、この割合は上向きであるといえる。

また前回調査で「スーパーパイザーがb、なし、Jが 86

件 (6.6%)であったが、今回は 46件 (2.9拍)となって

おり、スーパーパイズを受ける体制が整ってきているこ

とが分かる。ただし、 「スーパーパイザーがいなしリ「的

確な助言がもらえなb、Jrスーパーパイザーをあてにでき

ない」の合計は 255件(16.4%)あることも現状であり、

必要なときにいつでも適切なスーパービジョン体制が整

えられることが求められる(表 3-6)。もしもスーパー

パイズのための時間確保ができるなら、スーパーパイザ

ー制度は、半数以上の児童福祉司にとって、 「いつでも

必要なときに的確な助言をしてもらえるものJになって

いくといえ、いっそうの量的充実を困ることが大事であ

ると考えられる。

(佐久間てる美、世谷昌史、高橋幸成)

4. マスラックパーンアウト尺度〔胆1)の年次変化

ストレスに閲する設聞については、多様な対象職種・
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文化における検証がなされている妥当性の高いスケール

で評価を得ている、MaslachとJackson(1981)のM部 lach's

Bumout Inventory CMBI) 2を使用することとした。

稲岡文昭による日本語訳(稲岡 1983) 3を検討した結

果、①医寵・看謹分野を想定した訳であること、@わか

りにくい訳文があること、@今桂も児童相談所をはじめ

としたソーシャルワーク分野において b四Iの妥当性と

有効性を調査・検証することを前提としてソーシヤルワ

ークの現場にあった訳文で試行する、の観点から、稲岡

の訳を原文から逸脱しない範囲で一部修正して使用し

た。

この尺度は、情緒的消耗曜、脱人格化、個人的達成感

の3次元からなる 22項目の尺度である。各サプスケール

に含まれる質問項目 l土、情緒的消耗感(質問項目1， 2， 

3， 6， 8， 13， 14， 16， 20)、脱人格化(質問項目 5，10， 

11， 15， 22) 、個人的達成感(質問項目 4，7， 9， 12， 

17， 18， 19， 21)である。項目ごとに r1度もないJか

ら「毎日」の 7段階からあてはまる顔度で回答を求めた。

回答結果の点数の処理については、マスラックらの長

年の調査によるデータから 11131によって捌定された回

答結果について高得点・低得点を算出する障の職種別の

基準点があるが、わが国の児童福祉司を対象にしたh四 I

として妥当な基準点を作成するにはさらなる追試が必要

となる。そこで前回調査(平成日年度チーム研究)と同

様、暫定的にマスラックらの調査対象のうち「ソーシャ

ルワーカー」を対象としたときの基準点を使用し、スコ

アの高低を算出した。

今回の調査では、仕事による情緒的誼労・情緒的エネ

ルギーの消耗程度を示す「情緒的消耗感」サプスケール

が高く出た福祉司は 710(45.7%)であり、半数近くの

情緒的消耗感が高い。

援助対象者への非人間的な対応やそノのようにあっか

つてしまう感情を示す「脱人格化j サプスケールが高く

出た福祉司は 323(20.8%)である。

援助対象者に働きかけた専門家がその過程で感じる自

己の能力や成功体験の実感を示す「個人的達成感」サプ

スケールが低く出た福祉司は 1319(84.9%)であった。

この結果から、現在の児童福祉司は、脱人格化恒向に

ある者も 2割程度おり、半数近くが情緒的摘耗感を感じ、

8割以上というきわめて多くの児童福祉司が達成感を感

じることが難しい状況で働いていることが浮き彫りとな

った。

上記の結果を9年前の平成 13年度調査時点での結果

と比較(表参照)すると、 「情緒的消耗感」が J高い」

グループが 55.6%から 45.7%に蹴少しており、児童福祉

司を増員したことが消耗感の低械に寄与していることが

うかがわれる。しかし、 「脱人格化J、 「個人的達成感j

には大きな変化はなく、 9年前と同様の状況にあること

がわかる。

次に、 MB1のサプスケールの中でも利用者への支
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援の質の低下に直結する I脱人格化Jについて職務状

況やスーパービジョンに関する項目との関連について

分析したところ、休日対応、有給消化率などについて

は明確な有意差がみられなかったが、 「所内スーパー

パイザーとの関係」の質問項目で川、つでも必要なと

きにスーパーパイザーから的確な助言をしてもらえて

いると感じることが多bリと回答したグループは「脱

人絡化Jの点数が低く、 「スーパーパイザーと話し合

う時聞がとれず、スーパーパイズをあてにできないj

と回答したグループは「脱人格化」の点数が高い個向

であった。本調査結果では所内スーパーパイズ体制の

重要性が示唆された。

5. 日常業務における権利擁謹の祖点と構造

( 1 )日常業務における権利擁謹の視点

今回の調査では、業轄の中でどの程度権利擁謹の視

点が反映されているか把握するために新たにピネット

を作成した。この 28項目のピネットは子どもの権利条

約にうたわれている内容を元に検討されたものであ

る。

質問紙には「日常の業務の中で子どもや保護者と関

わる障に、下記のような点であなたはどのように対応

されていますか。」というワーディングで、 rl必ず

しているJから r5全くしていなしリまであてはまる

状況について 5段階で回答を求めた。

その結果、していない傾向が高い(結果表の平均値

が高し、)のは、ファミリーグループ・カンファレンス

の活用、子どもの権利条約を読み直す、外国籍の子ど

もの宗教・文化に留意する、といった項目であった。

一方、している傾向が高い(結果表の平均値が低い)

のは、守秘義務、施設入所・里親委託時の職員・里親

への情報告達、子どもの気持ちを率直に話せるような

配慮、施設入所・里親委託時の保護者への説明などで

あった(表 5~1) 0 

全体的には回答のばらつきがあり、今後の理念、意

識の共有化が必要な分野であることが確認できた。

(栗原直樹、中谷茂一)

(2)権利擁謹の視点の構造

今回得られた調査内容について因子分析を行ったo ま

ず、回答が偏っている 1項目を除く、 27項目で回転を伴

わない主因子法で因子分析を行ったところ、スクリープ

ロット等から 3因子構造が妥当であると考えられた。次

いで、主因子法でプロマックス回転を伴う因子分析を、

因子整合性を確認しながら進めたところ、 3因子が抽出

できた。まず第 1因子は比較的一般的な児童相談所で適

応できていると考える項目群で「子どもの意向の尊重と

説明責任(項目数:14，クロンパックのa係数:0.899) J 

と名付けた。第2因子は外国籍や当事者参画等が含まれ

る項目群でI文化的背景の尊重とストレングスの重視(項

10 

回数:6、クロンパックのα係数:0.783) Jと名付けた。

最後に第3因子は子ども自身が入所前に納得ができるよ

う工夫をしている項目群で「子ども自身の意志決定への

参画(項目数2項目、クロンパックの α係数:0.737)で

あった(表 5~2、表 5~3) 。なお、最尤法にて因子構造が

再現できるか確認を行い、同じ因子構造が確認できた。

(3)子どもの権利擁護についての因子と探用形態

得られた3因子について、採用形態との比較を行った

ところ第1因子「子どもの意向の尊重と説明責任J、第

2因子「文化的背景の尊重とストレングスの重視Jにお

いては、福祉専門職の意識が高く、次いで一般行政職、

その他の順となったo この結果により福祉職が権利擁護

についての意識が高く、その他の謀用形態には対人援助

職が多く含まれるが、対人援助の専門的スキルがあった

としても、子どもの権刺擁護とは異なる専門性を持って

いる可能性が示唆され、資格要件について再度検討する

必要が示唆された(表 5~4) 0 (有村大士)

6.職場環境についての意識構造と探用形態

( 1 )睡場環境についての意識構造

今回得られた回答について因子分析を行ったo まず回

答が偏っている 2項目を除く 24項目について回転を伴

わない主因子法で因子分析を行った。その結果、スクリ

ープロット等から勘案し 3因子が妥当であると判断した。

その後、プロマックス回転を伴う主因子法を行い、また

最尤法で因子構造の確認を行いながら分析を進めた結果、

3因子が抽出された。第 l因子は対立事例における保護

者対応の困難についての項目群で「対立事例への対応困

難(因子数5、クロンパックの α時数:0.806) Jと命名

した。次いで第2因子は業務の物理的・肉体的な負担に

ついての項目群で、「業務の負担(項目数7、クロンパy

クのα偶数:0.732) Jと名付けた。第3因子は仕事への

誇りとソーシャルワーカーとしての意識等が含まれた項

目群で「仕事に対する語りと自信(因子教6、クロンパ

ックの a係数:0.725) J と名付けた(表 6~1、表 5~3) 。

(2)職場環境についての意識と探用形態

子どもの権利擁謹についての部分で、福祉専門職が子

どもの権利についての意識が高いことが把握されたため、

得られた3因子について採用形瞳による比較を行った。

その結果、福祉専門職は、第1因子「対立事例に対する

対応困難」においてその他の採用形態より負担を感じて

おり、また第2因子「業務の負担」では一般行政職、そ

の他の課用形瞳より負担を感じていることが把握された。

しかしながら、第3因子「仕事に対する誇りと自信」に

ついては、福祉専門職が他の 2つの謀用形瞳と比較して

高い意識を持っていることが確認された(表 6~2) 。

(有村大士)
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7. 児童福祉司の業務避行上の課題一自由記述から一

(1)質的分析の方法について

本調査の最後の設問「児童福祉司の業務遂行上の課題

として感じておられることについてご意見をおきかせく

ださい。」について、寄せられた全自由記述を対象に、

内容による質的分析を行い、整理を試みた。全回収票の

うち該当の聞に記入のあった 628票が分析の対象である。

児童相談所や地域が特定されるような記述については、

内容を損ねない範囲で修正を加えている。

(2)結果

対象の628粟を内容により分割したところ、 1283のコ

ードとなった。これらは 41の下位カテゴリーに分類さ

れ、最終的に 15のカテゴリーに収束された。この 15の

カテゴリーを大きく 3つ(児童相談所の業務内容。児童

相詰所の職務環境、外部機関)に整理、図式化し考察す

る(図 7、表 7) (自由記述の詳細は後述)。

1 )児童相韻所の業務肉容

業務内容については、ケース教が多く、業務内容も過

酷であり(<ケース数過多:199>)、この結果、[ケース

の優先順位:12]や[不足するケース対応:88]といった事

瞳に陥っていることが提示された。

また、[虐特の増加:4]や[困難事例の増加:8]など

の〈ケースの変化:12>から、特に〈保護者支援の課題:

74>が増大し、[強権的保謹者指導必要:36]という意見

が挙がっていたo

一方で、この権限について(<権限の在り方:127>)は、

[権限強化必要:17Jという意見があったのに対して、

[権阻分散すべき:30]という対立意見が寄せられている。

こうした状況下で、[介入と支援の葛藤:48]が生じてい

る。

2)児童相韻所の職務環境

ケース数過多に至る背景には、児童相談所の職務環境

としてく人員不足:137>が影響していると考えられる。

さらに、[時間外勤務:53]、[危険な業務:11]などく触

しい労働条件:7わであることが記された。このことに

より、[メンタル面での負担:88]、[ワークライフバラ

ンスの困難:21]といった、〈個人の犠牲:109>が生じる

状況となっている。

また、〈専門性の課題:116>として、[研修の不備:

55]、〈人材育成の課題:74>として、[人事の課題:48] 

が挙げられた。多忙により参加できないことを含めた研

修の不足や異動および採用方式により、児童福祉司の経

験が不足している状況であることが示唆される。

こうした状況の中、〈所内チーム体制の課題:71>も寄

せられ、チームとしての質を高めていく必要性も提示さ

れた。
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3)外部機関

外部機関との関係について、他機関との連絡調整の負

担や市町村の体制整備の課題が、[関係機関との関係:

52]や[関係機関との調整課題:28]として記され、課題

の大きさが示唆された。 rl)業務内容」で記した権限の

あり方について、所外への権限分散先として、[警察・

司法の関与:32]が挙げられていた。

また、虐待予防の必要性と〈社会的養護・賢掠の不

備:64>についても提示された。

加えて、マスコミ報道のあり方や、〈児相の認知と弊

害:28>など、児童相談所のあり方自体に対する意見も

寄せられた。

(3)考察

自由記述の整理からも、児童福祉司が業務道行を困難

と感じている状況が明らかとなった。この困難は、児童

相談所の業務内容・職務環境、および外部槽聞との開館

において生じているといえる。

また、権限強化に対する賛否の意見が混在しているこ

とから、明確な方針の打ち出し等、児童福祉司が必要な

業務を避行できるような環境構築が、求められている。

(永野咲)

W. おわりに

児童福祉司のストレスの度合いについては、前回調査

時より児童福祉司の匝置が進められたことにより、部分

的に減少がみられた。しかしながら、依黙ストレスの値

は高く、ストレスの闘値等から判断した業務の限界につ

いても前回同揮の状況が確認されたため、引き続き 1人

あたりの担当件数を 50ケース以下とし、虐待ケースの

みの担当に換算して 1人あたりの担当件数 20ケースを

目標にさらなる増員が必要であることが確認された。

児童福祉司の専門性について、今回調査では福祉専門

職謀用の長所と短所が明確に位置づけられた。子どもの

権利擁護や仕事に対する誇りなどは、福祉職採用の児童

福祉司に高い慣向がみられた。一方で、当事者を理解し

ようとする傾向も高く、そのためにストレスも感じやす

いことが明らかであった。

一方で、対人援助職については子どもの権利について

の意識が相対的に低く、ソーシヤノレワークとは異なる専

門性を持っている可能性が示唆された。しかしながら、

子どもを取り巻く他職種が支援に参加することには意味

があり、児童福祉司の増員に加え、教員や保育士といっ

た多職種が多角的に支援に関わる体制作りを検討する必

要もあるだろう。(高橋重宏、有村大士)
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度数 略 前回との差 有効略

社会福祉学 484 31 0.5 31. 9 

心理学 209 13.4 0.6 13.8 

教育学 150 9.6 0.5 9.9 

社会学 110 7. 1 -0.4 7.3 

保育学 37 2.4 0.5 2.4 

児童学 14 0.9 0.2 0.9 

非該当{大学に 174 11. 2 11. 5 

は行っていない) 0.8 

その他 338 21. 7 -1.55 22.3 

合計 1516 97.2 1.2 100 

大学での専攻表 1-3(資料)

度散 % 前園との差 有効略

有効 同祉専門職探用 703 45.1 4. 1 45. { 

心理職採用 85 5.1 1.7 5.E 

保育士探用 69 4.1 4.5 

保健師撰用 36 2. ~ 。2.3 

看護師揮用 5 .3 o. 1 • ， 

教員揮用 59 3.8 0.6 3.8 

一般行政職揖用 548 35. 1 ー7 35.f 

その他 35 2.記 o. 7 2.~ 

合計 1540 98. 7 1.4 100. ( 

揺用方式表 1-1 

牌用方式その倒・精神保健福祉相韻員(3)・児童指導員 (2)・児童自立支掻専門員(2)・選考採用 (2)・臨時採用 (2)・育休代替職員・一般技衛職{電気)・教育委員会社会教育主事・研修据遺・県では技術職で業務拡大にてここに児童福祉職で田置さ

れている
言語聴覚±

行政膿児童福祉司採用
施設指導員採用

児童福祉司探用
初級施設職員
嘱託

嘱託(心理)

調理師採用

任期付職採用
福祉行政職{福祉と心理がいっしょ)
臨時任問職員(背体代替)

|大学での専攻その倒・経費学印刷・法学(5日・法律学(41)・文学(14)・経哲学(6)・英文学(5)・看護学(5)・商学(5)・歴史 (4)・工学(3)・国文学 (3)・心身障害学(3)・体育学 (3)・農学(3)・地理学(3)・理系悶)・化学(2)・行政法(幻・史学(2)・人間科学(2)・人文学(2)・数学(2)・政治学(2)・生物学(2)・酉洋史(幻・哲学(幻・日本文学 (2)・農業経済学(2)・保健(2)・憲政学(幻・医療福祉学・英語・英米文学・応用生物学・音楽・会計・外国語・虐待・教育心理学・経済学、法学・健康科学・建築・現代文化、国際関係・言語学・語学・公共政策学・公衆衛生学・公衆衛生看護・工学部管理工学科
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取得責桔

応筈散 ケース 前田と

N 首 の略 の差

取得資格等・ 481 24.70 36.20 

社会福祉士 7.70略

取得資格等・社会 809 41. 60 61. 00 

福祉主事任用賀格 -4.80首

取得資格等・ 84 4.30 6.30 

精神保健福祉士 2.40覧

取得資格等・ 163 8.40 12.30 

保育士 2.00見

取得責格等・ 39 2.00 2.90 

保健師 -0. 10覧

取得資格等・ 27 1.40 2.00 

看護師 O. 10% 

取得資格等・ 344 17.70 25.90 

教員免許 -2.判首

合計 1947 100.0 146.70 。 5.00略

表 1-2

••••••••••• 



職歴

畳

最大

度数 値 憧 平均憧

教員の経験年 1554 。35.5 0.941 

保健師の経験年 1554 。37.67 0.5481 

社会福祉領域での経験年 1554 。39. 67 8. 7658 

うち見童相韻聞置算経験年 1554 。39. 67 4.6876 

うち児童福祉施設(児相
1554 。36 3. 1505 

除く)通算桂験年

うち福祉事務rHii算軽験年 1554 。32.33 1. 7489 

表 1-4

高橋他:児童相談所児童福祉司の専門性に関する研究

児童相韻所通算経験年月(カテゴリー)

度数 有効パーセント

3年未満 905 58.2 

4-6年 288 18.5 

7-9年 167 10.7 

叩年以上 194 12.5 

合計 1554 100.0 

MBI平均と児童相韻所通算経験年月{カテゴ

リー)の比較

表 1-6

児童相践所通算経験 情緒的消耗 脱人桔化 個人的達成

年月拍手ゴリー) 感平均 平均 感平均

3年未満
平剛直 2.9576 1. 3854 2.4337 

度数 905 905 905 

4-6年
平剛直 2.9664 1. 2972 2.6593 

度数 288 288 288 

7-9年
平瑚直 2. 7798 1. 1892 2.6519 

度数 167 167 167 

10年以上
平瑚直 2. 7950 1. 1691 2.6791 

度数 194 194 194 

合計 平剛直 2.9198 1. 3210 2.5296 

度数 1554 1554 1554 

行学部法律学科

行政学

行動科学

国際経営学

国際文化

産業福祉

児童福祉学

社会科学

社会科学、法律・経済・社会学等

社会心理学

社会福祉学科(通信教育)

社会福祉主事通信教育

宗教学

商学(国際金融)

商業学

小学校・美術

人間科学、発達人間学

人間関係学{人間科学}

人間総合

人文地理学

生活、福祉

生物資源学

専門学校

大学:文学院:教育学

大学卒業後国立養成機関卒

短期大学(保育師・社会福祉主事コース)
短大

短大、国文科

短大幼児教育

地域史

地方行政学

地理・歴史

畜産環境学

秩父学園養成所

中学教員養成課程

日本史学

日本文学

農業工学

比較文化関係論

福祉行政

文化人類学

保健、福祉

保健医学

保健看護

保健福祉学

専攻不明(発達と教育コース〕

法文

理科(生物)

理学部

表 1-5

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

児童福祉司の任用希望の有無

度数 明 有効目

児童福祉司を希望していた 579 37.1 37.7 

児童福祉司を特に希望してはい 690 44.2 44.9 

なかった

児童福祉司lま望んでいなかった 268 17.2 17.4 

合計 1537 98.5 100 
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表 1-7
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表， -8 M B r各項目平均と任用希望の比較

児童福祉司を希望 児童福祉司を特に希 児童福祉司は望んで

児童福祉司の任用希望の有無 していた 望してはいなかった いなかった

平均憧 度数 平均値 度数 平均値 度数

1.仕事で精神的に疲れ果てた感じがする 3.48 579 3.53 690 4.33 268 

2.一日の仕事が終わると疲れ果てた気持ちになる 3.94 579 3.81 690 4.60 268 

3.朝起きた時疲れを感じ、また閉じ仕事に出かけ
3.43 579 3.47 690 4.46 268 

なければと思う

4.撞助対象者が抱えている問題にその人がどのよ
3.34 579 3. 12 690 3. 18 268 

うに感じているか容易に理解できる

5.あたかも擢助対象者を人でないような扱い方を
.84 579 .88 690 1. 00 268 

している自分に気づく

6. 終日人と一緒に働くことは非常に気をつかう 2.41 579 2.45 690 3.31 268 

7.揖助対象者の問題に対し非常に劫果的にかかわ

っている
2.62 579 2.48 690 2.43 268 

8. 仕事に燃えつきてしまった気持ちである 1. 47 579 1. 63 690 2.52 268 

9. 仕事をとおし人の世に立っている 2.62 579 2.37 690 2.29 268 

叩.この仕事についてから人に対し冷淡になってき

ている
1. 30 579 1. 36 690 1. 69 268 

11.この仕事は自分の気持ちを無感覚にしてしまう
1. 34 579 1. 47 690 2.15 268 

気がする

12.元気はつらつとして働いている 3.11 579 2. 73 690 1. 94 268 

13.仕事に欲求不満を感じている 2. 74 579 2.80 690 3. 70 268 

14.働きすぎだと思う 3.56 579 3.29 690 3.85 268 

15.揖助対象者に何が起ころうと全く気にしない .67 579 .77 690 .87 268 

16.人とー輯に働くことは非常にストレスである 1. 71 579 1. 85 690 2.63 268 

17.揖助対象者と容易にくつろいだ雰囲気を創るこ
2.82 579 2.64 690 2.50 268 

とができ

18.揖助対象者に働きかけたあと気分が高揚する 2.20 579 1. 86 690 1.72 268 

19. 多くの価憧ある仕事をやりとげている 2.16 579 1. 89 690 1. 56 268 

20. 自分の臨界にきた感じがする 2. 15 579 2.36 690 3.40 268 

21.仕事上での精神的な問題に冷静に対応すること
3.05 579 2.84 690 2.49 268 

ができる

22.揖助対象者が抱えている問題の解決について私
1. 91 579 1. 97 690 2.61 268 

を責めているような気がする

表 1-9 MB I平均と児童相韻所通算経験年月(カテゴリー)の比較

児童福祉司の桂用希望の有無 情緒的消耗感平均 脱人格化平均 個人的達成感平均

児童福祉司を希望していた
平均値 2. 7651 1. 2121 2. 7383 

度数 579 579 579 

児童福祉司を特に希望してはいなかった
平均世 2. 7989 1.2904 2.4880 

度数 690 690 690 

児童福祉司は望んでいなかった
平均憧 3.6447 1. 6664 2. 2631 

度数 268 268 268 

合計
平均値 2.9336 1. 3265 2.5431 

度数 1537 1537 1537 
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表 1-10 負担感項目平均と任用希望の比較

児童福祉司を希望 児童福祉司を特に希望 児童福祉司は望

児童福祉司の任用希望の有無 していた してはいなかった んでいなかった

平均値 度数 平均値 度数 平均憧 度数

1 .ケース記揖の執筆に時間がとられ、直接的な
2.14 563 2.22 662 2. 19 265 

ソーシャルワークを行う時聞が十分にとれない

2.職員の給与額は妥当である 3.54 567 3.50 674 3.56 267 

3.職場の建物の構造や机・キャビネット・ OA栂
3.36 570 3.38 674 3.33 267 

器などの肉部備品が住いやすい配置になっている

4. 自分は私生活よりも仕事の達成が重要である
3.43 571 3.59 676 3. 74 266 

と思う

5. 自分は虐待事例の対応をしていて解決できそ
2.40 561 2.36 667 2. 14 263 

うにもない問題に直面することが多い

6. 自分は暴言や脅迫で心理的な圧力を感じるこ
2.41 569 2.39 674 2. 14 266 

とが多い

7.自分lま28条による処置に関する保護者との聞
2.34 530 2.35 632 2. 12 253 

係に困難を感じる ζ とが多い

8. 自分は保謹者が一時惇謹所や施設からの強い

引き取りを要求すると対応に困難を感じることが 2.02 560 2. 13 666 1. 90 263 

多い

9. 自分は市民や世論から支持されている 3.46 569 3.46 667 3. 72 265 

10.直属のよ司は自分の仕事を支揖してくれる 1. 96 569 1. 95 674 2.05 266 

11.同僚たちは自分の仕事を支揖してくれる 1. 87 570 1. 88 674 2.01 266 

12. 自分は児童福祉司の仕事に誇りをもっている 2. 14 570 2.52 670 3.17 267 

13. 自分は「ソーシャルワーク」の概意がよくわ
3.55 570 3.32 672 2.92 264 

からない

14. 自分は「ソーシャルワー力一」である 2.23 571 2.58 670 3. 12 264 

15. 自分は今後も児童福祉司をつづけたい 2.42 570 3. 14 673 4.05 267 

16. 自分は夜間や休日でも業轄のためにいつ呼び
2.32 568 2.20 671 1.69 267 

出されるかわからないことが負担である

17. 自分の担当するケース散は多すぎる 2.36 558 2.53 655 2.17 263 

18.主担当ケース以外に時間をとられることが負
2.93 555 2.94 654 2.65 263 

担である

19.休日・祝日の体制整備が必要である 1. 98 568 2.08 670 1. 94 265 

20. 自分のペースを確保するスケジュールを組め
2.32 571 2.44 669 2.13 267 

ていない

21.自分は児童福祉法第 56条の負担金認定徴収事
2.57 543 2. 76 643 2.68 253 

務を負担に感じる

22. 自分の身の安全を国る体制が充実していない 2.45 569 2.50 671 2.30 265 

23. 自分は対応困難な保護者に封する負担感が大
2. 17 569 2.16 670 1. 84 266 

きい

24.保護者への指導の権限が弱い 2.28 571 2.29 672 2. 14 266 

25. 1&市町村の相韻体制が整えfi業務負担が軽揖
2.01 572 2.05 674 1. 92 266 

される

リι白分は撞助技法のスキルアップを回りたい 1. 51 572 1. 79 671 2. 16 265 

15 



日本子ども家庭総合研究所紀要第47集

表 1-11 年齢

度数 有効活

20-24窟 57 3. 7 
25-29露 202 13. 1 
30-34蕗 187 12.2 
35-39歳 203 13.2 
40-44歳 253 16.4 
45一拍車 265 17.2 
50-54揖 202 13. 1 
55-59揖 149 9. 7 
印議以上 21 1.4 
合計 1539 100 

表 1-13 MBI各項目平均と性別の比較

性別

1 .仕事で精神的に疲れ果てた感じがする

2. 一日の仕事が終わると疲れ果てた気持ちになる

3.朝起きた時疲れを感じ‘また閉じ仕事に出かけなければと思う

4.揖助対象者が抱えている問題にその人がどのように感じているか容易に理解

できる

5. あたかも揖助対象者を人でないような扱い方をしている自分に気づく

6. 終日人と一緒に働くことは非常に気をつかう

7.揖助対象者の問題に対し非常に劫果的にかかわっている

8.仕事に構えっきてしまった気持ちである

9.仕事をとおし人の世に立っている

10. この仕事についてから人に対し冷班になってきている

11.この仕事は自分の気持ちを無感覚にしてしまう気がする

12.元気はつらつとして働いている

13.仕事に欲求不満を感じている

14.働きすぎだと思う

15.揖助対象者に何が起ころうと全く気にしない

16.人と一緒に働くことは非常にストレスである

17.揖助対象者と容易にくつろいだ雰囲気を創ることができる

18.揖助対象者に働きかけたあと気分が高揚する

19. 多くの価値ある仕事をやりとげている

20. 自分の隈罫にきた感じがする

21.仕事上での精神的な問題に冷静に対臨することができる

22.揖助対象者が抱えている問題の解決について私を責めているような気がする

表 1-14 MBI平均と性別の比較

情緒的消耗 脱人格化 個人的達成

性別 感平均 平均 感平均

男 平均値 2.9520 1.3720 2.5848 
性 度数 799 799 799 
女 平均値 2，8988 1. 2754 2.4973 
性 度数 732 732 732 
4E』3 平均値 2.9266 1.3258 2.5429 
計 度散 1531 1531 1531 
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男性

平均値

3.62 

3.90 

3.56 

3. 17 

.95 

2. 63 

2.65 

1. 81 

2.63 

1. 39 

1. 55 

2.69 

3. 13 

3.48 

.85 

2.02 

2.61 

2.00 

2.06 

2.判

2.87 

2. 12 

2006年度

57.7 
39.4 
97. 1 

女性

度数 平均憧

799 3.67 

799 4.08 

799 3.68 

799 3.25 

799 .82 

799 2.53 

799 2.39 

799 1. 62 

799 2.25 

799 1.41 

799 1. 52 

799 2. 79 

799 2. 73 

799 3.47 

799 .64 

799 1. 84 

799 2. 76 

799 1. 92 

799 1. 79 

799 2.47 

799 2.83 

799 1. 98 

度数

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 

732 
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表 1-15 任用方式

度数 も
前回と 有劫

の差 国

厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校そ
185 11. 9 1.3 12.3 

の他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会を修了した者

学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学著しく

は社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚
563 36. 1 -3. 7 37.4 

生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に聞する掴誠に応

じ、助言、指導その他の揖助を行う業務に従事したもの

社会福祉士 310 19.9 8.9 20.6 

社会福祉主事として、一年以上児童福祉事業に従事した者 237 15.2 -0.3 15.7 

前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者であって、厚生労働省令で定めるもの 86 5.5 -3.8 5. 7 

詰当なし 125 8 ー1.3 8.3 

合計 1506 96.5 100 

表 1-16 地匡の担当 相鼓種別の担当 その他

度数 判 前固との差 有効略 くすべての種別を担当〉

地区担当である 1083 69.4 70.6 • 全ての相践種別を担当している (9)

• すべての相談に応じている (3)
地区担当でない 451 28.9 0.5 29.4 • すべての相簡を主として担当している (3)

合計 1534 98.3 1.5 100 • すベて (2)

• 何でもしている

• 養ゴ・非行・虐待・障害すベての相醗窓口となっている
表 1-17 掴韻種別の担当 • 特定の相韻種別を専門とはしていないが、全ての祖践に

度数 も 差 有効略

特定の相韻種別を専

主として関わることがある

• 各種課題や全地区のケースに柔軟に対応する

• 受理 2人であり、特に相践種別で分けてはいない‘全般

門的にあるいは主と 714 45.8 0.4 47 的。

して担当していない • 虐待、非行、養護相践と施設入所の障害相践を主として
担当している

虐待相韻を専門的に • 就学前児童の育成祖践を除〈全種別

あるいは主として担 232 14.9 o. 7 15.3 

当している

〈地区肉を担当〉

• 地区ケースのすべての種別を担当 (10)

• 地区で担当している (8)

非行相韻を専門的に • 相説種別を問わず地区の主担当をしている (3)

あるいは主として担 18 1.2 1.2 • 地区割なので、祖臨種別l立特定されない (2)

• その地区のあらゆるケースに対応。{判定課のみの関わる
当している ケースを除()

虐待相韻と非行相韻

の両方を専門的にあ
193 12.4 5.5 12.7 

るいは主として担当

• 地区担当グループのリーダー。管理職ではない。

• 地区担当スーパーパイザー

• 地区担当と兼務している。

• 完全地区割制。

している
〈地域支援担当〉

• 地域支援担当 (2)
障害相韻を専門的に • 地域支援、養育家庭担当

あるいは主として担 48 3.1 -1. 1 3.2 

当している

• 地域支撞担当+ケース担当

• 企画調聾、地績??業務に犠わっている。

〈虐待以外を担当〉

管理職であるためケ
98 6.3 0.5 6.5 

ースを持っていない

• 虐待以外の相践を担当している固 (9)

• 虐待以外(虐待の初期対応を除()(2) 

• 虐待相践を除〈全ての相談を主として担当している (2)
その他 216 13.8 一1.4 14.2 • 虐待以外の祖韻{地区担当)

合計 1519 97.4 3.6 100 • 地区内で虐待斑が持たないケースを担当している
く虐待+α以外〉

• 虐待・障害以外

• 虐待・非行以外のケースを主に担当。

• 虐待、障害相韻以外の祖践を主に担当しているが、軽度
の虐待を担当することもある。

くスーパーパイザー〉

• svを担当している (5)

• sv補助及び

• 管理職ではないがスーパーパイズ

• 管理職ではないが諜長で svの立場

• 管理職ではなく係長であるが、スーパーパイズに専佳ロ

• 虐待など複数困難事例のスーパーパイザー

• 虐待をのぞ(SV

17 
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• 虐待相談のスーパーパイザー • 課長として、困難ケースを受け持ち‘児童福祉司の負担

• 児童福祉係長としてs.v. 軽減と支媛を行う。

• 児童福祉司スーパーパイザー • 処遇困難ケースを担当している

• 職員へのスーパーパイズ‘フォロー。保長。 • 係長として困難ケースに対応している

• 掴韻課長として、スーパーパイズ業務 • 困難ケースや他の児童福祉司の仕事量をみながら、ケー

くsv+α〉 スを担当

• svであるが、人員不足でもあるため、職員が手が田ら 〈困難ケース以外担当〉

ないケースにフォローしている。 • ひどい虐待と判断されたもの以外のケース

• Hスーパーバイザ一、地区担当 く管理職〉

• {全相接種別)" • 課長として担当ケースは持っていないが、全てのケース

• スーパーパイザー兼里親担当 について関わりはある。

• スーパーパイザーであり必要な時に、ケースの対応の応 • 謀長職。職員の椙践に応じたり、一緒に動いたりしてい
掻に入り‘継続的な面接をすることがある。 る。

• チーフ職、 sv的役割も担っている • 係長業務 (2)

• 育成相談担当sv兼cw • 相韻課長と総務、企画の課長を兼務している。

• 虐待、障害以外の種別を主に担当しつつ、 s.v業務に従事 • 相践係長

• 地区は担当しているが、日名の児童福祉司にスーパーパイ • 児童福祉司を統括する役職
ザーが 1名の毘置なのでスーパーパイザーの補佐として くケースを持つ管理職〉
の役割がある。 • 管理職+管轄外ケース担当

〈ケースは持たない〉 • 管理職だが‘所内の体制よ‘ケースを持つことがある a

• 班長であるためケースは持っていない。 (3) • 管理職であるが地区叫が 1名不足しているため、数ケー

• スーパーパイザーであるためケースを持っていない (3) ス担当している a

• svの為ケースを持っていない (2) • 半管理職であるため、ケース数は少数である

• グループ(確)の長であるためケースを持っていない 〈養護相談担当〉

• グループのとりまとめ{管理職でない)で、ケースを持 • 養護、非行相談担当 (5)
っていない。 • 養謹相韻(2)

• グループリーダーであるためケースを持っていない • 養護、障害、非行、育成棺践

• チーム班長原則としてケース担当せず • 養護相談、育成相韻

• 管理職ではないが、指導職でありケースをもたない • 養護相談と非行相韻

• 管理職ではないがグループリーダーなので担当は持って • 非行相競・養護相談 一部虐待相談
いない く育成相談〉

• 管理職ではないがケースを持っていない

• 係長で、個別ケースを担当しない。

• 直接ケースは担当していない。

• 育成・障害相韻の両方を主として担当している白 (2)

• 育成相韻

• 障がいと育成を主として担当している。

• 非管理職の係長をしており、ケースを持っていない く障害相麟以外を担当〉
〈施設担当〉 • 障害相組以外の相談種別を担当 (8)

• 車施設入所児童担当

• 施設の担当

• 施設措置児童の相談を専門的にしている

• 施設担当:養ゴ施設入所児童の担当

• 施設入所、里親委託ケース担当

• 施設入所後の対応を主として担当している

• 施設入所児童の処遇について、担当している

• 施設入所中、里親委託ケース、里親希望者の相陣(措置

のもの〕

• 児童養護施設入所措置ケースを主として担当している。

• 社会的養護が必要もしくは必要となる可能性があるケー

スを担当

• 養護施設担当

• 保護児、措置児の健康管理を担当ワーカーと連携して行

っている。在宅重症心身障害児{者)への訪問指導。

• 乳児院を中心とする、乳幼児の虐待・養護ケースを担当

しています。また、医擦的判断や医療連慌が求められる

ケースや、性的慮待ケース等。

• 係長ケースの施設入所児の担当、市町村の萌修

く施設以外を担当〉

• 原則、施設入所ケースは担当していない

く家族支援を担当〉

• 家族再統合業務を担当している。

• 家接支援として、施設入所ケースの再統合に向けて関わ

っている。

• 家庭支揖担当

• 親子支慢の専従担当

く受付担当〉

• 受付相践員

• 来所及び電話での相談を継続的に受けていく担当e

く青少年担当〉

• 青少年(中卒後概ね 25才まで)の相談

• 青少年の担当(センター管轄すべての地区)

• 対象年齢:15才以上の青少年を担当する a

く県外ケース担当〉

• 県外ケースを主に担当{虐待・養護・非行相談)

• 措置時には県内にいたが、その後保護者が県外転出した

施設・里親措置ケースならびに障害担当(療手インテー

クと重症心身障害在宅訪問事業)

く闘整担当〉

• 硯査、統計、機関連けい、実習ー見学対応、など

く里親担当〉

• 里親に関する業務(主担当として)と、地区担当の両方

をもっている。

• 里親業務を専任として担当{虐待ケース等をもちつつ)

• 呈親相談を専門的に担当している (13)

• 里親担当、地域支掻担当

• 里親担当と庶務

く困難ケースのみ担当〉

• 処置困難ケース+施設入所ケース (2)

• 管理職であるが、困難ケースを担当している。

• 4つの地区を困難ケースのみケースワーカーについて支

懐

18 



• 全般的に担当 (2)

• 担当地区における子どもに閲する掴践のすベてを新規相
践の段階から担当する。ただし、児童虐待ケースの新規

については、調査を虐待ラインが担当し調査を終了後‘
地区担当 CWが担当する白

• 非行・育成ケースのインテークから眠査以降の段階一連

を主として担当している

• 保護者が支援を求めるようになるまで

〈地区内を担当〉

• 上re2-6について地区担当分を行っている。

• 担当地区は基本的に全て

• 地区ケースのすべての種別を担当

• 地区すべてのケース

• 地区でわけている

• 地区で起こったケースはインテークから全て主担当をし

ている

• 地区で担当しているため。

• 地区割

• 地区割のため種別の差等はない

• 地区担当 (2)

• 地区担当ケースワーカーの統括的立場のため個別ケース

の主担当はしていない。

• 地区担当の受理から終結まで担当

く虐待対応を担当〉

• インアーク調査から入所もしくは、在宅であれば終結ま

で虐待チームとして担当する.地区担当ヘケースを渡す

のは‘それぞれのケースによってタイミングが異なる。

• 虐待ケースとして受理されたケースを担当しているロ

• M虐待ケースの初期対応等(受理~在宅 or施訟での接助

方針決定まで。(注意喚起後の見守りケースを含む。)楽

特殊事情のない限り、概ね‘関係機聞からの情報収集及
ぴ家庭訪問。必要に応じ、虐待者の属する家庭における

保護者との関係づ〈り。{数回の面麟)

• 虐待に関する受理~処遇まで

• 届待専門 (2)

• 虐待相践の進行管理

• 虐待対応

• 虐待遇告におりる対応から支接。

• 虐待遇告受理から保護→施設入所→家族再統合までの虐

待対応に聞する一連。

• 虐待養護班で対応

〈虐待の初期対応を担当〉

• 慮待ケースの初期対応 (4)

• 虐待の初期対応に特化した業ム

• 虐待の初期調査 (3)

• 虜待初期対応が中心

• 虐待相続のイン子ークを主に担当する予定だったが、結

果として、在宅指導ケースも担当している。

• 虐待相鼠の初期調査・対応

• 虐待対応(介入、調査)

• 虐待遇告‘警察・福祉事務所からの通告を受ける地区担
当G(児童福祉司)の担当課長

• 虐待通告受理‘調査‘介入が主である。

• 児童虐待に対する初期対応のケースワーク

• 初期対応班であるが、実際は支慢もしている

• 新規の虐待ケースにかかる初期対応班の統括職

くスーパーパイザー〉

• S V (4) 

• SVであるが、人員不足でもあるため、職員が手が固ら

ないケースにフォローしている。

• SV担当ケースなし

• sv補助及び

• インテーク以外虐待のぞく SV

• ケースに対する SV

• ケースのス-/(ーピジョンb

• スーパ-，¥イザー (5)

• スーパーパイザー兼里親担当

• ス-/(ーパイズ職のため重担なし。

• 虐待ケース等処遇困難ケースへのスーパーパイズなど。

特定の揖助段階その他

くすベての段階を担当〉

1-6のすべてをやっているロ

1-6全てにおいて関わる(担当地区内)
1と2以外

2-6をすべて担当している。

4-6 
インテーク~
インテークからアフターケアまで

インテークから援助終結まで担当する

インテークから最後までー

インテークから在宅指導・施設入所‘家族再統合まで
インテークから施設入所まで (3)
インテークから出口まで

インチークから処理まで。虐待以外全般

インテークから調査、その後の支様全てに関わっている。

イン子ークも含め、調査から家族再統合までケース担当

している。
インテークも調査以降も、施設入所までも担当している。

オールマイティーに担任しているように感じています

すベて (6)
すべてにおいて主担である
すべての援助を行う。

すべての段階において業務を行っている。
はじめから・. .終結まで

最初(通告}から終結まで

始め(インチーク)から終わり(終結)まで主として担
当している。

子どもに関するすべての相践を担当

受理から最後まで

全ての援助段階を主として担当している

全ての相談にインテークから終結まで応じている。
全ての相践に対応している

全ての段階を担当。

全て担当

全て担当している。
金援助段階
全般 (2)

全般、インテーク~再統合まで

高橋他:児童相談所児童福祉司の専門性に関する研究

特定の揖助段階の担当

有

度数 も 差 劫略

特定の段階を専門的にある 982 62.9 2. 1 68. 1 
いは主として担当すること

はない

インTークを専門的にある 48 3. 1 -0. 7 3.3 
いは主として担当している

調査以降の段階(インT一 155 9.9 0.9 10. B 
ク以外)を専門的にあるい

は主として担当している

撞助方針会議で在宅指導と 23 1.5 O. 1 1.6 
なったケースを専門的にあ

るいは主として担当してい

る

握助方針会譜で施設入所と 24 1.5 0.3 1.7 
なったケースを専門的にあ

るいは主として担当してい

る

揖助方針会識で家族再統合 18 1.2 0.6 1.2 
の対象となったケースを専

門的にあるいは主として担

当している

その他 191 12.2 3. 7 13.3 
合計 1441 92.4 7. 1 100 

••••••••••••••• 

表 1ー18
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• 療育手帳の面接と作成

く障害相談以外を担当〉

• 障害以外。

• 障害以外の相談種別を地区担当としてもっている。

く家族支績を担当〉

• 在宅・施設とも指導・家族再統合を行っている

く来所・適所担当〉

• 適所ケース

• 来所相談を主に担当

〈専門の業務〉

• 保健師としての専門的な業務

く特定の担当なし〉

• それぞれのケースを主として担当しており、援助段階で

担当はわかれていない。

• 移送の支掻、電話応対

• 一般的な児福司

• 段階で担当を分けていない

• 特定の担当はない (5)

• 特定業務を行っていない。(ケース担当者)

日本子ども家庭総合研究所紀要

特定業務度数分布表

応答数 ケース

N 略 の首 差

特定業務・市町村の 201 26. 10 28.40 -8.40覧

後方支揖を専門的に

あるいは主として担

当している

特定業務・担当ケー 82 10.60 11.60 -6.60略
スを持たないワーカ

ーとして‘臨機応変

な対応を求められて

いる

特定業務・里親対応 67 8. 70 9.50 -5.40覧

を尊門的にあるいは

主として担当してい

る

特定業務・スーパー 208 27.00 29.40 -7.29弘

パイザーとしての業

務を担当している

特定業務・相韻所全 31 4.00 4.40 -2.80首

体にかかわる管理運

営業務を担当してい

る

特定業務・その他 182 23.60 25. 70 一

••• 

20 

表 1ー19

特定の業務専症・その他の肉容

く特定の専従なし〉

特定業務なし (2)

特定業務に専従していない。

特定業務への専従ということはなく、児童相践全般にか

かわっている。

特定業務への専従なし (8)

特定業務への専従はな〈ケースワーカーとして業務して

いる

cwである
どちらでもない、特定していない為

どれにもあてはまらないほ)

なし (5)

一般的な児福司

研修中。

専従していない (2)

専従する業務なし。

専従でない。(2)

全般をやる。専従なし。
特になし (3)

• 
• ••••••••••• 

• 虐待相談のスーパーパイザー

• 児童福祉係長として S.V

• 相韻全体に対しての国りごと等に対応している。

• 地域からあがる相談以後のスーパーパイズ

• 地区担当{非行、虐待相談)のスーパーパイザーを担当

• 地区担当叩へのスーパーパイズ

• 斑体制のため、各班員調査以降のケースにスーパーパイ

ザーとして関与.

く直接ケース担当なし〉

• 研修中、平成 22年 10月1目付での異動のため。

• 処遇困難事例や 28条ケースを中心にサブではいる。

• 上記 6に類するケースを中心I二、地区担当者のサポート

をしている。

• 宣接ケースは担当していない。

• 必要時ケース担当することあり

〈施設入所中担当〉

• 施設入所中、里親委任中のケース担当

• 乳児院を申心とする、乳幼児の虐待・養護ケースを担当

しています。また、医痕的判断や医療連携が求められる

ケースや、怯的虐待ケース等。

• 判定会議後在宅・施設

• 保護児、措置児の健康管理を担当ワーカーと連揮して行

ヲ。

• 施設入所後のケースを主として担当している

く施設入所前担当〉

• 施設入所するまでの相践を担当

く施設入所ケース以外担当〉

• 主に一時保護ケース、入所ケース 以外

〈里親担当〉

• -里親委託関連業務はイン子ーク以降・里親畳録業務は

インテークからすべて'

• 養育家庭制度の親担当全般

• 呈親・ FHに委託されたケース

• 里親と子どものマッチンゲから委託後の支媛まで担当し

ている

• 里親委征となったケース

• 里親希望者の相談・調査、里親委託後の星親子関係の調

整、里親会関係、里親雲証時の措置費の計算など。

• 星観相談を全般的に担当している。認定、委託後の呈親

支援。

• 里親担当

〈困難ケース担当〉

• 困難ケース‘親対応の援助

• 困難ケースのみを担当+地区担当のS.V

• 処置困難ケース+施鼠入所ケース

• 地区担当が対応困難となったケース{段階は関係ない)

• 複雑困難ケース担当

く管理職〉

• グループのとりまとめでケースを持っていない。

• ケースの進行管理

• 管理職

• 係長

• 係長で‘個別ケースを担当しない。

• 係長業務

• 相政課長

• 相談課長と総務、企画の課長を兼務している。

• 担当係長として、係員のスーパーパイズを行い自らもケ

ースをもっている。

くインTーク{調査)担当〉

• 3+事前相談、調査も

• 初期対応掴査(インテーク〕を行いつつも、担当ケース

の調査以降の段階となったケースを主に担当している

• 調査

くインテーク以外を担当〉

• インテーク以外を担当。

く障害相践担当〉

• 心理判定(療育手帳}で来所した者への対応や、障害児

通園施設を担当している。{所内では、障害相説担当のケ

ースワーカーとの位置づけです。)



高橋他:児童相談所児童福祉司の専門性に関する研究

• 特r::特定の業務の専従はしていない。 事業に関する』と

• すべての相談 • 施設措置児童対応を主としている

• 子どもに関するすべての相践に対応 • 保ゴ児、措置児の健康管理を担当ワー力ーと連携して行

• 児童家庭相談全般、市町村後方支援、里親等。 つ

• 全般‘インテーク~再統合まで く相韻全般〉

• 特定されず。 1から 10まで。 • 相t農業務を全般的に行なっている。
〈地区について専従〉 • 相談業務全般

• あてはまらない(地区担当〕 • 相韻全般 (2)

• エリア肉の相韻に対応 く事務・シスァム業務〉

• 児童福祉司として特定地域の担当 • 児童システムの活用についての業務担当

• 担当地区で発生した虐待ケースの対応、を主として担当 • 措置費支出、調停・督促事務、債権管理事務
している。 • 統計、児童相談管理システム

• 担当地区ワー力一 • 負担金認定徴収事務等、施設入所事務等を担当(地区担

• 担当地区を持ったケースワーカ一、里親対応。 当や虐待対応班の後方支媛)、他、業務統計、問責もの

• 地域の楕々な相践の対応 〈里親に関する業務〉

• 地蟻担当 • 里親会事務局、里親希望祖敵対応

• 地場担当cw

• 地区割
• 相談業務と兼務して呈親関連業務やその他行政業務

• 小さい児相のため、里親対応の担当も兼ねている。

• 地区担当 (4)

• 地区担当(施設入所、里親委託ケース)

• 地区担当CW

• 地区担当ケースワーカー (4)

• 地区担当である

• 地区担当で専門的なことはなし

• 地区担当としての仕事と、事務分担のみ担当。

• 地区担当なので、特定業務に専従することはない。

• 地区担当の児童福祉司

• 地区養護{虐待継続)対応

• 特定業務ではなく地区のケースを担当

• 特定業務に専従なく、地区担当のケースワーカーである。

• 特定業務の専従はしていない地区担当の叩

• 特定業務を持たず地区担当

〈虐待対応業務〉

• 虐待にかかる児童福祉全般。

• 虐待専従

• 虐待専門

• 虐待相践指導

• 虐待対応 (2)

• 慮待対応が主だが、業務の一環として市町の後方支僅に

もあたる。

• 虐待対応グループのリーダー

• 虐待対応への専従

• 虐待対応専問

• 虐待対応班

• 虐待対策

〈虐待の初期対応業務〉

• 慮待ケースの初期対応{援助方針決定までの閑)

• 調待ケースの初期段階の担当。

• 虐待の初期対応及び市町村の後方支掻もその 1つ

• 虐待の初期段階での翻査・対応を行う。

• 虐待の初期調査

• 虐待初期対応。

• 虐待遇告初期対応

• 児童虐待の初期対応のケースワーク

くインTーク(調査}業務〉

• インアーク

• インテーク及び結綿指導ケースを担当している

く障害関連の業務〉

• 障害相談

• 知更相・身更相の業務の兼務

• 発達障害の専門のケースワーカー

〈青少年に関する業務〉

• 青少年対応<15才-25才概ね)

• 青少年担当

〈家族支援業務〉

• 家族再統合ケースの、地区担当のザポートをしている。

• 家族再統合 / 

• 家族再統合支援担当として主担当とチームでケースに関

わっている。

• 親子支樋の専従担当

• 担当ケースをもたないワーカーとして、再統合業務を車

門にしている。

〈研修'企画業務〉

• 中央機能として研修・会融等の企画実施など行う。

• 市町村職員、児童福祉司の研修等

くその他具体的な業務〉

• インナーク後

• 管理施霞(里親}療育手帳関係以外のすべて

• 虐待ケースに隈つては@、地区担当のケースに関しては

①の対応

• 係長ケースで施設入所になったケースの担当

• 警察との連絡会、非行事業に聞すること(各職員で色々

分担してる)

• 在宅、施設、ケースを担当。市町村支援も担当。

• 受付相談員

• 処置国難ケース+施設入所ケース

• 保健師

• 養護、非行ケースを主に担当するワーカー。

• 28条聞係等

• 初期対応を担当している

• 初期間査の段階での介入を主として担当

• 通告に対する初期対応

〈専従でないスーパーパイザー〉

表 1-20 雇用形態

度数 % 差 有効日

• グループリーダーとして、時1::スーパーパイズを行う 常勤(児童福祉司専任) 1387 88.9 1.3 91. 6 

• ス-，<ーパイザーも兼ねるが‘専任ではない。

• 心理相韻権助・家族支援の総括

く担当ケースのあるワーカー〉

常勤(児童福祉司以外の
119 7.6 四 0.8 7.9 

業務を兼任)

• 担当ケースのあるcw• 
• 担当ケースワー力一

• 担当ケースをもっている他の業務の対応もしている。

非常勤 8 0.5 0.4 0.5 

合計 1514 97. 1 100 

• 担当ケースを持つケースワーカー (3)
く施設に関する業務〉

• ケースワーカーのため、養護施設の担当もしている

• 施設との連絡調整に関すること、施設退国後の就労支援
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表2-1 主担当ケース数 4 表2-3 主担当ケース数

量 最 前回 最 最

大 平均 との 大

度数 瞳 植 値 差 度数 値 値 平均値

未処理ケース/虐待 1257 。129 4.31 -0.22 

未処理ケース/聾謹虐
1257 。49 1. 14 -0.52 

待を除く

毎日のように対応を要
1240 。36 

するケース散
1. 27 

毎日ではないが、おおむ

未処理ケース/非行 1257 。59 1. 14 -0.32 ね週1回以上、日常的な 1240 。80 3.87 

未挫理ケース/陣害 1257 。98 1. 14 -0.24 対応を要するケース

未処理ケース/育成 1257 。70 .84 ー0.20 毎週ではないが、おおむ

未処理ケース/左記以
1257 。49 .25 -0. 15 

外

ね月仁 1回以上の割合 1240 。102 13.77 

で対応しているケース

在宅指導ケース/虐待 1257 。200 13.60 1. 52 毎月ではないが、 3....6

在宅指導ケース/葺謹
1257 。71 4. 24 0.05 

虐待を除く

ヵ月に 1固ないし数回
1240 。263 16.60 

の割合で対臨している

在宅指導ケース/非行 1257 。38 2. 59 -0.44 ケース

在宅指導ケース/障害 1257 。320 3.51 一1.07 1年に 1回程度あるい

在宅指導ケース/育成 1257 。100 2.27 -0.53 はそれ以下の割合で対 1240 。394 15. 11 

在宅指導ケース/左記
1257 。44 .67 -0.89 

以外

応しているケース

合計 50.61 

施設入所措置・里親聾
1256 。91 7.66 1. 11 

託ケース/虐待 表2-4 28条・立ち入りケース

施設入所措置・里親垂 度数 最小憧 最大憧 平均瞳

託ケース/養護虐待を 1257 。68 9. 15 -1. 71 主担当で法 28条申立 1554 。 7 .07 

除く ケース

施設入所措置・里親垂
1257 。15 .67 -0.20 

託ケース/非行

主担当で法 28条更新 1554 。 6 
01 

ケース

施設入所措置・里親垂
1257 。215 4.34 -3. 13 

託ケース/障害

主担当として立入調 1554 。31 .15 

査を行ったケース

施設入所措置・里親垂
1257 。32 .34 -0.06 

託ケース/育成 表2-5 達成度・ 10段階

施設入所措置・里親妻
1257 。38 .38 -0.25 

託ケース/左記以外

度数 最小値 最大値 平均値 前回差

あらかじめ立てたス

合計 58. 23 -7.26 ケジュール通りに対 1554 。1C 3.66 -0.81 

応できているケース

表2-2 主担当ケース数 現状として必要最低

最 最 前 回 限な対応はできてい 1554 。1C 4. 70 -0.95 
度 大 平均 との

数 値 世 瞳 差

助言指導で終了したケ
819 。100 3. 16 1. 55 

ス/虐待

ると思えるケース

十分に対応できてい
1554 。10 2.31 -0.43 

ると思えるケース

助昌指導で終了したケ
819 。31 1. 48 0.36 

ス/聾謹虐待を除〈

助冨指導で終了したケ
819 。23 .62 0.09 

ス/非行

助昌指導で終了したケ
819 。79 2.30 【1.16 

ス/障害

助言指導で終了したケ
819 。29 .88 0.09 

ス/育成

助冨指導で終了したケ
819 。33 .44 0.20 

ス/左記以外

合計 8. 88 4.25 
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表2-6すべての相韻種別を吉む、適当な担当ケース総数 表2-8 通常 1カ月の中で面接・訪問・調査・調整など

度数 百 有効首 前回差

5ケース未満 5 0.3 0.3 。
5-10ケース未溝 37 2.4 2.5 0.4 

10-15ケース未溝 60 3. 8 4. 1 0.2 

15-20ケース未調 123 7.9 8.4 1.9 

20-25ケース未調 132 8. 5 9 自 0.8

25-30ケース未満 225 14.4 15.4 4.4 

30-35ケース未満 127 8.1 8. 7 -2.6 

35-40ケース未満 165 10.6 11. 3 5.8 

40-45ケース未満 59 3.8 4 0.2 

45-50ケース未調 241 15.4 16.5 1.7 

50-55ケース未溝 78 5 5. 3 -4.4 

55-60ケース未溝 77 4.9 5.3 1.4 

60-80ケース未満 55 3.5 3.8 -2.4 

80-100ケース未満 25 1.6 1.7 -2. 1 

100.....120ケース未満 7 0.4 0.5 -2 

120-140ケース未満 2 O. 1 O. 1 -0.5 

140ケース以上 2 O. 1 O. 1 -0.2 

わからない 40 2.6 2. 7 ー1.2

合計 1460 93.6 100 

表2-7 虐待ケースのみを担当したと恒定したときの、

適当な担当ケース数

度数 略 有効見

5ケース未満 163 10.4 11. 2 0.6 

5-10ケース未覇 313 20.1 21. 5 -3.8 

10-15ケース未満 278 17.8 19. 1 -0.8 

15-20ケース未満 225 14.4 15.4 3.4 

20-25ケース未満 141 9.0 9. 7 -0.5 

25-30ケース未満 116 7.4 8.0 1. 1 

30-35ケース未満 62 4.0 4. 3 -1.4 

35-40ケース未満 47 3.0 3. 2 1.9 

40-45ケース未満 2C 1.3 1.4 0.4 

45-50ケース未満 34 2.2 2.3 0.6 

50-55ケース未満 自 .5 -0.8 

55-60ケース未満 10 .6 .7 0.4 

60......80ケース未満 -0.4 

80-100ケース未溝 2 口

100-120ケース未満 4 .3 .3 C 

120-140ケース未満 C 

わからない 32 2.1 2. 2 -0.6 

合計 1458 93.5 100.0 

具体的な活動を伴って担当できるケース散

度数 弘 有効略

5ケース未満 41 2. 6 2.8 

5-10ケース未満 230 14.7 15.9 

10-15ケース未満 296 19.0 20.4 

15-20ケース未満 245 15.7 16.9 

20-25ケース未満 193 12.4 13.3 

25......30ケース未満 134 8.6 9.2 

30......35ケース未満 85 5.4 5. 9 

35-40ケース未満 56 3.6 3. 9 

40-45ケース未満 32 2. 1 2.2 

45-50ケース未満 65 4.2 4. 5 

50-55ケース未満 10 .6 .7 

55-60ケース未満 20 1.3 1.4 

60-80ケース未満 7 .4 .5 

80.....100ケース未満 4 .3 .3 

100-120ケース未満 7 .4 .5 

140ケース以上

わからない 23 1.5 1.6 

合計 1判9 92.9 100.0 

表2-9 ケース数

量 量

大 平均

度数 値 値 合計 値

転居先が不明なケース 1554 日 71 140 .09 

転居先が判明したが、管轄の児

童相韻所に情報を引き継ぐこ 1554 61 1m ー07

とまではしなかったケース数

[転居先が判明し、管轄の児童相

陣所に情報を引き継いだケー 1554 01 13 791. .51 

ス散

児童相韻所職員が直接、 48時

間以肉に本人確認できなかっ 1554 0I14{ 3834 2.47 

たケース散

児童相韻所職員が間保構聞に

|依頼したものを含めれば 48時
1554 0I18C 10803 6.95 

間以内に本人確認できたケー

ス数

児童相韻所職員が直接、 48時

間以肉に本人確認ができたケ 1554 0I10C 6751 4.34 

←ス数
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表 2-11 勤務状態 表3-1 SV着任時の経歴

度数 畳 量 平均値前田 畳
大 との 度 最大

値 値 置 教 憧 直 平均憧 標準偏差

叩月中に所定の勤務時間 sv着怪時の

を越えて働いた実際の時 1554 Q 161 26.31 3.459 
間

職歴社会福祉
211 .00 

横様での勤続
36.00 16.9096 10.26555 

平成 21年度中に実際に動
1554 () 154 4.62 

務日以外で対応した回数

経験年月

sv着任時の

平成 21年度中の有柏体串
1554 10 2.26 -1. 07 

消化率

職歴うち児童
211 .00 

相説所での動
24.42 7.8566 5. 72280 

続経験年月

表2-12 所向のスーパーパイザーとの関係 sv着任時の

度数 略 前回 有効

差 首

職歴うち児童
211 .00 31. 50 

福祉施設での
4.8914 7.37894 

いつでも必要なときにスーパーパ 勤続経験年月

イザーから的確な助言をしてもら 339 21. 7 4. 6 23.~ sv着任時の

えていると感じることが多い

スーパーパイズを畳ける時聞は+

職歴うち福祉
211 .00 

事務所での勤
21.42 2.8037 4.20601 

分確保されていないが、スーパーパ
694 44.5 2.9 47.8 

イザーから的確な助言をしてもら

続経験年月

えたと感じることが多い 表3-2 スーパービジョンを受ける児童福祉司数
スーパ-/~イズはしてもらえるが、 量 最
スーパーパイザーから的確な助言

102 6.5 -3. E 7.0 
をしてもらえたと感じられないこ

大 前回との

度数 値 値 平均値 差
とが多い スーパーピジ
スーパーパイザーと話し合う時間 ヨンを受ける 215 。20 5.54 ー.520
がとれず、スーパーパイズをあてに 107 6.9 7.4 児童福祉司教
できない

非詰当(自分がスーパーパイザーのため
125 8.C 8.1: 

スーパーパイズを受ける機会がない)

非詰当
461 2.9 -3. 7 3.:1 

(所内にスーパーパイザーがいない)

その他 40 2.6 O. 1 2.~ 
合計 1453 93. 1 100. ( 

表2-13 特定業務度数分布表

応答散 ケー

N 略 スの略 差

特定業務・市町村の後

方支揮を専門的にあ
201 26. 10 28.40 -8.40略

るいは主として担当

している

特定業務・担当ケース

を持たないワー力一
82 10.60 11.60 -6.60覧

として、臨櫨応変な対

応を求められている

特定業務・里親対応を

専門的にあるいは主 67 8. 70 9.50 -5.40覧
としてi.e.当している
特定業務・スーパーパ

イザーとしての業務 208 27.00 29.40 -7.2附
をj.e.当している

特定業務・相談所全体

にかかわる昔理運営 31 4.00 4.40 -2.閲覧

業務を担当している

特定業務・その他 182 23.60 25. 70 一
合計 771 100.凹 109.10 -4.60略
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表3-3 SVとして感じること(複数図書)

応答散
前回との差 ケースの首 前回との差

N % 

スーパ-1'¥イザーとして，自分が忙しくて充分なスーパ
96 22.00 -2.60略 44. 70 -7.00略

ビジョンができない

スーパーパイザーとして・児童福祉司が忙しくて克分な
110 25.20 2.60首 51. 20 3.60日

ス パ ピジョンができない

スーパーパイザーとして・ケースを抱え込んでしまう児
56 12.80 -2.50唱 26.00 -6.20首

童福祉司へのス I~ ビジョンが難しい

スーパーパイザーとして・精神的なパフンスを崩しかけ
46 10.60 -2.40弘 21. 40 -5.90略

ている児童福祉司へのス I~ ビジョンが難しい

スーパーパイザーとして・困難ケースが多いために限界
92 21.10 -2.50見 42.80 -6.90略

を感じる」とが多い

スパパイザ として・と<1:::ない 12 2.80 1. 80略 5.60 3.50略

スパパイザ として・その他 24 5.50 5.50弘 11.20 

合計 436 100.00 2.60弘 202. 80 7.70略

SVとして感じる ζ と・その他の肉容 • 元々が心理職なので、自身の専門領域と異なる

• いかにsvの方針理解してもらうか、具体的にすべきこと‘ • 児相経験lま長いけど‘福祉司経験なしでいきなりなりま

役割分担など確認している した。目々大変です。

• スーパーバイザーの力量がないのでスーパーピジョンが • 児童福祉司経験を有していないため‘非常に苦しい。

できない • 自らの知識。技能が不足している。

• スーパーピジョン以外の職務の分量が多く、自分の処理 • 自己の力量不足は常に感じている。

能力を超えているような感じが常にする。 • 自分に経験がないのにスーパーパイズを求められて困難

• やるべきことが多くて児童福祉司にとって仕事への達成 を感じる。

感が持てていないのでないかと心Eになる • +分にスーパービジョンできるだけの経験が自分になく

• 虐待の重症度が高いにもかかわらず、学校が抱え込み~ 難しい。新人の育成が難しいロ

保護者との関係重視『しているケースは、保護者対応が • 人員が不十分。スーパーパイズ機能が不十分。

ますます難しくなる。学校{特に校長)への再教育が必 • 専佳ではないので、また管理職でもあり、スーパーパイ

要 ザーとしては限界がある。

• 近年虐待件数の増加に伴い採用を増やしているため、若 • 地区担当とスーパーパイザーを兼務しているため対応が

〈、経験年数の少ない職員が多いが、 svを担う世代は 難しい。

探用が少なかったため、 svの年齢層が薄い司 • 地区担当ワーカー兼佳であり、負担は大きい。

• 経験によるもの以外の新しい療法やアプローチを身につ • 里親担当と兼務のため休日出勤多く、平目に代休をとる

けるのが難しい。 と、 sv対応の時聞に影響する。
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表3-4 スーパーパイザーとしての業務と相韻種別の担当

相韻種別の担当

特定の相 虐待相説 非 行相 虐待相韻 障害相 管理職で
説種別を を専門的 韻を専 と非行相 韻を専 あるため
専門的に にあるい 門的に 読の両方 門的に ケースを
あるいは は主とし あるい を専門的 あるい 持ってい

その他
合計

主として て担当し は主と にあるい は主と ない
担当して ている して ~g は主とし して担
いない 当して て担当し 当して

いる ている いる
特定業 度数 669 206 17 184 47 23 170 1316 
器・スー

あ
特定業

パ ーパ
て 務・スー

イザー
lま パーパ

として
ま

イザー
由業務

b 
として 50.84覧 15.65略 1. 29略 13.9日目 3.57首 1. 75略 12.92首 100.00見

を担当
な の業務

してい
い

を担当
る してい

るの弘

度数 45 26 9 75 46 203 
特定業

あ 務・スー

て
パーパ

lま イザー

ま として 22. 17首 12.81略 0.49略 4.43覧 0.4附 36. 95略 22. 66弘 100.00弘

る
の業務

を担当

してい

るの日

墨3-5 スーパーパイザーとしての業務と地区の担当 表3-6 所内のスーパーパイザーとの間保

地区の担当

地区担当陣区担当 合計

度数 も
前回 有
差 劫略

いつでも必要なときにス 339 21. 7 4.6 23.3 
である でない ーパーパイザーから的確

あ
度数 1040 289 1329 

て 特定業務・スーパーパイ
lま ザーとしての業務を担ま

な助言をしてもらえてい

ると感じることが多い

ス-/~ーパイズを畳ける 694 44.5 2.9 47.8 
時聞は十分確保されてい

b 当しているの略 78.3% 21. 7~ 100.0見
な
い

ないが、スーパーパイザー

から的確な助言をしても
らえたと感じる ζ とが多

あ 度数 43 162 205 
て 特定業務・スーパーパイ
lま

L、
スーパーパイズはしても 102 6.5 -3.6 7 
らえるが、スーパーパイザ

ま ザーとしての業務を担 21. O~ 79.0~ 100.0弘
る 当しているの略

ーから的確な助言をして

もらえたと感じられない
ことカf多い

スーパーパイザーと話し 107 6. 9 。7.4 
合う時聞がとれず、スーパ

ーパイズをあてにできな

い

非詰当(自分がスーパーパイ 125 8 ー1.5 8.6 
ザーのためス-/~ーパイズを
受ける機会がない)

非該当(所内にスーパーパイ 46 2.9 -3. 7 3.2 
ザーがいない)

その他 40 2.6 O. 1 2. 8 
合計 1453 93. 1 -1. 2 100 
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f][肉のスーパーパイザーとの闇保・その他の内容・自分がスーパーパイザーである。 (4)・自分がスーパーパイザーを兼務している (2)・自分もスーパーパイザーであるが上司からスーパー
パイズをよく受けている (2)・担当ケースがない。 (2)

• svがケースの援助方針を必ずしも把握していない・ケースを持たない係に属しており、スーパーパイザ
ーは置かれていない。・ケースを持っていない班長である。なお‘児童福祉
司からの相談に判断に迷う場合、課長 (SV) に相践

している.・スーパーバイザーが必裏なのか不明である・スーパーパイザーが仕しく、なかなか十分に相談で
きない0・スーパーパイザーだが、皆と協同して、相践してや
っている。・スーパーパイザーってなに?・スーパーパイザーと所長の意見が異なる。・スーパーパイザーと話し合う必要性がほとんどな
い@・スーパーバイザーは良心的である。・的確な助言が概ね多いが、意見が合致しないことも
ある， M ・スーパーパイザーもケースを持っている場合がある

ため‘スーパーパイザー自身も多忙であるため時聞
がない。・スーパーパイズを受けたい事例には助言がもらえず、
どうでもよいことにこだわって質問ぜめに合う、専
門性が低いくせに自己流を押しつけるのをスーパー

パイズと思っている。・管理職であるため・月 1国外部からのsvが来所、事例検討を行う。・個人でsvを受けている。・児童福祉司でありながらスーパーパイザーの役割を
もつことになる。役割が中途半端である。・次長、 sv、担当で話し合う ζ とがほとんどであ

る0・自分の意見を整理できずに、スーパーパイザーに相
践できない。・自分はグループのとりまとめ(ケースをもたない)
をしているが‘スーパーパイザーは別にいる。・社会資源が少ないため、選択肢がな〈、スーパーパ
イズで解決できない固・受理会識において、アドバイスを受ける0・所長+次長+3係長+担当でその都度協議・全然っかいものにならない。・対応会議・受理会議がsvの場にもなっており、ケ
ースの細かな進展については自分で判断する。・地域支援担当である。・保健師職・話をするがあてにできない。

有劫 低い

普通

高い

合計

合計

有効 i!f い

普通

高い

合計

合計

有効 高い

普通

低い

合計

合計
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表4-1 情緒的消耗感(ー)

平成 22年度調査
平成 13年度調査

(今回)

度数 % 度数 % 

358 23.0 126 16.4 

486 31. 3 216 28. 1 

710 45. 7 428 55.6 

1554 100.0 770 100.0 

1560 832 

表4-2 脱人格化(ー)

平成 22年度調査
平成 13年度調査

(今回)

度数 9也 度数 争色

786 50.6 373 47.4 

445 28噂 6 237 30. 1 

323 20.8 177 22.5 

1554 100.0 787 100.0 

1560 832 

表4-3 個人的達成感(+)

平成 22年度調査
平成 13年度調査

(今回)

度数 9も 度数 9も

57 3. 7 35 4. 9 

178 11.5 86 11. 9 

1319 84.9 599 83.2 

1554 100.0 720 100.0 

1560 832 
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表5-1 権利項目

度数 平均憧

1晶子どもを施設・里親に入所・委託をする陣f::は、保障されている権利について書かれ
1460 2.36 

たパンフレットや資料(権利ノートなど)を子どもに遮して説明している

2.子どもの移送の障には、年齢に応じて子どもと向性の職員を同行させるようにしている 1475 2. 25 

3.子どもの教育を受ける権利を保障する視点をもって対応している 1490 1. 88 

4. 子どもの文化的・宗教的背景を考慮した上で対応している 1486 2. 39 

5. 子どもが意向や気持ちを率直に話せるように、年齢や発達に応じたE慮をしている 1492 1. 78 

6. 子どもの話す内容がどのような内容であっても、十分に受け止めるようにしている 1491 1. 84 

7.子どもの意向や気持ちを聴取するだけでなくそれを揖助肉容に反映している 1489 2. 11 

8. 子どもは社会全体に支えられながら、親により葺育される権利を有しているという視 1491 1. 99 
点をもって対応している

9.親子分離が避けられない場合は、できるだけ家庭的で安定した環境での養育を保障す
1483 2.05 

る視点をもって対応している

10.子どもが知られたくない」とを保護者や職員・里親f::伝える場合には、承諾を得るな
1490 1. 82 

どプライパシーを十分に尊重した対応をしている

11.一時的な介入・保謹だけではなく、長期的な子どもの自立を意識した対応をしている 1485 2.08 

12.児童相韻所が子どもの意向と一致しない措置を採らざるを得ない場合、子どもが理解 1482 1. 95 
できるように十分に時間をかけて説明している

13.一時保護、施設・里親に入所・垂託する障に、なぜそれらが必要なのか子どもが理解
1481 1. 96 

できるように十分に時間をかけて説明している

14.一時保護、施設・里親に入所・垂託される際に、今後のサービスの見通しf::ついて、 1479 2.15 
子どもが理解できるように、きちんと説明している

15.子どもに施設・里親への入所・垂託に聞する話をする際には、パンフレットや映像資
1479 2.3 

料などを活用し、これからの生活の場に闘し具体的な説明をするようにしている

16.子どもを施設・里親に入所・垂託する障に、子どもとともに入所および委託前の見学
1467 2.67 

をしている

17.子どもを施設・里親に入所・委託する障に、子どもと施設職員・里親との面韻を設定
1467 2.31 

している

18.子どもを施設・里親に入所・委託する障に‘その必要性を保護者が理解できるよう十 1471 1. 78 
分な説明の機会をもつようにしている

19.子どもを施設・里親に入所・委託する場合には、家庭からの分離期聞をできるだけ短
1463 2.57 

くできるように保護者に対する軍庭復帰支揺をしている

20.子どもおよびその家族に関わる情報に聞して、守秘義務や個人情報保護の観点をもっ
1490 1.5 

て取り扱っている

21.子どもの権利条約を読み直すなどその趣旨を意識しながら、日々の業務に樺わっている 1486 3.19 

22.外国籍の子どもの場合lま、宗教・文化の遣いに特に留意するなど子どもの権利条約の
1411 2.84 

趣旨を意識しながら対陣している

23.子どもの畳普の利益の保障を念頭において、子どもや保謹者に対応している 1489 1. 83 

24.子どもを施設・里親に入所・委託する場合には、施設職員・里親に、子ども及びその
1472 1.7 

家族に関わる情報を適切に伝え‘説明している

25.子どもを支撮する間保機関に、子ども及びその家旗に関わる情報を適切に伝え、説明
1485 1. 85 

している

26. リスクだけでなく、子どもや家族・親旗・地域のストレングス(強み)に焦点をあてる
1486 2.22 

視点をもって対応している

27.自分自身の幅見や文化的な背量が、サービスに影響を与える可能性について、意識し
1485 2.34 

ながら対応している

28.当事者の参画を重視した「ファミリーグループ・カンファレンス』の握助方法を活用
1462 3.71 

している
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表5-2 子どもの権利に関するピネット(主因子法、プロマックス回転、量尤法にて構造の検証済)

子どもの意 文化的背景 子ども自身

向の尊重と の尊重とス の意思決定

韻明責任 トレングス への参画

の重揮

クロンパックのα保数 0.899 O. 783 O. 737 

項目散 14 6 2 

13.一時保盟、施設・里親に入所・委託する障に、なぜそれらが必要な ー.153 .059 

のか子どもが理解できるように十分に時間をかけて説明している

12.児童相韻所が子どもの意向と一致しない処置を揮らざるを得ない場 一.134 .075 

合、子どもが理解できるように十分に時聞をかけで説明している

24.子どもを施設・里親に入所・霊託する場合には、施設職員・里親に、 ー.105 四.∞1

子ども及びその家族に関わる情報を適切に伝え、説明している

14.一時保謹、施設・里親に入所・垂託される障に、今後のサービスの .038 .081 

見通しについて、子どもが理解できるように、きちんと臨明している

25.子どもを貰損する聞罷櫨闇に、子ども及びその家臨に聞わる情報を ー.024 ー.045

適切に伝え、観明している

5.子どもが意向や気持ちを率直に話せるように、年齢や発遣に応じた .086 ー.173

E慮をしている

6.子どもの話す向容がどのような向容であっても、十分に受け止める .028 ー.136

ようにしている

7.子どもの意向や艶持ちを聴取するだけでなくそれを撞助肉容にE暁 .100 ー.102

している

23.子どもの量普の利益の保障を意頭において、子どもや保聾者に対応 .143 ー.076

している

18.子どもを施世・里親に入所・霊託する障に、その必要性を保聾者が 567白~ .' .. コ ー.111 .288 
、 目

理解できるよう十分な説明白樺会をもつようにしている
， • 

....1 

11.一時的な介入・保誼だけではな〈、長期的な子どもの自立を意融し ザ562. . 184 .013 

た対応をしている
可同〆、 ~.~ 〆vJL F JI J J' P F 戸

10.子どもが知られたくないことを保聾者や職員・里親に伝える場合に .057 .036 

は、承諾を得るなどプライバシーを十分に尊重した対応をしている

15.子どもに施睦・里親への入所・霊Eに関する話をする障には、パン .170 . 192 

フレットや映惟質料などを活用し‘これからの生活の塙に闘し具体的な . . 

説明をするようにしている

21.子どもの権利条約を醗み直すなどその趣旨を意識しながら、日々の ー012

業務に撞わっている

22. 外国輔の子どもの場合l;t~宗教 z 文化の遣いに特に留置するなど子 ー.034

どもの権利条約の趣旨を意識しながら対応している

28.当事者の参画を重祖した「ファミリーグループ・カンファレンス」 .189 

の撞助方法を活用している

27.自分自身の価見や文化的な背景が、サービスに影響を与える可能性 .004 

について、意識しながら対応している

4.子どもの文化的・宗教的背景を考慮した上で対応している

17.子どもを施設・里親に入所・委託する酷に、子どもと施設職員ー里

親との面観を設定している

16.子どもを施世・里親に入所・垂証する障Iこ、子どもとともに入所お ー.077

よび委託前の見学をしている
〆 " ア.'
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因子得点:権制 1

文化的背景の尊重

とストレングスの

重裡

子どもの自身の意

思決定への参画

対立事例に対する

対応困難

業務の負担

仕事に対する揖り

と自惜

提属賓融

子どもの意向の

尊重と観明責任

文化的背景の尊

重とストレンゲ

スの重視

子どもの自身の

意思決定への参

画
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表5-3 相関係数

文化的背景の尊重と 子どもの自身対立事例に対業務の|仕事に対する

同点:[ ス…スの重視 の意思決定へする対応困難 負担 語りと自慢

権利 1 の参画

一.042

表5-4 r子どもの権利擁撞についての意識」の多量比較

平均憧の差

(I)探用方式c (J)探用方式。 (J-J) 

福祉専門聴 一般行政職

その他

一般行政職 福挫専門膿

その他

その他 |福祉専門職

一融行政聴

福祉専門職 一般行政膿

その他

一融行政職 福祉専門職

その他

その他 i福祉専門職

一般行政職

福祉専門職 一般行政職 ー.∞667464 .06513292 .994 ぺ 1598311 .1464818 

その他 -.09267626 .05385259 . 198 一.2190811 .0337286 

一般行政聴 福祉専門職 園田667464 .06513292 .994 ー.1464818 .1598311 

その他 ー.08600161 .06884914 .425 一.2478321 .0758289 

その他 |福祉専門輯 .09267626 .05385259 .198 -.0337286 .2190811 

一般行政職 ー08600161 .06884914 .425 ー.0758289 .2478321 
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表 6-1 パターン行列:職場環境(主因子法・ブロマックス回転、最尤法にて構造の検証済)

対立事例へ 業務の 仕事に対する詩

の対Jt困難 負担 りと自信

クロンパックのα保散 .806 .732 .725 

因子融 5 7 6 

18.自分lま保聾者が一時保護所や施設からの強い引き取りを要求すると ー.008 .030 

対応に困難を感じることが多い

6. 自分lま暴言や脅迫で心理的な圧力を感じることが多い .071 ー.018

23. 自分lま対応困難な保聾者に対する負担が大きい 白<'、パ白653ぅ .172 ー‘074、/--，~、， ~:;~~ 
，'~ cュ〉、、x.• ~ 

7.自分は 28条による措置に関する保理者との聞慢に盟離を感じるこ 戸t いずで三58Z": .049 .099 

とが多い

5.自分は虐待事倒の対応をしていて解決できそうにもない問題に直面 f?' ~品。 57[': 一.012 一.063

することが多い

17. 自分の担当するケース教は多すぎる .028 l' • ，L ;，668 .036 

20. 自分のベースを確保するスケジュールを組めていない .034 ど:.<:661e 一.016

18.主担当ケース以外に時間をとられることが負担である 叩 .018 ご.句巳565二 一.085: 

22. 自分の身の安全を困る体制が充実していない .140 :，<::482: ー.029

19.休日・祝日の体制聾舗が必要である .012 ， ~ .. :制6' .035 

1.ケース記蜂の執筆に時間がとられ、直接的なソーシャルワークを行 .029 q 、:431 .059 

う時聞が十分にとれない

21.自分lま児童福祉法第56条の負担金認定徴収事務を負担 .049 「十;371. .090 

12.自分lま児童福祉司の仕事に輯りをもっている ー.058 .048 L、Fγ 目、r 白弓i ノ、

15. 自分は今後も児童福祉司をつづけたい 四 .135 .022 仁 ;)6ô:1~:

14. 自分は『ソーシャルワーカー』である ー.063 .172 ~."' • • ，..; 、.5.88: 

13. 自分は「ソーシャルワーク」の標章がよくわからない . 150 ー.085 ー.4伺 γι

10.直属の上司lま自分の仕事を支撮してくれる .298 ー.199 拍8.; ，. '.~;， • ~ ~. 、ε

11.同僚たちは自分の仕事を支援してくれる .301 国.159 〆r と 431i
巳 1・R

表6-2 r職場珊境についての意識』に対する多量比較

圃 (J)揮用方 | 平均憧の差 I I有意確

式c I (トJ) I :標準観差| 皐
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図7 カテゴリーの図式化 ※札の色の濃さが、意見数の多いことを示す
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高橋他.児童相談所児童福祉司の専門性に関する研究

表7 力テゴリー表

大 中項目 小項目

7 ス肢がs<先分な対 必要な』とができない{叫 Eっ〈りケスワヲ出来な 対応が不十升になり不 緊急対応により針国的 吾忙で生じる算書(3)

不足するケース対 応しきれ4よい(51) い(7) 安り] tょ損揖が図鑑(4)
応(88) 手t置きをLないよラ~~る 報告のために画る支担。}

が1する(1】

λ当たりのヤ スが 時間不足(15) 個人の働曹にかかる(10) 7 スが幸〈泉揖1:追わ 撮り逗る章裕がない恒} 進める陪E置り起;:t.

ケ-ス散の豊幸 事い(26) れる(1) 進みIT忙(3)

(14) 克分な対応の轟‘ケス 17ースの肉容が重い(2) 力量以上の章稽(2) 担当地区が吾い(1) λの負担大きい(1)

盤上限必要(2)

$ 業務筒固の毘埴 ヨ匝曹量が過酷'ITい(10) 幅広い書請の聾阻(9) 車種外の7 スへ対応(4】 聾佳の聾誼【2)

(25) 

ケスの優先順位 優先阻位により強固t.1: 虐待が置先され他が佳回 ケスが幸仁置先四位つ
(12) なるケース(5) しになる付] けなければ取らない(3)

人 人員不足伺叫 世割増加に反して人員が 心理担当職員の不足{的 緊急時の入手不足(4) 橿1Il1:体制が追い付 人員の貫・量の確保(3)

員不足
増えない(15) かない(4)

人員不足(131) 植盤封応による人手不 ケスの肉容による人員 子ーム貝fjllT忙で目種田董 人員と予尊師不足(2) 配置基準圭子Eも人口 人が倒れる前に増員を
足(2) 国置畠裏(2) 困11(2) で(1) (1) 

〕忠可b 膚待に車中L.他の軍略が人員不足【1)

介λと支援の葛薗 介入と支撞の両立国雄 介λと担助のIまざま(9) 寄り温うま湿したい{幻
(48) (31) 

警察・司遣の闘宰 書事・司法の関与強化 警察・ま量との連倒(3】
[32) へ(29)

権限卦散すベ者 児相へ責任縄中(14) 見相への福岡嶋中毒叶る 児相田警寝f~'揖判所化危 東務の責任が置い也) 権限の7ンパランス(2)
(30) ベ曹(7) 慣I4】

} 回、a
恒国強化必要(11)

法的聾情強化(8) 櫨限強化必要(7) 立ち入り調査植の値いに〈さ 訪問への理解の低さ(1)

(l) 

研惜の不慣(55)
研修が少ない・爾修体制 IT忙でE耳惇参加で吾首い スキルアップ必要【12) 自身の力不足【4) 先進地視察輔望(1)
田盤情包2) (16) 

児童福祉司の専門性の 単純な人員増加で1;1:解決 有責格者の探周必要(2) 車門職聾成の毘阻位} 児童福祉司への幅広 児童福祉施置実務鰻

専門性の標題(31)
向上【19) で幸容い何} い揖用白} 職者の佳周必要【1)

研修哉町児福岡探用品 児童福祉司資格の高度
要(1) 化(1)

} 国 専門職謀用(30】
行政職と専門職の葛臨 児童福祉司の専門略化 ー般職採用による標題(1) ソ シヤJレワ ')のベ 自身の車門性がない
(11) (1) スがない聾題担〉 ための苦労ω

2 価人
メン事I~面での負

F忙・宿弊(18) 輔神的負担〈円} メン告I~ケ7必要(1 5) ストレスからの心身寵祇 不安・鮪明・申t.1Rなし、 血持対応の精神的負
(11) [的 担(7)

S 性量
担[88)

あきらめ・もどかしさ何】 やりがいがもておい(2) パー:'-7ウトす晶阿倍(2) 退職したい位} 充分な休曜必)1;(1) やりがい皐Eる(1)

ワ-')ライ7パラン ワ ヲフイフ，{ラシスが

スの固緯(21) 国錘位。

書諸容内
事器の負担.(53)

毘峰・書蝿作障の時間 包録司事事務作業のIT書負 事務担理の時聞が事〈ケ ケス但揖の聾惜必要 費用dI:岨の毘題(3) 事語担当者品甑:3)

がとれない(23) 担(11) ス対応で音右い帥} (4) 

調査の負担(26) 調査へ由意見(25) 社会福祉行軍報告倒の負担ω
国 軽視なケスの員 緊急性低いケスの負 虐待以外のケスの負担

貫嬰 担(3) 担.(2) (1) 

移動の負担。}
移動にかかる時聞のIT 子どもの長匝離移送の.
さ(2) 圃(1)

1富1里
他楓聞との間保 市町村の体制聾惜必要 市町村との位割分担必要 周囲か品目強橿的対応抑制 求められる位曹lの増加 宇佐・教育量且会との 他樺幽からの期待負担

(52) (30) (1) 待(5) (5) 担割分担必要位〉 (2) 

関係梅聞との調整 醐保担聞との連構・悶盤 他幡聞から田容皐右ケ 会措頗度の増加による算書

.JI(28) 図鑑(22) ス移管(4) 位}

5i 時間外勤務何回
時間外動輯fjl自常(11) 時間外勘桔・休日出動に 在間・体自の対応要員(11) 体日fjl体めない(10) 24崎間対応への職員 労働島件が栴檀されて

よ晶精神的負担(11】 不足。1 い晶(3)

危険な卑語。" 島の危険在盛じる(11)

賃金の政正(1) 時間外手当のなさ伺} 賃金の<:!t定。】

物質的不足削 公用車の不足(3) 予耳面白不足(2) 個人の揖帯電話使用(1)

聾費~ 成λ 廿量の
人事のIl圃(48)

人材育成の困難(17) 異動のヨーさ(12】 自身のlIZlE・遭正に対する 人事マネジメントの問題 犠街査事1;き融げない

霞瞳伺} 【1) 【4)

桂融不足(26)
経鵬の少ない鴨貝が吾 韓民の構成にE慮必要 経融積むことが畠要(5) 施担職員の値騒が摘み
い(15) (5) にくい(1)

きi保直者支置の思阻
保理者指尋の樋隈が罰 保温者指導のプロゲフム 軍怯再腕舎の.圃(5) 車溝手いっぽいで再緯 事1*;再観音の贋瞳(3) 泊鑑的1I壇がないω
L、(13】 必要。) 官宮で手が回らず(5)

(38) 
在宅支揮の強化ロ} ザピスを拒否す晶概へ田介入毘姐(1)

強権的偉盟書支置 冨掴のある保血者への 観植の霊(3) 虐待した輯への罰則強化但} 保盟書指導への司謹it 保塩害からの')レム 不服申し立てに対する

必要(36) 対応困11(26) λ畠要(2) 臼} 負担(1)

2 3 

蹄肉体制の耳岨 スパパイス慣能の チームワヲの聾圃(13) 専門性の低いチーム(2) ヤスごとの進行管理 SVで軸抽出ず判膏珪
(37) !Il圃位。} (1) う(1)

書曹分担(24)
掴固か品のフォロ が量 所内の置割分毎(7) 植敵対応希望価} 分車の弊膏(2) 所生体での対応必要 橿別担当制の軸望(1)

要(7) (2) 

支担指欄必要(6)
ケスワヲ白マ=ュア アセスメント田毘随凶 対応の良L悪しが分からな
ル化必要問 い(1)

個人の負担差〈崎
担当地区による負担母 車語の掴λ量ω
差(2)

社会的整置の不情
社会的要阻の不足(42) 最盛佳の子どもの対応(6) 崎保置の長期化(3) 保直後の隈岨(2) 里親の彊化が負担~輯白蛇克必要(1 】

(56) 
時保誼中の教育保障

(1) 

手どもの貰2曜のな 祉会費車のな割引 養育環境の鯛聾(1) 購樺幅増の充実必要(1) 保育Eの不足11]

さ(1)

マスヨミと「血持』 マスヨミの，{ッシング・民 祉舎の問題仰 鼠組・腫がらせ通告への対 「虐待」といラ冨離の独り
(23) 解{日] 応(2) さ降雪(2)

予防・防止畠要(8) 虐待予防が必要(4) 再生産の故普盛宴(3) 非持再発防止の聾値(1)

E i 喜書Z 

政措動向へのI'it間伺} 主管曹の情理解ω 児相遍曽について臼] 児童椙臨南の社会的位 児相の兼務の思蝿【1】 J耳相自体が少ない(1)

児相の在り方(15)
置の櫨立必要(2)

大枠の補助(111書体制・ 輯たな聞係梅岡必要【1)
保障Xl)

見相の認知と韓害 児抱の知名度に体制が 不明ケス回調査負 担 相臨窓口のみ甚大(1)

(1) 追い付かず【5) (1) 

現行の限界白} 現状での対応困雄(5) 責務重大・橿限小さ〈負担文暑い(1)

c旦定ftケスのl 
困維事倒の増加 11輯量の吾いケースの 対応困雄事例/tL¥(I)

(8) 増加口]

虚待の増加(4) 虚待遇告の増加ω DV目撃ケス増加。} 障害ケスの虐待増加(1)
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私は初期対応のため、現在、対応件数の多さに悩むことはあ

りませんが‘件数が一気に通告が多〈、手が固らないことはあ
る。

児童福祉司のかかえるケースが多乙忙しいため里親委託、

施設措置がスムーズに行かない(同意が得られない事)

持ちケース数が多すぎます。じっくり丁寧なケースワークをす

ることができません。

人員不足のため、ケース散が 1人で対応出来る数を慢性的

に超えており、結果不十分な対応、結果となっている。

担当ケース数(児童福祉冒一人当たり)が多いため、緊急対

応に追われてしまうと施設入所中のケースの家庭復帰支櫨を

はじめ、細やかな対応ができない。

担当ケース数が多〈、じっ〈り 1つ1つのケースに向きあえず、

場あたり的な対応となる。

担当ケース数が多〈、細かいケースワークができない。特に入
所ケースに対しては、難しい。

担当ケース教が多〈、 T寧で納得のできる仕事をすることが
困難。

担当ケース数が多くそれぞれのケースに十分対応できず不

全感が残る司

担当ケース数が多すぎる語、計画的なワークが行えない(個

別ケースを持つワーカーを見ていて)

担当ケース数が非常に多いため‘支揮しきれていないと常に
感じている。

担当ケース数も多〈、ケースワークの買の向上が図られない。

担当するケース数が多いことと、ケースの進行管理?が担当

員の判断になりがちである司そのため適切に指導終結ができ

ない場合や、調査が不十分なときがある。

担当するケース数が非常に多仁長期的な支掻の体制を組ん

で関わる己との余裕がない児童福祉司がとても多いです。
地域相韻課でl立、ケース担当数が多す吉、日常的には表面

よ問題を起こしていない児童への対応が十分に行えていな
L、。
年々担当するケースが多くなっており、充分な対応ができてい

ない状況と思われるー

福祉司の教が足りておらず、日々その場のケース対応におわ

れて、十分なケースワークができていないように感じていま
す。

福祉司はケース対応はもとよりケースの矢表に立って保謹者

や関係機関対応、所内の連控を担わねばならず、それ以外

にもケース記録の作成や、報告書作成、通知、計画立案、支

給決定、負担企業務‘会議録作成等の事務負担が多〈、

日々の電話対応や出張支糧、ケースカンファ‘受理判定会識
に追われ、十分なζとができない状況にあります。

抱えるケース数が多〈、個々のケースに平等かっ+金な対応
がでかねている。

日本子ども家庭総合研究所紀要

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

自由記述内容

• 

••••••••• 

• 
• 
• •••• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

必要なことができない(8)・必要な調査等できていない・困難な業務の中で制約が多いこともある。・専門機関の職員で、困難ケースの対応が求められているの
に、応えられない。

必要性を感じていることややりたいことは沢山あるが、手が回

らず不全感を持つことが多い。

また‘対応が遅れるため、相手側に不満を持たれます。
生命への危険がないように対応することがやっとで仲々子ど

もの心理的フォローなどが不十分。

日々の通告に‘ていねいに対応することが困難となりつつあ
る
時間的なゆとりがなく十分な検討ができないまま動き出すこと

がある。

• 

• 
• • 

• 
• 

• 
• 

• • 
• • 

じっ〈りケースワーク出来ない(7)・じっ〈りケースワークができない・時間的にも精神的にも余裕がないため、効果的なケースワー
クができない。

自分はまだケース数が少なι負担に感じる程ではありませ

んが‘副担当としてサポートしている先輩方が抱えているケー
スの多さには、良いケースワークを行うのが難しい状態にして

• 
• 

• 
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• 
• 

ケース散が多く充分な対応しきれない(57)・ケース教が多すぎて対応不可能(2)・毎日の新規相践に時間をとられ既存ケースへの対応が十分
できていないと感じている。

結果的に担当するケース数が増え、丁寧にケース進行できな
い状況になっている。

ケース数も多仁施設入所児や虐待対応に+分に時間が取

れない。

1人あたり100件以上のケースをもっており、今の人数では
限界を感じている。

CW1人あたりのケース数が多すぎて、本来こうしたいと思う

ケースワークが物理的にできない

ケースが多〈‘じっくりひとつのケースにかかわれない
ケースが多〈充分な対応が難しいことがある。

ケースの数が多〈て、じっ〈りケースワークが出来ない。

ケースの数が多すぎて‘援助の質を保つのが難しいと感じま
す。

ケースの数に比し、児童福祉司の教が不足しているため‘支

慢対象者の根本的な問題を解決できない.野戦病院のような
状現である。

ケースの増加にともない、保ゴ者への充分な対応や‘関係機
関への連絡等ができな〈なってきている。

ケースの担当数が多ふ手厚〈個々のケースに関わることが
むつかしい。

ケース自体の量が多〈、一つのケースにじっくり関われないも

どかしさを感じます。

ケース数(面接予約)が多仁急な対応が必要なとき(重点的
に関わりたい。 ex)母の話を今ちゃんとききたい等}に時聞が

とりにく〈‘身動きがとれない。

ケース数‘その肉容が担当1人でどうこうできるレベルにな

ケース教が増えてい〈中で、広〈浅くケース対応をしないとい

けないことがよくあり‘場当たり的になってしまう。

ケース教が多〈、すべてのケースに手をかけるには時聞が不

充分ー
ケース教が多〈、どのケースにも+分なかかわりができない。

ケース数が多仁細やかな対応ができていない。

ケース数が多〈‘対応に限界がある。
ケース数が多〈、通常業務時間内に仕事を回せないこと。
ケース数が多〈一つ一つに十分対応できないこと

ケース教が多〈面接頻度が上げられず効果が低い。

ケース教が多すぎ細やかに対処出来ない。

ケース教の多さから、ていねいな対応ができない。

とにかく、 1人当たりの担当ケース教を減らすζとができる人

員増がなくては、適切な対人掻助業務は実現できない.(関

係機関との役割分担やNPO活用などでは根本解決にならな
い。)

どのケースにも丁寧に関わりたいが、ケース数が多〈、余裕が
ない。

また1人1人の司の担当ケース数が多すぎて十分な対応がと

れなかったり‘
もう少し、担当ケース数が少なければ、思うような支揺ができ

るのにと、悩みながら業務にあたっております。

圧倒的にケース数が多すぎて、細やかなかかわりがもてな
い，

一人あたりに持たされるケース数が多すぎて、対応困難な場

合がある。

一人あたりのケース数が多く自転車操業にならざるを得な
い。

虐待ケース増加にともないその他に対応しきれないケースが

出てきている。

虐待通告件数が激増しており、職員の業務量は膨大です。充

分に対応しきれていない状況です。

件数の多さから、どれひとつ完了しない状況が続いているた

め専門性や児相本来の役割は全〈果たせていない。
子どもに対して必要と思われる接助を、ケース数が多すぎて

対応できない。



の課題もあるでしょう。

児童福祉司一人当たりの担当ケース数(里親支接も含む)を
濃らすことや

受持件数が多すぎる。

上記の結果、各Wが抱えるケース数が増大している。

対応件数の多さ。

担当ケースが多いです。
担当ケース数が多い。

担当ケース数が多すぎる。

担当ケース数をへらす。

担当するケースの教を減らす。

担当数の多さ、

椙祉司 1人が担当するケース数が多すぎる。

高橋他:児童相談所児童福祉司の専門性に聞する研究

• •••••••••• 
いると感じます。

ケースlこじっくりと取り組んで考えられない。

ひとつひとつのケースを丁寧に扱いたい思いはあるが、現実
とのギャップに困惑している。

業務が多岐にわたり、 1つ1つのケースにじっ〈り向きあう時聞

がないこと。

本来のケースワークができていないと感じることも多い。

-• 
• 

時間不足(15)・時聞が足りない(2)・児童福祉司の担当するケース数が多すぎて、時間に追われ

ている。措置後も関わりの必要なケースがあるが、問題がお
きた時だけの対処にならざるをえない。

じっくりとケースに関わる時間がとれない。

ゆっ〈りした時聞がない。

限られた時聞の中で‘複数のケースの対応を同時にすすめ
ていかなければならず、バランスの取り方や時聞の使い方に

工夫が必要だと感じている。

個々のケースワークに費やす時聞が足りないと実感していま

す。

時聞がないため‘情報収集(最新の法律や地壊資源、自治体

の情報}が満足にできない。

時聞が慢性的に不足していることと、

時間の確保(本当は人員の確保がもっとあれば・・・)

時間足りない.

全体的に時聞がないので、チーム対応が必要なケースにつ

いて迅速な対応ができない。

担当ケースに充分に関わる時聞が持てない。(ケースが多い

のか人が不足か}

担当ケース教の把握という事はしておらず、地域でのすべて

のケースを担当。時間的にそれぞれのケースについて、+分

に時聞がとれない

昼間に関係機関と連絡をとったり、ケースの対応が次々とあ

るため、昼間の時聞が圧倒的に足りない。

••• 

対応が不十分になり不安(7)・とてもやりがいのある仕事でぜひ続けたいのだが、現在の職
員体制でI志、対応に不十分さが残仏それが保護者や関係者

の不満を生み、ますます対応しづら〈なって精神的負担を増

加させているー
また十分な徳助ができていると感じられないロ

全ての担当ケースについて常に十分に対応できていないと感

じることが多いため、負担感とプレッシャーは多〈感じますe

そのため何事にもじっ〈り関われていないことにストレスを感じ
る。

多数の相践が集中し、ケースが入り乱れ、個々のケースに十
分対応できているか不安に感じることがある。

充分に行えているかどうかは疑問です。もう少しできるといい

なと思うことが多いです。

余裕のないケースワークがまちがった処置にならないか心
配。

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• •••• 

緊急対応により計画的な業務が困難(4)・緊急対応により計画的な業務遂行が困難である事。・今年から現在の業務に従事していますが‘新規相韻業務や
要請があった業務に時間をついやし、計画的な仕事がほとん

どできないのがしんどいです。とにかく対応数が多くて‘思うよ

うに仕事がはかどらない(進まない)のがしんどし、です。

思い通りのスケジュー}!;で業務を進めにくいこと

普段の業務(苗榛等}を行いながら、届待通告への緊急対応、

一時保護への対応は、時聞の調整を難し〈感じている

• 
• • 

• 

個人の働きにかかる(10)・『たまたま居合わせた職員が組織ではな〈極めて個人的な動

きで支えている」これが多くの児相の現状だと思います。

個々の Wrに負担がかかり、抱えこむことが多い。

個々の児童福祉司が負う積任が重〈なりすぎてしまうと、精神

的な負担も大きくなると思われる。児童相践所として、個々の

福祉司の責任を分散さわれる組織作りが必要と恩われる。
個人のケース管理能力が問われる現状があり、増々個人の

負担が増している。

個人の力量、性格による対応の差

児童相蔵所の運営方法には、部外者から来たものとして疑義

を感じる。ケース全体の責任を児童福祉司に押しつけすぎ、

これでは、誰も福祉司にはなりたいとは思わない。

地区担当cwの質経験のバラツキにより支援の貿が異なって
しまう。

当県は稿祉採用をしていないため、まったくちがう部署から異

動となるが、研修体制も充分でないため、個々人の努力にま

かされているところが大きい。

日々の個人相践にも丁寧に応じたいと思う。どこまでというマ

ニュアルはなく、各自の技量‘経験、能力で対応していくのだ
思っている。

法制度上の不備社会資源の不足など、本来現場のソーシャ

ルワークの課題ではないことが、児童福祉司の業務の困難

性を著しく増している。(当然、専門性lま大事にしてそている

が}むやみに個々人の専門性に課題を帰するのは、すりかえ
であり、わい小化である。

• 

多忙で生じる弊害(3)・自身の業務に忙し過ぎると、会話がなくなり、他の福祉司の
支慣や経験の浅い児童福祉司のフォロー、育成他全てに支

障が生じる。

忙しすぎて、ケースとの次の約束が先になり‘効果的な橿助
が困難な場合がある。

日々の業務に追われているときは、相談者に対し;令た〈あしら

うような気もちがわいてしまう。

• 

• 
• 

• 

手抜きをしないようこころがける(1) ・仕事の効率化と手抜吉を遣わぬよう気をつけています。

• 
報告のために情る支揖(1)・報告が大切なのはわかるけど、報告のためにだけ動いていて

相手を考えた寄り添う関りができていないと思います。『共に
生きるjとか習ったけど -• 

• 
• 

• 

• 

ケースが多〈業務に追われる(7)
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一人当たりのケースが多い(26)・ケース数が多いね)・ケースの多さ(2)・担当ケースを数えるのが恐〈て、今日のアンケートまで数えて
いませんでした。

1人1人のケース数が多仁繕神的につかれてしまう。

1人あたりの対応教が多ι精神的にも体としても非常に負担

を感じています。

1人あたりの担当ケース数が多い上に‘

1人の抱える担当ケース数が多すぎる。

ケースが半減程度に大帽に減るなら、余裕持って専門性を生
かして支掻していけると思いますロ

ケース数が多すぎる。

やはり担当するケース数が多すぎる
各担当の持ちケースが多過ぎる。

現在困難と感じることの B割ほどは担当福祉司のケース数の

多さからくる課題と言えます。それが改善すれば見えてくる他

• 
• ••• 
•••• 



第 47集日本子ども家庭総合研究所紀要

日常の業務や相般に追われている{幻

ケース数が多ふ対応に追われている。

対応に追われ、専門性を向上する、していくところまでの余力

が全くないのが現状です@

担当ケース数も多いため常に業務に追われている。

日々の業務に追われ、

福祉司としての専門的視点をもちたいと思うが、日々の業務

に追われてしまっている。

••• 
••• 

-• 
• 
• 
• 

• 

振り返る余裕がない(5)・業務量が多〈高度な専門的判断を求められる割に、ケース検

討をして櫨助方針を決める会搬を十分に行えない結果を含め

て、ふり返る作業はほとんどできておらず、専門性を高めるこ

とが困難である。

日常業務(ケース対応)におわれ‘撮りかえってのケース横討

ができないことが課題。

余裕がIほましL.Iい，λ、
担当する「適正なJケ一ス数についてはどう考えたらLい、いのか

わかりません。

立ちどまって考える余裕がありません。

• 
• 
• 

• 

業務外のケースへ対応(4)・養ゴ非行係として勤務していますが、他の係からよ〈ケースを

ふられるのが負担です。

他の係が手がまわらない時ケースの応対を頼まれる。

離島やへき地の手がまわらないケースの応対を頼まれる。

相餓ケース以外の研修や会議の担当を分担され、事務所内

の特命保のような業務をさせられる。

• 

••• 

進めるほど掴り起ζし進み多忙(3)・ここ2-3年の問、福祉司の増員によりJ 人当たりの担当ケ

ース数は誠少しているが、ケース数が減っても、今まで手を掛

けられなかったケースへの支憶ができるようになっただけで、

業務量や負担感についてはさほど変化がないように感じる。

ケースワークをすすめれば、すすめるほど多忙になる。事務

もふえる白

やりがいのある仕事だとは思うが、やればやる程、周囲のニ

ーズが高まり祖韻‘業務量が増えるように感じる。

• 

• 

充分な対応の為、ケース数上限必要(2)・ケースを多面的にとらえ、ていねいに対応するためにも担当

ケース数の上限を設けてほしい。

人が担当するケース数{回以下)

• 

兼任の謀題(2)・心理司兼任なため‘ケースワーカーと心理司のそれぞれの専
門性を高めていくことが難し〈、1つ1つの仕事をTねいにこな

すことがむずかしい。

児童福祉司ということになっているが、仕事の実質は心理判

定などを行っているー産体育休職員の関係や‘非常勤専門職
の退職により、穴埋め的に様々な仕事をしているのが実態で、

事務分掌の変更により年開通して1つの仕事にかかわること

ができていない。

• 
1ケースの内容が重い(2)・ケース1件1件の対応が重いロ・一つ一つの仕事の重さを感じる。ケース数が涼ったから‘すぐ

に楽になるものではないと思う。

幅広い業轄の課題(9)・(現状について〕私は障害担当なので主に入所児童を担当し

ております匂入所児童についても保護者や関係機関との制整

が多々あります。芸護施設の一部も担当しており‘保護者向
けプログラムの実施など受け持つこともあります。その他費用

認定業務も受け持っており‘業務は大変煩雑です。

業務が子どものあらゆる相践で内容が多様化している。

面控、訪問(家庭施設関係機関)、緊急対応‘記録、研修参

加等やることはたくさんあるが、担本的に仕事量が多すぎる

ため必ずしも全てに対して十分に対応することができておらず、

同時に職員への負担も大きい。

業務範囲が広すぎる。例えば費用関係 etc.

地区担当がほとんどのケース(障害、慮待、非行、施寝入所

ケース〕を担当しており、負担がい大きい。

虐待非行育成相韻施設入所中の児童多岐広範囲にわたる

活動が要求されるが、数をこなせば、密に関わることができな

ケースワークι記録、幅広い仕事内容による精神的負担の
多さ。

児童相続所業務は、虐待対応のコアな部分ι非行や養護

相談の入所に関わる業務に限定し‘仕事を確実できる職員で、

地区を網羅するべき。

適所相韻で、ケースワークというよりカウンセリングのような心

理的関わりを要するケースもあり‘児童福祉司の役割が広過

ぎて専門的対応が難しいと感じることがあります。

• 

畳先順位により後回しになるケース(5)・優先順位がいつもかわり、そのことにより援助に支障がでるこ

とが多い。

現在の担当ケースは他の職員と比べると少ない方だが、それ

でも細やかな支援ができず、後回しにして対応していることも

少な〈ない。

施設入所中の児童及びその保護者への対応について、積櫨

的な関わりが求められていると感じているが、後手に由ってい

る。

日々虐待通告に追われており、新しい通告が入るとそちらを

優先的に動〈ため、既に受付ているケースにまで手が回らな〈

なっているのが現状である。

当面の課題が優先され、他のことに手が回りません。

力量以上の業務(2)・処理能力を超えるケース数をもたされ‘入庁した翌日より面
接させられケース処遇を行っています。新人への教育も十分

にされていないなかで一人前の cwを求められることは精神

的にも体力的にもしんどいです。

1年目からケース対応を佳せられ、業務を遂行していることに

不安を感じています。 • 
• 

担当地区が多い(1) ・担当地区が多すぎる。 • 
一人の負担大きい(1) ・福祉司 1人にかかる負担が大き〈感じる。

虐待が橿先され他が後回しになる(4)・育成相践は今後の虐待非行等防ぐための視点でも重要と思

うが、緊急性が低〈、対応が後手にまわりやすい。

緊急対応と継続相談がかち合うと継続相韻(在宅指導)が後

回しにされる。

特に緊急性の少ない在宅での継続ケースが以前に比べても

できな〈なっている。

緊急対応、ケース記録、打ち合わせなどに時間をとられ‘ケ

ースに向き合うことが十分できない。

• 

• 

• 
• 
• 

ケースが多〈、置先順位っけなければならない(3)
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業務量が過酷・多い(10)・業務量過多・業務量の多さ、援助の効果性で悩まされることが多い。児童

福祉司として技術を身につけるにしても、数年かかりそう，

児童福祉司の業務量が多い。

福祉司の業ムが多岐にわたり業ム量も多くひへいしているの

が現状。

業務量の多さ、

児童福祉司の業務は過こくである。

業務量の多さ、また業務の帽が広範囲に遮る事。

業務量が過重である

業務量が多い。

業務量が多すぎる。必要と思う対応に着手できない。

-• •••••• 



職員数の不足、

職員増(きめ細やかな対応が必要}

職員間置

人が少ない(2)

人が増えるとある程度解消できる。

人が足りない

人を増やし柔軟な働き方のバリエーションをふやし、様々なカ

ラーのCEが対人援助に入れる帽のある児相を作ることが、

虐待対応に有効だと思います。

人員が少ないこと。

人員が不足している。

人員が不足していると思う。

人員の増加が必要。

人員の倍増が必要である。

人員も増やしてほしい(2)

人員を増やす‘
人員増

人員増の対応も必要であるが、

人員不足(4)
入手が絶対的に足りない。

入手不足が深刻な悩みです白

人数が少なすぎる。

人数が足りない。

精神的負担がとにかく大き〈‘ケース数を誠らしたところで軽

減するものでもないが、できればチームワークで臨めるに足り

る人員の確保を望みたい。

絶対的なマンパワーの不足を何とかしてほしいと切望する

日々 である。
絶対的に人員不足。

専門性を求められる仕事なのに人が足りない

全体的にCWの人数足りていない。

全体的に人員不足であり、経験不足。今起きている問題に対

し対処しきれない現状にある。

対応するケースワーカー不足。

第一に感じることは入手不足です。

担当ケースの量が毎年増え、重いケースや困難ケースが増

加、人員不足を切実に感じます。

担当地区をより細分化できるような人員毘置

地区担当ケースワーカーを十分確保できればもっと慮待ケー

スにも予防的に関われると思う。

当所は全国の児童相践所と比較しても極めて規模の小さい

児童相積所だと思いますが、ケース対応し、仕寂されておりま

す。児童福祉司の数が圧倒的に足りないというのが現状かと

思います。

配置基準が児童福祉法施行令と地方交付税算定基準の2通
りがあり、あいまいな部分がある。

福祉司が倍になってもいい〈らい。

子どもの福祉にはそれでも足りないくらいだと感じています。

福祉司の人数、心理司の人数が増えるとよい。

福祉関の数が不足している。

福祉司の増員

福祉司を増員してもっときめこまかくかかわれればと思う

福祉司職の増員が不可欠。自分自身のプライドだけで今をさ

さえています。

又、職員の少なさを感じる。

余裕を持って従事できる人員増が必要と思われる。

高橋他:児童相談所児童福祉司の専門性に関する研究

••••••• 
担当ケース数が増えるとケースに優先順序を付げざるえな〈

なり、自分が思っているようなケースワークができな〈なる。

優先順位のより高いものに手をとられ、どうしても手のまわら

ないケースが増える一方です。

虐待から発達障害、子育てまで様々な相談に応じなければな

らないが‘どうしても優先順位をつけざるを得ず‘ジレンマを
感じる。

• 
• 
• 

• •••••••••••••• 

• •••• 
••• 
• • 
• 

• ••••••• 

• -
世割増加に反して人員が増えない(15)・児椙の担う役割が肱大しているにも関わらず、人員的な拡充

はなされない状現。もっと人的な拡充が望まれる。

世間が児童相韻所に求めるものに〈らベ、質量ともに、実際

の体制がひどすぎる。

相談件数に見合った人員E置や地按資源の整備がなされて

いない。

児童虐待問題対応のため、人員増が図られてきたが、現状

は問題の増加に人員増が追いついていない。限界状態。

抱える業務量の多さ、業務そのものの困難さ、新任 CW育成

の困難性、etc.虐待相談件数は増大しているのに児童福祉

司の毘置数は不十分であり‘一方求める役割は寓まり、広報、

啓発も進んでい<0GWが倍増しないと膨大な業務はこなせな

• 
• 
• 
• 
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人員不足(94)・人口約 30万人に対して地区担当福祉司 2名+スーパーパイ

ザー兼地区担当が 1名の体制である。インテークワーカ-2
名(内 1名はスーパーバイザー兼務)とあわせて、ようやく表

面上基準を満たしている状況である。

C W不足

あまりに人が足りなさすぎる。

ケースワーカーの人数が少ない{一人あたりのケースが多い)

ケース件数に対して人員が全く足りていない。

さらには、人員の増加による、対応ケースの削減、対応の段

階ごとの分担化、

そのためには、人員増しかないと思う。

とにかく、人を増やしてほしい

とにかく人が少なすぎ。

とにかく人員不足です

まずは、根本的な体制強化が必要です。

マンパワーの充実(市町村を含む)

マンパワー不足。

もう少し人的に充実させた方がよいと思う。

もっともっと細やかに対応していけるとは思うが、その余裕が

ない。母子へのエンパワーを中心に支援と考えているが。もっ

と人がいたら動けるのではないかと思うー

もっと児童福祉司をふやすべきだと思う。

もっと人員増をしてほしい。

やはり‘児童福祉司の人員増と
やはり児童福祉司増員でしか対応できないと思う。

圧倒的に入手不足です。

何年も前から指摘されている人不足等の問題等一向に改善
しない。

業務量と業務の賀に対して、ワンパワーが少なすぎる。

今の 3倍の入手を毘置しなければ現場のヒへイは解消されま

せん@

困難化するケースに対応する上で‘人員や制度面が不足して
いくと感じます。

産休宵休中の職員体制

司の実教が不足している。

児栢全体の入手不足が強〈感じられる。

児童虐待を始め‘児童相談所の対応への社会的期待は大き

くなる一方だが、権限や責任に見合った人員体制となってい
ない。

児童心理司、福祉司の配置を多〈してほしい

児童心理司の数も十分ではない。

児童植祉司の人員不足。

児童福祉司の人教が足りず

児童福祉司の人数が足りない。

児童福祉司の人数を増やしてほしい。 T寧な対応が出来な
い。

児童福祉司の数が足りない。

児童福祉司の増員など、体制整備が必要。

児童福祉司の増員を希望したい(2)

児童福祉司の配置基準等の更なる改善が必要と考える。

児童福祉胃の毘置数〔人口比ではなく、ケース担当数字で配

置すべきでは7)
児童福祉司の不足を公にし、児童への適切な対応を正しくさ
せてほしい。

児童福祉司教が足りていないと思う。

児福祉の人員の不足を日々感じています。

社会の急激な変化は子どもの環境を大き〈害する状況にあり、

急激に増加する児童虐待やその他の相談に大変神経を使う

業務である.したがって、思いきった定員の増員や、

小手先ではな仁抜本的な人員増を強〈切望する。
職員が少ないζと。

••••• 

••••••••• 

•••••• 

• 
• 
• •••• 

•••••• 

••••• 

• ••• 

-• 
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L、aひいては適切な(充分な)ワークにつながらず、 CWの疲

弊・・・と悪循環。・虐待件数増加にともない、人員増、専門性の向上が必要。・虐待ケースの増加に職員増が追いついていない。・業務量は増えるばかりだが、 cwの人数は増えない.・児童相韻センターに求めるものが次々と増えて~'<ilIに、職
場としての整備(予算、福祉司心理司の数など)がなされてお

らず、負担が個人にのしかかっていて、働〈環境が非常にわ

るい・虐待遇告件数は増加する一方であるが‘対応する職員数lま

増えていないため、対応が難しくなっている。・ケース増加にともなう人員間置がなされない・虐待ケースが増えるなかで、福祉司の増加が追いついていな

・人員の増加と仕事内容の増加が一致していない・相談件数の増加に対して、手が固らないと感じるζとがある0・虐待通告など受理件数は年々増加しているのに、人的理置

において数が不足しており1人にかかる負担は重いロ

心理担当職員の不足(6)・心理担当職員の正職員の数も足りない。・児童福祉司と児童心理司は、同数を毘置し、ペアで対応でき

る体制が必要だと感じている。・ベアを組む心理士の不足、・心理は 3-4倍増やしてほしい。・児童心理司の配置基準がなく‘人員配置が少ない為、心理
司の業務と思われる部分を福祉司が担っている@・福祉司心理司の専門性の向上。

緊急時の人手不足(4)・通告が重なったときの安否確認の入手不足・田中は出張者が多〈、緊急時に対応できる人員が少ない。・特に当所のように小規模な児相では、普段ケースが少なくて

も、ケースが重なる繁忙時には入手や時聞が足りず、ストレス

が‘増大する。・ケース教が多い割に司が少なく、緊急時の対応が難しい。

権限に体制が追い付かない(4)・法的に児童相践所の介入の権限を付与しても、児童福祉は、

介入の素人であり、児童福祉司のストレス等を増すばかりと

思う。(当県の児童福祉司の経験年数が 3年程度であること

が、物語っている3・さまざまな権限を!恩相に持たせてきているが‘それに対応で
きる児祖の体制ができていない。{全国に2.00ヶ所しかないの

に、こんなにいつもマスコミに頭を下げている行政機関がある

だろうか7)・法律が強化され‘児相の権限が増しているが、入手、人材不
足で追いつかない。・2量律の中で強制権が持てるようになってきているが、実際効

果的には使えない現状。職員の精神的な負担ばかりが大きく

なっているのを感じる。

人員の質・量の確保(3)・福祉では、支える人が質を問われる。人の量も質も確保しな

ければ、現状より‘よい支援ができないばかりか、目先の対

応のみに終わってしまう。・児童福祉司(専門家と胸を強って言える職員はほとんどいな

いと思うJ児童心理司ともにマンパワーの不足、人員数的に

も、能力的にも。・質量とも課題は多いと思います。

複数対応による入手不足(2)

. 虐待の複数対応で、人のやり〈りが厳しLIい，λ、

. 自分は男なので‘母子家庭への訪問問査は女性職員の同行

による複数対応をしているロそれだけで機動性が損なわれ、

時間口スか、ケースを回せなくなる状況のどちらかを選択する

しか無くなることが非常に多い。

ケースの肉容による人員配置必要(2)
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- ケースの軽重もあり‘数だけでははかれないところがある。・単にケースの数だけでなくケースの内容も考えた上でのケー

ス毘分、人員措置が必要と感じている。

チーム員が多忙で日程調整困難(2)・児童心理司と一緒に対応することも多いが、どちらも多忙で

あるため、目程踊整が難しい・また‘困難ケースとの対応もあり、複数での勤きがあるが、悶

整(時間をあわせる己と)することも一苦労する。

人員と予算の不足(2)・人と金が純対的にたりません。・人員、予算がこのままなら、提供するザーピス量を低下およ

び業務の削3まさせるべきだと感じます。業務量が今のまま、も

し〈は増えていくなら、納税者の理解を得た上で、予算人員を

増やすベきだと思います。いずれにせよ、世論、納税者の意

見の吸い上げが必要だと感じます。

E置基準を子ども人口で(1)・人員配置基準についても、人口当たりではな仁 18歳未満の

児童人口で考えるべきだと思う。といった、業務量の適正化を

切に願っている。

人が倒れる前に増員を(1)・対応は減るζとはないと思われる。倒れる人が現れる前に増

員が必要

虐待に集中し、他の業務が人員不足(1)・虐待がクローズアップされすぎて、他の業務に対しての人の
配置が不十分。

介入と支揮の両立困難(37)・児童福祉司の機能をZ分化して、組織再編してほしい。 家
族再統合機能、 虐待対応機能・いつもいわれることですが、児相で指導と援助を行うことは無

理があります。法 2自条で親と決定的に対立した後、再統合に

向けて掻助するのは‘茶番でしかありません。介入分離する

機関lま、もっと強制力を付与して独立した組織にするべきで

はないでしょうか。・ギャクタイ対応で、職権保護と再統合がなぜ同じ児相なの

か!人がつぶれてしまう!・ケース(特に虐待ケース)に関わるにあたり、介入と支援の町

面で関わることが増えており、実際に介入した後の治癒や支

慢に犠わる時間が充分にとれないのが現状としてあるように

思います。・一人の担当者が保護から家族再統合まで行っている。・家族の分離をした場合、統合についても同じ児童福祉司が行

なっているので、保護者との関係改善に時間がかかる。・介入、再統合について別組織としてわけること等新たな枠組

みが必要と思う。・介入と援助を同一人物が行うことについて非常に困難を感じ

ている0・介入と支援の両面を担わなければならず、日々困難を感じて

いる0・介入型の対応後の人間関係のこうそ〈・虐待ケース(継続ケース)に関して、分離と再統合を同時に対

応する必要があること。・虐待ケースの介入と再統合を同ーの機闘が行う事に保護者

対応等の困難さを感じる。・虐待した親から子どもを保護した際には対立関係となり‘そこ
から親への指導、家族再統合と全てを相政所が行うことは大

変な時間と労力を要する。虐待の初期対応と家族支援を分

業すべき。・虐待で介入し、再統合する担当者が周じζとが多い。介入再

統合は別々の部署で行うべき。・虐待とそれ以外のケースワークにf;t，正反対の対応が求めら

れ、児相が両方を受け持つことには無理がある。・虐待事案の場合、介入(保護者からの子の分離)する機関と

支櫨{家族再統合〕する機関が同ーである己とに大きな矛盾
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を感じている。介入により、保護者と対立関係にならざるを得

いむ保護者が支援を受け入れるのには大きな苦痛があるので

は。また、支援にも困難があるロ・虐待対応の初期介入(職権の一時保護等)と、家族再統合の

支擦のどちらも同じ組織(児相}が行っていることに困難さを

感じる。・虐待遇告の介入は警察が行い、支様的な立場で児相が対応
できると良い。(保渡者と対立した後の支掻Iま難しい。)・虐待遇告への対応と、その後の指導も同じ福祉司が行なわ

ざるを得ない非常に脆弱な職員体制である。・強制的に子どもを保護する場合、その後に保護者と関係を作

ることが難しい。・子どもの保謹とその後の家族への支援を同じ機関がおこなう

というシステムに難しさを感じる。・指導と支援を同じ機関〔児相)がすることは、大変難しい。・児相が子供を職権保護した段階で、担当職員と保理者!立、決

定的に対立関係になってしまう。その担当が、家族再統合の

ために、保護者を支援するのは困難である。児祖の職員数を

増やして、職権保護した担当とは別の職員を充てるべきであ

る。・児相が保護者から児童を分離、その後再統合と立場の遣う

職躍を担う現状は限罪であると思う。・児相の相談内容が多峨にわたること『虐待の初期介入と、

再統合を同じ組織で担っているζとで困難さが増しているので

は?・児童虐待に関しての強制介入とその後の家族再統合のため

に行うケースワークは相反することであり‘無理があり負担で

ある。・児童相践所が‘介入と支慢の機能を持つことに限界があると
思う0・児童福祉司の役割として虐待介入とソーシャルワークという

相反する行為をしているためなかなか指導再統合にもってい

くことが困難なケースもある。同じ児童相韻所の中の機関で

な〈、庖待介入(通報受入れ)[ま別機関でやりその後児掴に

再統合、指導、ケースワークとして送致されてくるしくみの方

がめいか〈但警察検察のような形。・職権の行使と支援とのギャップ・親子分離と再統合を同じ職員が担当している晶、保護者対応
が困難・親子分離をせざるを得なかった職員がまたその数字を再統

合するという難しさがあると思う。・対応困難なケース(28条ケース等}が増加しており、児相とし

ても強行な姿勢を対象者(保護者)に示さないといけないこと

と、その後の経過で、再統合含め、ソフトな対応の両極端なス

タンスを合わせもたなければならないという状況を抱え込んで

いる。児童福祉司の抱えているケース数が多〈、一人で??

した役割をこなすのは無理な面があるのだが、保護者の傾向

は初めに関わった職員へ求めることが多いー・大阪の幼児死亡事件以来介入と対人援助の矛盾が高まる方

向にあるように感じる。・地区担当が保護から再統合まで行う今の業務体制では、保

護者対応が困難なので、再統合の専任チームが必要と思う・特に虐待ケースの保護者の場合、職権で一時保護した際に

もその後も媛助を継続しなければならないため、相説者もす

っきりしない気持ちのままで櫨助に乗りにくい司・保護者に対し、指導的に関わることと、支援的に閑ることを両

立しなければならない点に難さを感じています。・母子分離と再統合を同一司が行うことが多いが、対応に困難

を伴うので、工夫が必要。

介入と撞助のはざま(9)・介入型と顕助型のどちらでいくかの判断・虐待対応において、従来の受容共感では、よ手〈いかない場

面が増えている。・虐待初期対応の担当係として、強制介入から支援へと結びつ

けていくまでのケースワークの難しさ。

• CAケースは介入的も行わなければならないが‘その他のケ

ースのケースワーク手法と異なるため、なかなかむずかしいも

のがある。
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- 又‘福祉に興味関心を示し、就職する人というのは‘基本的
にやさしかったり、共感的だったりするので、介入的手法をう

け入れがたいところがある。・危機管理的な視点と家族援助的な視点必要に応じて使い分

ける、対応が要求されている事・福祉司であるはずなのに福祉的な対応よりも介入的な対応
ばかりで支憶に拒否的な関係になる事が多い。・児童福祉は支援と権限の遂行と併行して行う難しい業務です。

支援はソーシヤルワークのベースがなければ行うことは困難

です。ケースが複雑化し児相も権限が強〈なっていく傾向はあ

りますがソーシャルワークは権限では捕えません。・職権保護や28条での措置入所の場合、保護者との対応で対

立。接点がみい出せない。

寄り謡う支撮したい(2)・本来の児童福祉司は、もっと発達の課題とかじっ〈りと親御さ

んの相践にのっていくような仕事をしていくことが望ましいと思

います。・親の出来の悪さを責めるのは簡単だけど‘それだけではケー
スも良くならない。話にもならん。親も子も良いとζろやがんば

っているところ、しんどいところがあるので、それを認めて話し

合ってい〈うちに、だんだんと関係がとれてきて、その中で少し

ずつ『こういうところをこうしてみたらもっと良くなるかも』と出す

ようにしている。子どもは心理士と話すことが多仁自分は親と

話すζとが多いのだが、親だけの話で片寄ったイメージになっ

てしまわないよう、子どもとも話して自分なりの印象を持てる

ようにしている。

警察・司法の関与強化へ(29)・慮待通告から初期対応までは‘自動体制が基本の児童相酸
所ではな〈、 24h365日体制のある警察が所管する等、制度全

体の見直しが必要だと感じる。児童相殻所は掻助機関であり‘

福祉警察の役割と両立は困難であると常目頃から感じてい

る。・強制介入と援助(支極)を同ーの機関、同ーの人間が担当す

ることは、不可能だと思います。担当するケースの数が際隈

な〈増加する現状では、ソーシャルワークの力量以前に対応

に自と限界があります白悪質重篤な事例は、初期介入におい

て警察司法の関与は不可欠な時代に突入していると思いま

す。・児掴は福祉警察で介入に力点を。再統合は市町に明確にし

ないと市町は@@をしない。・警察、裁判所の機能拡大、児童福祉法の遭守を行ってもらい

たい。・裁判所がある程度、保護する段階からからんでほしい。・子どもの権利を守る福祉の機闘が「恐れられるj現状に異和

惑がある。警察との住み分けを法整備も含めて望みます。・分離等は警察等が行ない、児童相談所Iま親子統合を主に行

なう等、役割分担を明確にした方が良いと感じる。・虐待関係特に身体的に性的についての保護者文l志、虐待者

への初動接触は立入等の困難性等から警察からの通告をし

た方が早急な対応が可能ではないかと思弘・28条ケースの家裁による勧告は保護者に対して行うこと(現

行lま対児相)警察は業務上円滑に時間をかけずに、家庭に

入れる権限を有するため、警察による警察中心の、家庭への

介入(重篤ケース)・虐待ケースの警察介入(保護等)を積極的導入すべき。安全

確保は警察、ケースワークは児椙という分業が望しい。・虐待ケースの場合、児童相談所職員のみでの初期調査や介

入指導が困難な状況も多い。警察官が原則同行する、児童

福祉司の指導に法的強制力を持たせるなど、業務遂行が安

全かつ効果的に行なわれるような法整備、制度改正が必要。

実態として、児童相説所の職務から外れている気もする。・虐待の初期対応は警察の業務とし‘その後の相観支援Iま児

相を含めた福祉担当機関とするなどの被本的な制度改正が

必要・虐待の初期対応や親子分離については、警察かそれに準ず

る機関(司法)が任うべきであり、児相はその後の家接再統合

等への対応等の役割とすることが‘適当ではないか。
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- 虐待件数の増加にともない、児童相鼠所が武装化されている。

強制的なことは警察が対応(保護等初期対応)し、児相は相

談業務に特化するべきと思う。ハードな対応もソフトな対応も

何もかもが児相対応では疲弊するのみ。・虐待相践のすべてを児童相談所が行なうべきか?緊急保護

は福祉司法警察等の機闘がまとまった物で対応する必要が

あるのではないか。・虐待対応については、より司港‘警察の介入が必要と考えま
す。・虐待対応については、欧米のように専門機関を別につ〈るベ
きだと思う。接判所職員や警察担当職員が先に対応し、児相

は福祉機関として関わった方がよいとそう思う但・虐待対応に関して、児相‘警察、意識の関係を幅広い分野で

整理する必要あり。具体的に言えば、安全確憩のところを警

察にまかせ、福祉的な介入を要するケースについて児童通告

するシステムにする方が、見相に権限を中途に半端与えるよ

り適当と思われる。また、親権の制限については家競が中心

となり民法上の考え方を整理していく必要があ。・虐待対応Iま、介入と支援を分離し、介入は警察等が行う方が‘
支援をしやすいと思います。・強制的な保護が必要な場合、警察など児相とは別の機聞が

行った方がその後の協力を得られやすいと思う。・警察が初期対応を行い、保護子どものケア家族再統合を祖

韻所が行うなど。・警察を通告先機関とし、立入調査を行えるようする。・司法の介入ももっと必要では?・児童虐待の通告先に警察を加える等の児童虐待への対応の

見直しゃ、・児童相談業務の体系を介入する機関(たとえば警察や司法
(家事2))と支援する機関(たとえば児相)Iこ分けることが必

要 q・初期介入は‘現存する組織では『警察』がそれを担うべきであ
る0・親子分離の決定は司法で行ってほしい。児相は撞助のみとし

てほしい。・他機闘が行える体制の方が良いのではないかと感じている。・法的な権限が弱いため、子どもを十分に守れず苦労している@

警察官を同行させたり‘親権を取り上げることがもっと簡単に
できるような法整備をしないと、死亡事例は減らないと思いま

す.諸外国に比べて非常に遅れた分野であり‘そこで仕事を

していることでストレスがたまるのだと思います。

警察関家裁との連携(3)・警察、家裁との目常的な遺憾(意思疎通)の必要性。・また、長期間に渡る支援が必要とされますので庖待の親への
対立的な場合では、警察や市町村の協力がいただけると、そ

の後の親への支揺が行いやす〈なります。・警察や病院等とも人事交流があるとさらに関係機関との連信

が深まるのではないか。

児相へ責任集中 (14)・死亡事例の検討で児相に責任を追及する姿勢が過剰である。
(言うのは簡単である。)・(全国的に)問題が起こると何かにつけ児棺が悪い、児相の

中でも福祉司が悪いということになりがち。これでは児相は内

向きになるだけで不満がつのるのでは?通告が24hで動けな

いし、〔市によって体制にパラつきがある〕。市管理のケースは

児相は知っていでもあくまでも市の管理ケース。なのに「児相

も知っていた。』で責められる。児相の権限強化‘全国共通ダ

イヤルなど、どんどん業績を増やしてくる。・ただ、児相に役割だけを求められても困る。・なんでもかんでも『児相』という考え方が重くっきささる犠な気

がする。・虐待対応などl立、児童相談所に大きな権限は無いが‘世間
からは責任を求められる事。・強制介入から保ゴ者指導まで、全て児相に課せられている今
の日本のシステムそのものを改変する必要があると恩う。・現行迭はあまりにも全ての対応を児相に求めて過ぎていると
強〈感じる。
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- 現在の児童相談所の機能では、多様化複雑化した児童問題

(特に虐待対応)に対応するのは困難である。体制及ぴ法律

の面から担本的に見直さなければ、これからも悲劇は繰り返

され、その度に児童相践所を非難しても問題は解決しないと

痛感している。このことは、冷静に児童相践(所)のシステムを

分析考察すれば、誰もが理解し得ることと思う。現場の職員

は、保護者のみならず、マスコミや同じ目的を持つはずの関
係機聞からさえも非難にさらされながら、それでも懸命に家庭

さえ犠牲にしながら駈けずり固札疲弊し切っている。これで

は明日の児童相訟所を担う人材は育つどころか‘いなくなっ

てしまうのではないだろうか。・児相だけでやりきれる仕事はない。児相に全ての責任を押し

っけないでほしい。・児童虐待の対応について児童相設所に役割が集中しすぎて

いるー・児童虐待対応の期待が児童相談所に集中していることに無
理があると思います。・児童相談所に責任が集中しているのにも関わらず、人も権限

も充分ではないロこんな職場であれば魅力がな〈、人が育って
い〈はずがない。大切な仕事であるので、もっと組織を充実さ

せるべきだと思っている。・他領域の協力が必須の虐待対車なのに、現実には相変わら
ずの丸投げ通告、司迭の逃げ腰により児相への一極集中は

強まるばかり。社会保障審議会の専門委員会は職権保護の

司法関与{事後)や虐待者への宜捧の『治癒命令』に類する

輔度の設計を否定するなど‘まさに現場にとっては盲害あっ
て一利なしの存在に堕ちている。・法制度のワク組みで、児祖に全てを追わせ過ぎ。法28条など
司法の関わりあるが。福祉司が対応している業務は行政の

範囲を超えている。

児相への権限集中さけるべき(7)・児相への権力集中は避けたほうが良い。・マスコミ等では、固も含めて、どんどん踏み込めという雰囲気

だが、避に言えlま、子育てしていれば全ての家庭に児祖が調
査に〈る、夜中でも〈るというコンセンサスが社会的にえられて

いるのか‘疑問を感じる。しかし、それが必要なら警察の対応
が必要と思う。・児相の権限強化のための安易な法改正をやめること、・すべての権限を児掴に集中しないで、捜査などは警察が行う
ようにした方がいいと思う。・死亡事例がでる度に‘より児相を機能強化しようという勤きが
あるが、すでに限界はすぎていると思う。・児童椙践所に責任集中する現状を早急に改善してほしい。

韓判所、保健所、警察、区市町村への機能分化をはかつてほ

しい。・他機関との連援について。児祖に全ての権限を持たせるので

はな〈各機関に権限を分担させ‘有機的に機能するよう法令

整備を図ってほしい。

児相の警察化・裁判所化危棋(4)・警察‘戴判所が担うべき部分まで児相が担ってい〈ようになる
のではという不安がある。・児童相談所の権限が強〈なれば、児童相韻所が「福祉」では

なく‘「警察j化してい〈ように感じる。・司法介入ケースの増加で、児相の立ち位置も司法寄りになっ
ていくことを危慎している。対象者からも児相が恐い存在とし

て見られている感が出る。・児掴に警察的な役蔀が求められているこの頃ですが、本当に

その方向があっているのか疑問です.

業務の責住が重い(3)・又、日頃行なっている業務の責任の重さが、とても思いと感じ

ています。・助言がむずかし〈責任が太きい。・個々のケースに対して適切な判断をすることを求められてい
るが、その責任の重さを感じすぎると、かえって動けな〈なるこ

とがある。
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権限のアンバランス(2)・一時保護の強大な職権と親指導の権限のなさのアンパラン

スを変るべき0・強制介入はすぐ出来るが強制的施設入所は出来ない等矛盾
が多い。

法的整備強化(8)・またケースワークし易いような法整備が必要と感じる白・法的整備強化を求める。・児棺の体制、法精度など、すべてが貧弱であり、また、時代

の流れに追いついていない。掠本的な対策が必襲。・児童福祉士に求められる物は多いが‘法整備が整っていな

い事。・全てを児相で対応していくのは難しいため、現行i去の中で対

応しきれないことが起こっているのであれば‘子どもにとって
よい方向に虫改Zを望みます。・組織体制に関する法整備! ! ・年々児相業務は困難な虐待ケース対応が増加しており、実

際の業務に関係法令等がついていっていない。・分離については強制的に行える法整備を行うとともに

権限強化必要(7)・児棺にもう少し権限を与えてほしい。・権限があいまいである。このため協力してもらえないことがあ

る。・また、ケース対応を行うにあたり、児祖としての権限の強化、・児相の持つ権限、法整備が必要。・児童相政所の権限の限界・虐待ケースにおける児童相践所の権限が弱〈、有効的な介
入ができない場合もある。・権力のなさ。

立ち入り調査権の使いにくされ)・立ち入り悶査権の利用のしずらさ。

訪問への理解の低さ(1) ・児童相説所からの訪問に対する理解の低さ，

研修が少ない・研修体制の整備(22)・児童福祉司の業務や関連する知識等について系統的に学ぶ

こともなく、いきなり現場に放り曲されている。鹿待関係のマ

ヱュアルや研修は充実してきでいるが、その他の相韻に係る
具体的なマニュアルはな〈、研修も少ない。

• CWの専門性向上のために、家裁調査官のように一定期間

専門研修をすべき0・(研修機会がどんどんな〈されている状態)・県外等への研修が肱費の都合上‘困難となっている。・専門性UPするための研修がない。制度的に。やる気のある
人の自費研修に委ねられているのがおかしい。・ほとんど研修もな仁実践しなければならないこと・また、家義調査官のような専門的訓練の場もない。(自分の

力量もないですが、不足するものしかみえません.) ・家裁調査官が実施しているような統一的な福祉司養成シス
テムの確立と聞の関与が必要であると考える。・家庭裁判所悶査官のような、研修機関で一定期間(半年-1

年〈らい}の訓練が必要と思う。・研修の充実・研修制度がない。・研修制度が不十分・研修体制が不十分で、知識経験不足を常に感じる。それを補

うための自己研さん(自費でワークショップや研修会に参加}

にお金と休日の時聞がうばわれる。・個人組織としてのスキルアップを行うためにも、児相としてど

のような機能をもち、役割を果たしてい〈のかについては改め

て検討してい〈必要があると思われます。・児童福祉司として技術的研修が所として計画的に受けられる
システムになっておらず個々人の学ぶ意欲にまかされている

部分が大きい。このため日々の仕事に追われ、スキルアップ

を図れないまま転勤となってしまうワー力ーが多い。
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- 児童福祉司に求められる能力要素資質等をエピデンスベー

スとして整理する必要があり、それによってチェックし、研修や

育成していくことが必要であると忠弘・児童福祉司を養成するために体系だてた研修制度。・充分な研修期聞がないまま‘すぐにケースを持たなければな
らない。・専門性が低いのに研修の機会が少ない。・即戦力の養成機関の設置や新任者の完全実施遂行を義務
づける研修体制の整備が必要だと感じている。・対保護者では、困難を感じる場面が多いが専門的研修の機

会、時間は不足している。常に時間に追われている.・法的根拠について学ぶ機会が少なく、ほlま個人の学習意識

にゆだねられている。親と対立するζとも多いこの業務のより

所となるものだけに、根拠をすぐに示せないのは非常に危う

いと感じている。児童福祉法、虐待防止法を実際の業務に即

して学習できる道具や場が一層増えると嬉しい。

多忙で研修参加できない(16) ・ケース対応に追われ、時間的、精神的ゆとりがない。従って
勉強する余裕もないように思われる。・さらに、専門性を身につける時間もとりにくいこと。・スキルアップをはかるための研修は非常に充実していますが‘
それに参加できるよう仕事の闘整が図れないほどのケース教

であると感じています。・また研修も受ける時聞がなかなかとれなくなっている。・儒助技法のスキルアップをはかりた〈、各種研修会に参加申

し込みをするものの‘結局緊急対応におわれて参加できない

ことが多いーよって、もう少しケース数や担当地区を少な〈し、

スキルアップをはかる時聞を確保できるような体制の整備を
お願いしたいです・業務遂行のために必要な研修を受け仕〈ても‘国々の業務に
追われてそんな余裕もない。児童福祉司を 5年以上やってい

るが‘初めての事態である。・研修に割〈時聞がとれないー(日々の業務の中で学んでいくし
かない部分が大きい)・研修の時聞がとれない。・研修やスーパーバイザーをうけたいが、時間や精神的余裕
が持てない0・研修制度があったとしても時聞がとれない。・研修等、スキルアップの機会はあるものの、業務が積まって
おり参加することができない時がある。本来ならば、最高度の

スキルと知識、日々の努力が必要な職種であるにも関わらず、

1自のほぼ全てが業務で積まっているため、専門性が向上し

ているかが不安。(自分で振り垣りもできていない。)・現状の研修体制では育たない(不参加入・資質向上を図るための十分な研修を受けることが難しい。

(記録や事務処理が多いため}・自身の研修に当てる時聞の不十分さ・専門的スキルの向上のための研修等に著書加する時間がな
い。・又、このような対応困難ケース増加に伴い、自身のスキル向

ょが必要と感じることが多いーただ、そこまでのエネルギーや
時間、金銭面での余裕がないのも事実です。(入手が少ない

現場なので、なかなか遠方長期の研修には行かせてほしいと

言い辛い。)

スキルアップ必要(12)・虜待対応以外にも‘非行相践、問題を抱えている親への具
体的な支綴方法等の研修があれば、今後は参加したいと思

ヲ。・経験も浅〈、周りも忙しく日々の業務に追われる中、自分のス
キルを高める機会が少ないと感じています。・児童相談所の権限が強化されても、その後の効果的な支握

の選択肢が閉ざされていることに、強い憤りを感じる。これで
は、仕事をやってられない。・児童相観所の守備範囲があまりにも広すぎる。(虐待から非

行まで)ので‘自身のスキルの蓄積がなかなかできていない。・常に自己研さんが必要であると日々感じている。・児童福祉司I立、コミュエケーション能力、決断力、判断力が必
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専門的、多角的にケースを分析したり、関係機関と関わったり

するために、児童福祉司lま、学校の先生‘保健師、保育士な
どいろいろ分野の人が採用(出向}されるべきと思う。

報々なキャリアの人にやってもらうのも一考。

日本子ども家庭総合研究所紀要

• 

• 
有資格者の採用必要(2)・有資格者の採用等により質の向上を図るべき。・地区担当はあらゆる主訴のケースを初発から終了まで扱うの

で、続々な専門的知識と豊富な経験が有効です。特に虐待の

事例が増加すると保提師や心理司の資格を有する方が必要

となります。

要であり子どもの発育発達の知謀、精神障害等、障害や疾

患に対する知識が必要であると思うロ

児童相蹴所では閉鎖的で‘社会福祉理論及び僅助技術に関
する学習、スキルアップが図れていない。社会の中で批判さ

れることが多い理由の 1つになっているロ

法制度への十分な理解と説明能力。

対人スキルの護得

法的根拠の理解、法に基づく諸制度の理解を十分にできるよ

うにしたい。なかなか入りこめない‘ケースに対応するための

カを、つけていかなくてはならない。

職員個人のスキルアップに加え、

もっとスキルアップしたい司失敗事例や罰難事例から学ぶよう

な研修にいきたい

• 
••• 

• 
• 

専門職葺成の課題(2)・社会福祉士は、専門職の教育がお〈れていると感じていま

す。
大学の福祉教育の唱と、児相の現場対応の隔たりが大きく、

皆還乱している。
• 

児童福祉施設実務経験者の任用必要(1)・児童福祉実務経験を条件とした、佳用が必要

研修後の児福司採用必要(1)・専門的なスキルを身につける養成の後の児童福祉司着任、
またそのための実用的な研修が長期間必要。ただ人数を増

やすだけでな〈、業務遂行力のある人員を整備することが一

人一人の負担を減らすはず。

• 

先進地視察希望(1)・先進地視察をしてみたい。他の児童相韻所で‘施錠を壊した

事例、対応困難ケース、及び死亡事例等を各児童相践所で

検証するため‘情報を共有したいロまた、 00県は情報統合

システムをもっているため‘児童福祉司のためにも、ケースの

類型化を行い‘初めてのケースでもどのような見通しを立てる

のかの参考と出来ればよいと思う。

自身の力不足(4)・自分自身の技術がない。・自分のスキルアップもどうしてい〈か課題である。・専門的な知識と緩助技術に対して理解や実践能力を+分に
持たずして、対応をせまられることが多〈、負担感もつよい。

最近赴佳したばかりで宋だわからないことがたくさんありま

す。

児童福祉司資格の高度化(1)・高齢者福祉分野におけるケアマネーヲャーや地場包括支援
センター職員のように、児相職員の資格要件を寓度化し、研

修体系を整備すべきである。

行政職と専門職の葛藤(11) ・児童福祉司を特に希望していない行政職と共に仕事をするこ

とに限界を感じている。

福祉職として‘専門職採用をしていないため、専門知畿のな

い行政職の職員が苦慮している樟子が伺える。

一般行政職ではなく、児童福祉問保用を増やすべき。

一般行政職で探用になっている者については判断しづらい。

資格取得者による専門的な関わりを持つようにして行〈方が

よいと思う。
権限強化が早急に図られたため、外部からは、より高い専門

性が求められることとなったが、研修の機会も少なく資質が伴

っているとは言えない状混であると感じる。
私Iま福祉職なので児相には今後も行きたいと恩っているが、

行政職がいきなり毘置されてもとまどう人はとまどう。大変だ

ろうなと思う。

児童福祉司の専門性が問われる中‘自分のような行政職が、

その職務を遂行することに限界を感じる。

児童福祉司は、福祉採用者がやるべきと感じる巴

専門性を求められるが‘専門的パックボーンを有しない(専門

的教育を受けていない)と考えている児童福祉司が多い。必

ずしも専門的教育を受けることが、専門性の担保とは考えら

れず、経験の方が重要だと思うが、専門教育を受けていない

ことで自信がもてないでいる者が多い。

専門性を有するはずの業ムが‘一般的な行政職によって任

われていることに疑問を感じる。業務に必要な知識や技能を

身につけるための機会が+分に保証されないまま、他の事

務と同棟に業務の評価を行われることについて問題であると

思う。
同じ業務をしているが、専門職とそうでない者(自分を含め

て)の差別意識を感じるζとがある。専門職同士の場合、援

助会議においても互いに遠慮があるのか、長い付き合いの

中でのなれ合い的な結論(この人に任せておけば大丈夫)が

多い。反面非専門職に対しては、専門職からの非難が大きい。

結局やる気がある人も『好きでやっているわけではない』とな

る。長く児棺にいる者としては、専門職同士のなれ合い的結

論の方に怖さを感じることがある。

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

児童福祉司の専門性の向上(19) ・児童福祉司の専門性を向上してほしい(2)・能力ある児童福祉司の数が足りない。経験を積み専門性の
高いcwが宵たない。ー異動で他部署からいきなり転入、あ

るいはやっと育っても転出するー

業種全体(共通であるべき部分]の専門性の不十分さ

研修等による貨を確保する体制が必要と感じる。

残るのは資質の向よの課題
資質や対応能力の向上。

児相職員の専門性の向上。

児童福祉冒としての専門性を高めていくための訓練、時閣が

必要だと思います。
児童福祉司の資格が低〈、業務につ〈にあたっての研修期間

訓練期間がないζとは問題がある。家庭裁判所間査官のよう

な研修訓練期聞がなければ、専門的支援は困難である。

児童福祉司の資格の統一を図って欲しい。専門性を持って児

童福祉司が対応しなければ‘子どもの権利は守れない。

児童福祉司の養成期間及びその質の乏しさ。

せめて家裁の調査官並みの期間と貨を!

職員の専門性を確保すること。

専門制を深めること。

専門性の向上
専門性の高い対応を求められることが多〈、苦慮することが

多い。
専門性もへったくれもな〈、自転車操業している現状。

専門性を高める事も大切だし、
専門性を必要とされる、最優先の分野だと思う。しかし市職や、

他の専門職でない職員の配置『まにあわせ』により、全体の

専門性の向上がむずかしい。

•••••• 

• 

• •••••• 

••• 

• 
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単純な人員増加では解決できない臼)

• cwの人数が増えれば今より楽になるかというと、そうは思わ

ない。

よ担が改善されなければ福祉司の数が増えても意聴がない

人数を増しても解決しない但新しく児童相畝所勤務になる職

員の地区が手薄になり問題が続出し、その対処に入手が取

られてしまう。

• 
• 

児童福祉司への幅広い揮用(2)
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がある。

とにかく忙し過ぎること。

とに角忙しい。

皆で励ましあっていますが、消耗しきっています。
経験が積み重ねられるのでなく、疲労が蓄積される職場だと

感じている。

結果や成果が見えず‘常に無力惑を感じながら、日々の仕事
に追われており、職員が精神的に疲弊しきっている。

仕事が忙し<、余裕がない。

多忙ー
当センターの管轄人口 45万人で福祉司 B名であるが、虐待

通報、ぐ犯、触i去の祖韻等が多〈、福祉司は多忙である。そ

れぞれの福祉司は‘非常に頑彊っているものの、疲弊状態に

ある。こうした状況は全国的と思われるため、是非、貴殿の方

からも、固に対して福祉司の増員の働きかけをお願いした

疲労と記録だけが蓄積されている状態なので、

忙しすぎますー
忙しすぎる

毎日がとても忙し〈業務が多忙

•••• 

• ••• 

•••• 

児童福祉司の専門職化 (7)・独身 30代前半までは家庭への指導力はない。ムダな労力や
家庭へデメリットにしかならない。大前提としてケースワークを

希望する人材を集めないと‘研修しても無意味。

児相専門職採用とするべき。一般行政職ではスキルの畜積
が不十分になる。児相専任での民聞からの登用も積極的に
図った方がいい。

児童福祉司といえども、福祉の専門職は少な〈、貨の高いケ

ースワークを行うならば、福祉の専門職毘置の義務化が不可
欠と考える。

専門職採用がなされていない。21年度初めて、2名福祉職採
用されたがいまだ土木や県税などから事務職が児相に異動

している。

専門職採用にすべきだと思います。

福祉専門職の採用を増やすなど若いうちからの人材育成を
すべきだと思うし児相の機能強化にもつながると考える。

本県では、福祉専門職が年 1-2名採用があるが‘公務員試

験に合格してくるだけあって‘頭脳はいいが、保護者と向き合

うときに、物足りなさを感じる。精神的にタフな職員が必要で
ある。

• 

• 

• 
-• 

• 

精神的負担(17)・一人の福祉司が抱える精神的な負担感が多い。・業務の負担ストレスはかなり多いと思われるロ・業務量の多さによる負担に加え福祉司の人数が増加して‘

業務量が誠少したとしても、精神的負担が軽誠されなければ、
福祉司の業務全体の負担は改善されないと感じる。

高い専門性が求められるため、精神的負担が大きい。

仕事にやりがいは感じているものの、構神及び身体的ストレ

スを強〈感じる。(著書考)H22.3月-7月の問残業時間は10
0時間は越えていた。

精神的、時間的負担。

精神的なストレスが激しすぎる。
精神的な負担が大きい。

精神的な負担が大きい業務と思います。

精神的にタフでないと続けられない仕事だと恩います，

精神的にも負担増。

精神的苦痛を強いられることが多仁

精神的負担が大きい。
精神的負担が大きいζと

精神的負担多〈

大変だ 1

問題が次々と発生し、解決が困難な状況が多〈、精神的な負

担感が多い。

一般職採用による謀題(7)・現状‘現実に資格がなくとも、児童福祉司をしている者の方
が多いのだから、その人たちの知識‘モチベーションを高める
施策の方が現実的ではと考える。

一般行政職として採用されており、現在の児童相融研の業務

に対応することが、質的にも量的にも難しいと最近特に感じて
いる。

一般事務で、異動される方は、特に児祖の独特な経験による

判断がわかりに<<ケースバイケースすぎて、悩まれているよ
うです。

業務内容からみると、一般行政職採用の職員がいきなり児祖

でケースワークをするということには大きな疑問を感じます。

仕事の質量ともに多〈、専門性が高いためむずかしい。

行政職採用がいきなり専門業務につかねばならないこと〔研
修はあるが、いきなり担当地区を任される)

本県においては、一般行政職を児童福祉司の職につけてお

り、要求される資質、能力に欠けていると言わざる得ない状

況である。また‘これを補完する方法{精神科医、カウンセラ
ーの咽託職員の毘置も不十分である}も取られていない。

-• 
• 

• ••••••••••• 

メンタルケア必要(15)・多少国難なケースでも関係機聞や保護所、施設が協力的で

あれば‘職員のメンタルヘルスは向ょすると感じる。

その中でも全てに力を注ごうと頑強っているため、体をこわし

たり‘残業が多〈なってしまっていることになっていると思いま
す。

1¥ーンアウトしない様、心身の自己管理やバランス(公私と

も)が重要、と考えていますが‘必要に迫られる業務の中、
常々、それが課題です。

また、自身への心身の健蔵を保持することが、難しいと感じ
る。

メンタルヘルスのケアやス-/~-I\イズの体制がしっかりして
いる事が大切だと思います。ケース対応が大変でも、そこが

あれば負担感はだいぶ違うと思います。

メンタル面、体調面‘ともにキツい職場なので、休暇がとれる

ような人員配置など必要かと思います。

権限強化とは言われるが、児童福祉司に対するメンタル面等

の支慢もあわせて必要と考える。

児福司のための、メン1!JL..ケアなどが必要。

職員のメンタルヘルスが補償されない。

心理的負担が大きいが職員のケアは人間同士の気づかい以
外まった〈ない。

人員不足は常に感じている所だが‘業務内容の負担が大き〈、
心身の不闘をきたす職員や、辞職してしまう者も多仁職員に

• 

••• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
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• 

自身の専門性がないための苦労(3)・自身の経験があまりに少な仁スキルも乏しいために、仕事が
まわらない。自分のレベルに合ったケース数でないと感じるこ
とが多い。

深刻な家族の問題に関わり、専門的な立場でそれを解決す

る役割をもっ児童福祉司のはずなのに‘実障は私のように何
の専門知識も持たない人が、個人の努力によって日々の業
務に対応している。

専門職採用でないため、知見の集積ができないことによるケ
ースワーク等が不十分

••• 

ソーシヤルワークのペースがない課題(2)・ソーシャルワークの基礎理論、実習を学ぶことな〈、経験だけ

で仕事をしている方が多く、そのこと自体が仕事を大変にして

いるように思います。また、ソーシヤルワークの基礎原理を学

ばないのに‘虐待介入性虐など‘ご〈ご〈専門的な研修ばかり
先行して受けさせられる状況も、職員の技術向上や、援助対

象者の福祉の向よを難し〈させています。

ソーシャルワークがよ〈わかっておらず、ケースを見て、何を
すべきかわからないことがある。

• 

• 
• 
• 
• 

多忙痕弊(1B) ・業務多忙(2)・その結果‘児童福祉司の疲へいだけでなく、定着しないことに
もつながる.

CWが疲弊して、 ζの業務を長〈続けられない。
いつも疲れている。

その日その日の対応におわれ、精神的身体的に痘れること

• 

• 
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対するケアの体制も今後検討していく必要があるのではない

かと思うところです。・人間愛とユーモアの精神ロ・多忙であるし、ストレス高いし、高い能力、専門性が求められ
るので精神衛生上、非常に良〈ない。ケースワーカーが病気

になってしまう、病気になって、病欠になると他の職員の負担

を増え、他の職員も病気になってしまう。こんな‘負の連鎖を

どう止めるかが課題。・体力と、適切に緊張をゆるめられる自己コントロール。・担当福祉司の心理面のフォローは全〈顧みられていないため、

一面、職場の犠な職場である.倒れた者は後方に回り、また

新しい児童福祉司が前線に出る、といった状態である。

ストレスからの心身症状(11)・児相にかかって〈る電話の音に恐怖(取りた〈ない)を感じるζ

とがある0・業務の中で達成感がないわけではないが、それを大幅に上

回り埋めつくすほどの不全感、焦燥感、無力感などネガティブ

な感情が蓄積されており、いつ精神的不聞を起こしても、不思
議ではない状態。・虐待ケース等の夢を見ることがある。(疲れに繁つってしまう)・毎日緊張して職務にあたっている。気になるケースを抱えると、

自宅に戻っても頭からケースが離れない。いつもいつも不安

を感じ落ちつかない自分がいる恒幸〈て!辛〈て!. ・ストレス身体的肉体的負担が大きすぎる。・電話や面接時の一言一言に責任を感じます。不安感が強ま
り、漂まり、神経の休まらないこともしばしばありますロ意識し
すぎであると自覚しても、なかなか気分安定につながらないも

のです。この部分の後押しや支えを必要です。・常に危険にさらされ、休日においても完全に気の休まる時は
少な〈、常に不安や恐怖から遮れることが出来ず、続けてい〈

ことは自身の心身の健康を害すると日々感じています。若さ

とエネルギーで懸命にやっていても今の体制のままではパー

ンアウトし、ずっとやれる仕事であるとは思えません。・日常的に蓄積されるストレスが十分に発散できないまま、次

遇をむかえることがある。・支慢する側である児童福祉司が心身共に疲れきっている。職
場肉に擦休をとっている職員がいる。それ程きつい。・職員の健康、安心、安全が確保されず、累積感が強い。・困難ケースを抱えていると、家に帰ってもケースのことを考え

てしまいますロかと言って‘長期休暇は地区担当だと取りづら
い現状です。

不安・焦り・申し訳ない(8)・ケースや関係機聞から、時間外の対応を求められることも多

いが、自分自身が子育て中であり、時間外の求めに応じられ

ないことが多〈、充分に責任を果たせていないと感じることが

多い。・すべてを細か〈、ていねいにケースワークできないこと、それ

でもとても忙しいことにストレスを感じる。・ただ、自の前の問題を瞬時に片づける(解決ではない)だけで、
とりあえず終わっている織で、不安と焦りがある。子ども違に

申し訳ない気持ちである。・仕事をしていく中で、一つ一つのケースを機械的にこなしてい

る自分を感じ、本当に自分が‘役にたっているのか、仕事をこ

なせているのかが、不安になることがあります。・十分な支援ができず、担践者に申し訳ないです。・十分な支掻ができているのか不安に思うことが多い0・相談への必要な対応をしているか不安になる。・度重なる通告、虐待対応に追われ、本来の支援ができていな
いことが福祉司の不全感につながっていると感じているa

虐待対応の精神的負担(7)・私は相談担当に近いので、虐待対応中心になっている社会‘
職場の中でのアイデンティティの確立やりがいの発見に困難

を感じる時がある。・毎回、毎回、虐待相韻ばかり自にしていると、危機感がマヒし

てしまう。いろいろな犯罪が毎日起こっている中で、けいさつ

だって消防だって完全に防ぐことはできていない。なのになぜ
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児童虐待に目〈じらをたてるのか、どんな施策や人員を増や

しても減少することはないでしょうー児童を育む大切さはわか
るが、やってもやっても疲へいすると、どうにでもなれ!という

気持ちになってしまう。そんな気持ちを抱〈自分にイヤ気を感

じますが。・虐待対応について、 48時間ルールとか、強制的介入など本
来のケースワークとは異なる対応を強いられ、若い福祉司は、

疲弊している。・虐待遇告など突発的なことが目常的に起こるので精神的負
担が大き〈、疲労感が残ることが多い。・特に虐待対応のケースワーカーは‘精神的身体的負担が大
きい0・緊急な虐待対応に精神的な負担が大きいe・虐待ケースについては、場合によっては児童の生命に関わる

こともあり、緊張を強いられる

あきらめ・もどかしき(4)・着任当時は全カ投Eまだったが、今はやれることだけとあきら
め感が自身の中にあることが現状です。・支接が本当に必要な家族に充分にかかわれないもどかしさを

いつも感じています。・ケースワークも一日中、外に出ることが多〈、対応に苦慮して

いる。今後、改善してほしいことは、たくさんあるが、現状を乗

り切るしかないという思いでいっぱい。・必要な人に必要な支慢がとどかないもどかしさ。

やりがいがもてない(2)・やりがいをもてない。・やりがいより虚しさを感じる

パーンアウトする同僚(2)・パーンアウトする人もみていて、不安になる。職員を守る体制
も必要。・年々、もういいと疲れてやめてい〈人がいて、本当にむなし
L、。

退職したい(2)・もう辞めたい。・とにかくつかれるので‘すぐにやめたいと思う。

充分な休眠必要(1)・メンタル面で負担を感じている時に‘十分に休暇がほしい。

やりがい感じる(1)・しかし、この職の責任の大きさは日々痛感し‘やりがいも感じ

ている。

ワークライフバランスが困難(21)・業務量が多〈‘また常に緊急のため、プライベートな予定が立
てられない現状がある。・そのあたりのジレンマが大きい。また家庭(特に子供が小さい
と)との両立lま非常に厳しいと感じる。・プライベートとの而立が困難。・また女性福祉司として‘結婚、子育てという場に直面した時ま
すます続けてやれる寵境ではないと感じています。・もう少し人として余裕のある生活がしたいと思うが、難しい。・ワークライフバランスや超過勤務を減らすように市全体では

話があるが、実際には難しい。土自のイベントへの出勤もあり、

自分の時間があまり獲得できないと感じている。・ワークライフバランスをとることが難しく、結婚、出産は難しい

業務であるように感じるu・家Iまネグレクト状態。・家庭(子育て)との両立の困難性。・業務が多忙で、睡眠が十分できない。平目iま、軍事もままな

らない。プライベートの時間もとれない。・業務遂行上、ケースの家庭と対立することもあり、生活に支
障をきたす(自分の子どもにも)こともある。・緊急対応が多いので私生活(家庭生活)との両立に困難さが
ある。仕事に熱意を持てても家族の支極や理解を得に〈い。
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日常業務量が多〈記録が追いっかない状態。

疲労と記録だけが蓄積されている状態なので、

毎日の対応ケース数が多いため‘記録を執筆する時聞の方
がとれない。

••• 

記揖等事務作業の多さ負担(11)・ケースに密に関われば関わるほど、ケース記録の執筆に追

われる形になることが多い。

福祉制度の知識など要求される知識も多〈、事務的作業も多

法的対応も増えそのための協議、事務処理も非常に時聞が

とられています。専門家の田置{常勤)も必要かと思われま

す。

ケースワークをより積極的に進めると、その一方で記録が増

える。しかたないこととはいえ‘厳しさを感じる。
ケースワーク以外のデスクワーク、その他が多過ぎると思う。

ケース記録や各種書類、様式が多過ぎる。ケース教は大した

ことないが、それが原因で業務がまわらないロ毎日残業しても

終わらない、たまってい〈一方である。

餌録を書く時聞がとれず、残業してもおいっかない。結果休

日のサービス残業をすることになってしまう。

事務処理にかかる時聞が過多。

特に業務の精還を早急にすすめないと、児相機能がオーバ

ーフローする。
付随する事務が複雑(容易ではない)で多すぎる。

面接訪問等の後、記録入力Iま時間外になることが当りまえ。
28条申立て等が入る場合、資料作成に更に時間がかかる。

事務処理の時聞が多〈ケース対応できない (9)・ケースワーク以外の雑務が多い。・処遇にまつわる事務処理(ケース記録‘通知等)に時聞がとら
れ、入所中の担当児童への面会になかなか行けないため、

実際の把握が遅れる。

ケースワーク業務に専念したいが、事務仕事(負担金、自立
支援iι 身体検査等の支払い等々)に時間を取られることが

多いためケースワークが中途半端になっていること。

ケースワーク本体が事務処理に追われて制約されること。

事務作業が多〈、円滑な支援に支障がでている。

事務処理に追われ、+分な相餓業務になっていないと思う。

事務処理の多さ。

提出書類等も多〈、ケースワーク以外に事務処理に時間をさ

〈ことも多い。

日々の記録、電話対応‘事務処理にも追われているため‘
個々のケースに綿密にかかわり、僅助することができていな

いように思う@

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

-• 

現在は育休後、勤務時間の短縮や担当ケース数の田慮など

してもらっているためなんとか務まっているが‘通常の勤務に
戻ると、担当ケース数の増加、それに伴う勤務時聞の増加が

予測され、育児との両立は難しい仕事だと感じる。

個人的には‘家庭を持つー人の母として、残業の常態化‘土

自の宿日直、緊急対応により、自分のこどもがネグレクトであ

ると感じることもあります。この仕事I立大切な仕事であり‘やり

がいがあると感じますが、責任のある仕事だけに、家庭と仕

事の両立には大変悩んでいることも知って欲しいです。

仕事に大変やりがいがあるものの‘家庭との両立が難しい。

特に‘小さい子どもを持っていると、仕事も家庭も中途半端に

しかできない自分がはがゆ〈、自分などがこの仕事をしていて

よいのか、ケースに迷惑をかけていないかと悩むことや、自分

の子どもをネグレク卜していないか不安になったりすることが

ある。

子育てをしながら業務遂行することのむずかしさがある(拘束

時間やケース数の多さ)が本来子育て経験のある者がたずさ

われた方がよい面も多い業務だと思いますロ

子育て中であるが‘ CWとして地棋を担当しきる自信なく、里

担をしています。(以前虐待担当したが、予がねてからしか帰

宅できない毎日で、家族がギ7アップ)。子どもを育てる経験

が‘ CWとして確実に糧となり、ケースの親の気持ちにより、よ

りそえる手応えを感じているのに、それを発揮できないのが勿

体ないと思う。仕事の継続すらあやしい。

私生活を大き〈犠牲にしつつやり〈りしている。

自身の育児との両立

自身の家庭や子育てを犠牲にしてまで仕事にうちこむことに

対し他業界との格差を感じ、続けていくことに自身を失う。業

務の遂行にかける時間だけではなく、スキルアップにかける

時間も業務肉で保障してもらわないと、仕事と家庭の両立は
到底今の職場では難し〈、特に女性が多い中で、拒否感を感

じることにつながってし1まい、いい支援ができない。

忙しく、仕事がたて己むとプライベートにかなり影響がある。

• 

• 

• 

••• 

• 

• 

• ••••• 

• 

ケース記録の整備必要件)・ケース毘録の整備・また、児童記録の作成を円滑にするためのPCシステムの整

備が必要だと思います。

もっとシンプルにすべきである。

記録作成の簡素化が必要

費用徴収(3)・強制力を持ち、一時保護後、施設入所となる場合の費用徴

収は免除でよいのではないか.
56条の措置費負担を全国でどのように対応しているのか知り

たい。事務量が増え、また徴収できない場合、庶務から叱ら

れる。

税務所の笹明も職権でとれるようにしてほしい。負担金徴収

支渉が個人の対応にたよりすぎている。

• • 

• 

• 

事務担当者必要(3)・負担金認定事務等の専門業務を行う職員の配置があると、

よりスムーズな支援が可能に思います。
事務処理業務の多さに驚きました。 56条や受給者証などは

事務専門の方にやってもらえばだいぶ負担も滅ると思うので、

本来の cw業務に重点をおけるようにしてほしいです。

負担金包定等の完全事務手続きは特定の担当者によってさ

• 

• 
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• 
記韓書類作成の時聞がとれない(23)・ケースが多仁処理しなければならないケース記録等、毎回が

追われている。それが主要ストレス。

ケース記録の速やかな作成を図ること。

ケース記録やケースを読む時聞がサービス残業となっている。

(人員が不足している)

ケース数が多〈、記録を書〈時聞が足りない白

ソーシャルワーク優先で記録は後回し。散に‘記録がたまって

るロ{口答報告で処理しています)どうしよう。後任者に引き継

げない。

また、時間としては、記録に時間をとられるため、記録まで手
が団らず、処理が追いついていない。

記録がなかなか追いつかない状現ですー

記録が数十ケース分たまっていて常にプレッシャーになって
いる。

記録にさ〈時聞が多い。

記録の碍聞がとれない.

記録をまとめる時聞がない。

記録を書〈時聞がない程、忙しいです.

aa操入力が追いつかないー時間外で行うことになる。

持っているケースが多〈、記録する時間もない。

時間の制限、事務をする時聞がないことです。

書類や記録等の事務処理については、やる時聞が確保でき

ず、のびのびになっている。

対応ケースが激増しており‘事務量も増えているが人員が増
えないため、記録が不充分になってしまう。

直接的なケース対応に追われ、記録をする時聞がない。

直接的なソーシャルワークを行うことに時間をとられ‘ケース
記録の執筆や事務作業(28条の資料請求など)を行う時聞が

十分に取れない。事務補助の人がいて〈れたら、大変助かる

と思います。

日常業務が家庭訪問、面接‘関係機関との連絡調整に追わ

札る中で児童記録の記入が滞り、毎回残業をしている現状が

ある。(残業月 40h近<)0記録記入のために休日出勤をする
ことも多〈、週末土日の月自白聞のうち3.4日間ほどは出勤し

ている。

-• 
• 
• 

• 
• 
• •••••••• 

• 
• 
• 

• 
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れるべきだ。

調査への意見(25)・アンケートに答える時闘がもったいない・アンケートの中で、児童相践所の形態が遣っているためか、

質問が解りr::<い点がありました。・忙しい中、時折こうしたアンケートがいろいろな機聞からくるが、

この結果を一体どのような形で活かしてもらえるのか。このア

ンケートによってその結果から何をしようとしているのか、それ

を最初に明らかにしてもらえないと答える気になれない。子ど

も総研は現場の声を、あるべき姿を世に伝えてもらいたいロ・多すぎるアンケート調査
• NAパートが多くありますが、目常が多忙でかっしめつけもあ

る中、アンケート回答に労カをさかないために工夫しました0・アンケート調査は、時間もとられ大変です。・アンケート闘査等含め、事務的な作業が多く、ケースワークの

時間を削られるq・こういった聞査すら役に立っているかどうか分からず、疑問で

ある0・こうした調査でもだからこそストレスやパーンアウトに近い職

員の実態Iま本当はわからないと思います。・こうした調査研究は頬繁に実施されますが‘実際の業務改善

に反映しているのでしょうか?調査された結果を検討し‘それ

が改善につながる方法を考えて下さい。児童福祉司は苦悩し

ている現状改善に役立てて下さい。・このアンケートが今後の運営等に宜に反映されること切に願

います!・このアンケートに答えることも負担。・アンケート結果を待遇改善、制度改善にぜひ生かしてほし

・このアンケートに答えるのも結構なストレスを感じました。・このアンケートの仕事だけでも本当は回答したくもないと感じ

ている.・このアンケートを記入している聞にも、家庭訪問、 1件でも行

きたい心境です回・このアンケートを作成するために、かなりの時閣を費やしまし

た。ぜひ‘児相の組織体制、業務内容等の改善のために役

立てていただき‘児童相韻所職員が意欲や誇りをもって仕事

ができるようにしていただきたいと願います。・このようなアンケートも同様なものが多仁非常に負担を感じ

る，アンケートに回答しでもフィードパックな〈、改善された実

績もないようでは負担感が増すばかりである。・このようなアンケート等の事務処理と‘家庭訪問や面接等の

すり合わせ。・こんなことを何度毘入しても何も変わらない。・せっかくの悶査であれあば、現場の人が答えやすいアンケー

トで実態把握してほしい・協力したい気持ちはあるが‘このアンケートの目的も謹然とし
ており、量が多すぎるように思う。もう少し、答える側のことを

配慮した内容、量にしてほしい。・質問が多すぎでしたね。つかれました.・悶査に対する意見様『担当ケース』を定義してもらえないと、

回答のしようがありませんロ・毎日多忙なのにこんな細かいアンケートをすることが信じられ

ません。このアンケートをどう生かしているのか?具体的数値

を示して欲しい。児相の忙しさを分かったうえでのアンケート

でしょうか?回答しているうちに余計いらだってきてしまいまし

た!

社会福祉行政報告倒の負担(1)・社会福祉行政報告例が細かすぎる。統計が負担a

緊急性悟いケースの負担(1)・緊急性(命の心配のいらないケース)の低いケースにともすれ

ぱ時間と労力を取られているζとが多〈、ジレンマを感じる固

虐待以外のケースの負担(1)・宋受理ケース、情報提供だけを受けているケース‘関係機関

からのアドバイスだけを求められたことのあるケース等、受付
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相談員の段階で留めている事例について、ケースに動きが生

じた際の対応がむずかしし、(虐待事例以外]

移動にかかる時聞の多さ(2)・保護所や家庭訪問など移動に時聞がさかれる。

• OO(地域)の特殊性もあり、遺距離の車移動など数字に示

せないことが‘普段の仕事での疲労惑をつよめているような

気がします。

子どもの長距離移送の課題(1)・子供を車で移送することが常態であるが、片道3-4時間も

かかることもあるし、脱走のおそれもある中で、事故も心配。

担当ストレスを感じている。

市町村の体制整備必要(30)・虐待を取り扱う行政機関の態勢の問題(児相市町村両方取

り扱っている問題、プライパシーに踏み込んだり指導する障

の関与の司法的手続きの問題‘前記を解決するための人員
毘置、財政支出の問題〕。・虐待通報でも泣いている等の普通の場合も児相。もっと市町

村(特に大きな市の動きが人口に対して‘職員数が少ない)

が動いて欲しい。・子家センと児相地域などで、ケースの見立てが異なり、家庭

に対する応対だけでなく、関係者対応にも疲弊する現状があ

る。各関係キカンにもっとリアリティーあるケースワークの実情

を学んでもらう機会があればと思うロ・市から派遣されているが、他の方と同じケースワークをしてい

る。市町村にも通告が増え、児相とのギャップがあるe・市が主体的に動かず、手がかかる。・市の相肢体制が全〈変わらないため‘児童福祉司の負担が
一向に溺らない。虐待通告も市よりも当所の方が圧倒的に多

〈児相に入った通告を市のみで対応するという考えがないた

め、児相が必ず対応しなければならない状況である。・市の相敵体制を強化充実させてい〈ための具体的な取り組み

が必要である0・市町との連携が大切という事は常に感じている。児相が一方

的に指導しようとするのは逆効果を生み、市町の特性を生か

す支揖が必要である・市町の相自実体制に対する支撮を行いたいがその物寝的な時

聞がない。・市町の掴践力をUPする必要がある・市町のカがまだまだ不十分なため、児童相践所で対応せざ

るを得ないケースがたくさんあります。在宅支援、施設支櫨、

里親支援等、児童相韻所が果たすベき役割な虐待対応以外

の部分でも山積しています。児相の体制を強化する必要を感

じます。・市町村、学校など、地域の充実。・市町村が児童福祉の役割を担っていないことが多い。・市町村サイドの認識が各市町村によってバラツキ有。本来で

あれば児童福祉を統括する本課指導が必要と思われるが、

各分野において特定の交付金補助金等の対応がないことか

ら飽識の少ない市町村の体制は変化が見られず。・市町村によって‘さらには担当者によって対応が悪いところが

あり、その方々への意識や危機感を持ってもらうことは大変。・市町村によって、児童相談業務への取組状況に差を感じる0・市町村の椙韻体制の整備はとても重要だと思っている。虐待

予防という観点からも育児不安の生じた時点でケースが地域

機関で支えていくことが必要だと感じている。・市町村の体制が整えられるよう国庫補助の充実、法整備して

ほしい。・市町村の体制にばらつきがあり、体制が遅れている市町村を

担当した者の負担は増大する。市町村の役割分担の明確化

が図れれば、児童相積所の指導もしやすいと思われるロ・市町村の体制強化(質量の充実)が不可欠!・市町村の対応能力強化・市町村の予防体制強化にもしっかり予算をつけるべきだと思

つ。・市町村へもう少し仕事を捜せればと思います。・市町村や関係機関の連践といっても、児祖の対応を迫られる
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場面が多々あり、孤立感、負担感が大きい。今後、市町村の

相談体制の拡充をお願いしたい。・市町村職員のレベルアップ・市町村担当課の体制強化、意識改革‘相蹟体制の充実など・支援体制が充分にとれていない町村が多い。・児相が困難ケースに対応する分、市区町村の力量を寓め、
軽度の虐待非行相談等受けられるようすべき。・地区地域の専門性の強化・要対協ができたことでかなり市町の児相業務に対する理解は
環まっている。だが、市町間の温度差は激しく、協議会が充

分に機能しないため、ケース対応が児相に丸段げとなってい

る事例も散見される。

市町村との世割分担必要(7)・市町村等関係機関との連揖と役割分担は非常に重要であ

る0・本所については‘虐待対応の専佳福祉司とそれ以外とで、大

まかに分かれている。虐待対応福祉司ではない分、その相談

内容については対象者により身近な地場〔市町村レベル)が

行う方が効果的であると感じる事が多い。緊急‘強制高度な
対応は児相、それ以外は、子育て支援として、身近な行政サ

ービスとみなし、地域活力の向よなども含め、総合的、横断

的な福祉の視点を持つべきと思う。・家庭児童相践室との役割区分が明確でない。特に、新規泣

き声通告の初期対応などは家児相での対応で良いと感じる.・市町村との業務の分担などが不明確である事。・市町村との役割分担の不十分さ・市町村と児相の役割について、市町村の対応能力にパラツ
キがあるため、それを見極める必要があり、むずかしい，・市町や関係機関との連憶を密にして、きめ細かい対応ができ

るようにすることが今後の課題であると感じている。そのため

にも、要保護児童対策地様協議会において‘見守り体制の整
備、役割分担を明確にする必要があると考える。

周囲からの強権的対応の期待(6)・関係機関‘市民より、家庭への強力介入や職権保ゴなど求
められることが多いが、実際にそれをする程までのケースで

はない(介入はするが)こともある。その場合、児相、担当ひ

はんになる為、児相のケースワークへの理解、協力が得られ
にくい。・関係機聞からももっと専門機関として指導して欲しい‘施設入
所させて欲しいと訴える市町や学校ι保護者との聞で責め

れることが多仁かと言って困難でなケース程、周りからの理

解や協力が得られずつらい気持ちになります。・児相ができる事、できない事について、住民だけでな〈、学校、
警察も知識が少ない，・児相への期待が高いので、助言や介入など求められることは

多いが、限界については理解してもらいにくい。・児童相談所への期待がふくらむ一方で、周囲は、児童相韻

所の一時保護を求める訴えが強い。安易に一時保護はでき

ないので、その理解が得られず‘児童相積所へのパッシング
につながる。・相韻所の権限弱いわりに、求められるものは、高いので、無

力感を感じることが多い。

求められる世割の増加(5)・これまで‘面接技法、カウンセリング‘心理擦法等、対応能力
向上の研修や実習は数多〈、受けてきましたが、今の児童相

韻所で仕事をするよで、それに加えて法的対応の学習と初期

調査や‘職権保護時に生ずる修羅場への対応能力向上も重

要と考えます。私はその対策として、ボクシングジムや空手道

場に通っています.・どんどん要求水準が高〈、仕事の精度も高いものが求められ
る。2年更新の28条ケースについても、親指導の内容が関わ

れる。叩かない指導だけではな〈、それについての個別指導

の経過が求められ、入所してもそれで一息つ〈こともできな

・児相は、オールマイティーな相韻体制を求められる一方、触
法少年の家戴送致への対応、虐待ケースへの対応[立入間
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査、臨験、 28条申立など)などで、より専門的知識、枝術を要

する体制も求められている。・児童虐待件数増加に伴い、児童福祉司一人ひとりの担当ケ
ースの増加や求められる専門性の高まり。・社会の行政の役割として求められていることが広範囲になっ

ているaそして負担も重くなっている。

学校・教育委員会との世割分担必要(2)・児相の受付ける相談内容が多岐に渡りすぎていて対応でき
ない。非行、不登校は学校、教育委員会で対応してほしい。

虐待だけで精一杯。・教員として毘置され教育機関との連慌が必になってきている

と感じている。

他櫨聞からの期待負担(2)・児相は専門機関といわれるのが負担。即解決して〈れると恩
われる。新採用職員でも校長から専門とか言われ、苦しいで

す。何か免許もってるわけでもないのに。出来ないと言つては
いけないのプレッシャーをかんじます。・児童福祉司はあくまで、福祉の視点から、支憧指導をおこな
うのでしょうが、世間では警察などと同等な期待をされている
面もあり、世間の期待と実際の支揺の聞でジレンマがおきて

いると思います。

関係機関との連携調整困難(22)・関係機関の連ケイ強化。・児栢と関係機関で方針が一致しないことがあるロ関保機関の
理解を得るため研修が必要と思う。・他機関の児相に対する理解が充分でないことが多く、連騰に

苦労する0・関係機関の包融{虐待〕が欠落している恒通告するけど、当方

がしたことは、言わないで下さい。児相=虐待=保護のイメー

ジが強〈支掻相談の話が伝わりにくい旬虐待は‘ 00センター
という名称にかえたがいい。・一時保iIや対応困難な保護者や理解のなかなか得られない

学校等位機関とのやりとりで疲れ果ててしまうのが、正直つら

〈なるー・関係機関(市町村地域学校)の理解や知離が足りないために
ケースワークに困難を生じることが多々あり、ケースとの宣接

の関わり以外の場で精神的に負担をかんじている職員が多

いように感じるロ・関係機聞から強制的に行政処分を行えると誤解されており、
連機が難しl九児童相殻所の役割業務内容を+分理解され

ていない。・関係機関との協力体制・関係機関との協力連帯の取り方。関係機関の人材不足や共
通問題としての認融がとれていない。・関係機関との悶整。特に学校や保育園等との聞で、一時保

謹または家庭引き取りさせる瞭に‘当所の方針{当所の役

割)に理解を得ることが難しい。『児椙は強い権限があるJと思
われているところがあり‘他にケースの対応の場合でも中途

半端な権限があるため保護者からの理解も得にくい。・関係機関との闘整で時聞かかる。・関係機関との役割分担や調整で困難さを感じることがしばし

ばあり、スムーズにケースワークができないことが課題である
と感じている。・関係機関との連携・関係機関との連携のとり方について困難を感じることが多い。
当所の考え方を関係機関に理解してもらい、適切に対応して
もらうまでに非常に労力を感じる。・関係機関のニーズの強さ。相互の職務上の限界が理解でき
ていない，・児童の特性(知的、障害、 ADHD)が虐待と絡んでいるケース。
保護者が児童の障害を認めようとしないケースロなどは関係

機闘が連絡してその世帯に対応しないといけないのだが、う

ま〈できない(打合せ場面の設定などにも時聞がかかるなど、

即応体制がとれない→対応ケースが同時多発する場合があ

る)・児童福祉司の業務には、目IJの存在目的を持つ他の機関との
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間整も多い。しかし‘児童福祉司はその専門性を担保すると

いう理由から、他機関部門での従事経験が少ないため、他機

関の事情への理解が低〈‘それが他の機関とのあつれきにな

る己とがあるが‘当の設々児童福祉司がそれに気づいていな
いことが多い。と感じる.・手記、調整など児童保護者、関係機関などに行うには、かな

り、時間と気を遣う。そんなことに労力を要して‘肝心の支撮
(中身やそれにかける準備それについやす時間等)が十分で

なくなってしまう。・所内所外との連践を図ることが難しい。・相蔵所の業務に対する関連機関の理解が充分でな〈、連接

がとりづらい。・他機関との連接・地壊や関係機関の理解を得て協力体制を整えていく困難さを

感じているー

他擁聞からの容皐なケース移管(4)・すべて関係機関よりあたりまえのように児相につないでくるこ
との数の多さをつうかんしている。児相の役割において少し整

理が必要と思う。今のままでは救える命が救われないことが〈

りかえし起こると思っている。・また、区市等の関係機関との会識が多い割には各機闘が縦

割分担を自律的にこなすと云うより、まだまだ児相に丸投げ

することが多々 ある。・他機関が安易に児相へつなげて〈る(緊急対応はjJlJ)・地区関係者がケース対応に消極的となってしまい、児祖への
対応に任せたがる傾向が窺えます。連機対応がしずら〈なっ

ている傾向があるような気がします。

会議頻度の増加による弊害(2)・同時にネット会議も、数年前は年 2.3固が‘今では、月 2、3
固に変わりつつあるのが現状です。・実務者会識や学校警察連絡会、自立支僅協議会等の会議
出席に伴う時聞が結構多〈、ゆっくりと、個別ケースを検討す

る時間がなふ後手になったり、その喝しのぎの対応にならざ

るを得ない。

時間外勤務が日常(11) ・超過勤務の前提も納得できない。・キンム時間内に対応困難・ケースワーカーは時間内で仕事を終えて帰ることはできず‘
どうしても記録も含め時間外勤務が増えている。・どうしても子どもとの面接親の仕事の都合にあわせざるをえ
ない状況が多〈、超過勤務が多〈なってしまう。午前中Iまアポ

イントがな〈ても、午後夕方~夜間は毎日アポが入ってしま
つ。

- ほぽ毎日残業しているが、残業手当もつかない。チーム制と
言いつつ、結局個人の責任になる。・また勤務時間外で対応を要するケースが大半である。・虐待対応諜においてはケース数、夜間休日対応の負担感は
もちろんのこと・業務時聞が足りないため時間外勤務が日常となっている0・所内でも、地区担当の残業率が圧倒的に多ι・長時間、又休日夜間等の超過勤務・日常相談業務‘市町への指導助言に加え虐待の緊急対応が
あるという日々が時間外を含めて続いており疲弊し消耗し尽

しています。

時間外勤務・休日出勤による精神的負担(11)・ケースが動Itぱ、休日、夜間も関係なく対応をせまられる場
合が多い。・サービス残業も多〈、正当な労働と認められていないため、訴
えられた瞭の不安もあるし、認められていないことで意欲も低

下しがちである。・休自の勤務体制について、負担が大きい。常に緊張感をもっ
ていないといけない。・休日も、いつ緊急で呼び出されるか分からないので、落ちつ
けない。有休もとりづらい。・休日出勤しなければ、事務処理ができず、休みがとれず、負
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担が大きい0・休日夜間の対応体制がないため、いつ呼び出されるかわか
らないし、実際、用事があって東京に行っていた時に飛行機

のチケットを取りなおして帰ってきたこともあった。年中、気が
休まらない。相当ストレスを感じる。・緊急時の対応のための、 24時問、休暇日であってもケイタイ
とのにらみあい0・恒常的に時間外勤務や休日出勤をしているような状態で、気
が休まることがないことに苦労している。・残業が多〈、休日対応もあるため、仕事に拘束される時聞が

長〈、常に緊強を強いられる.・時間外や休日に対応せざるを得ず‘負担が大きい司・夜間、体自の緊急対応で、精神的に疲へいしてしまう。

夜間休日の対応要員 (11)・夜間、休目対応を含めて、人員の確保と専門職の保用が急
務だと思います0・休園、夜間の虐待遇告で安全確認が必要な場合は、職員を
呼び出して対応しているが、正式な待機態勢でないため、出
動可能な職員がいないことも懸念される司国レベルで、児童

相韻所に当直文は待機態勢を整えること等の児童相践所の

体制整備や、・平自のみならず休日、夜間の勤務の軽誠を図るζとが求めら

れる0・現在は、夜間‘休日にも適切かつ迅速な権限行使(一時保

謹)を求められており‘職員配置を2倍にするなどの、整備が

必要。・時間外、休日対忠のあて方。・相談可能な時聞が平日田中が中心となり、相韻ニーズのあ

る土日祝日や夕方~夜間の対応が難しい(緊急以外)。勤務

形態の柔軟化などを検討。・夜間、休日の対応や保護者に対する法的措置等が少ないこ
とに疑問を感じている。・休日夜間の体制を整えて〈れないと家旗(特に子ども)がいる

身では安心して働けない。精神的にきつい。・また夜間休日緊急の対応を強いられ続けるなど‘生活破壊と
自己犠牲を前提に児相の仕事が成り立っている現状がある0・当所では、休日在問等の緊急対応に係る非常勤職員がなし‘

電話対応(夜間等)だけでも、雇用していただければ、日頃の

職員の負担も軽濃されるのですが巴・土日祝日夜間の勤務体制が不明確なため、ある一部の人に

負担が集中している。

休日が休めない(10)・休暇が保障されないこと。・休目を休日として休めない現状。・心の健康を保つべき休日に Telがかかってきた仏休まる暇
がないE・ストレスから解放されるはずの休日も電話対応や呼び出しが

あり‘疲れる0・休日でも休んだ気がしない。・業務量多〈、体曜もほとんどとれない。・児童担談所は、土、目、祝日いつでも臨職態勢、休むひまな

い0・奉仕という形で3ヶ月に4-5回‘土自の電話待機の当番がま
わって〈る0・毎日が緊急対応の連舗で‘夜間休日の出勤が当たり前な現
状では、人間らしい生活を送ることができません。・夜間休日にも顔繁に連絡がはいり精神的に解放される時間
がありません。

24時間対応への職員不足(7)・24hの対応体制を求められているが職員体制が不+分であ

る0・例えば 24時間以内の対応を求めるなら‘日勤ベースの事務
職扱いの環境ではな〈、勤務形態から見直してほしい。・24時間対応をうたうなら、勤務体制も整備すベき。時間外の
対応は負担。・24時間 365日体制していることになっているが、人の配置予
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算はそれに応じたものになっていない。・24時間 365自体制について、体制(夜間休日対応)について、
業務体制が整備されていない事への不満がある。・緊急時の対応が出来ていないにも関らず、 24時間ルールが

ある0・虐待遇告への対応が中心となり‘ 48時間ルールや安否確認
が急務となっています。地区担当cwの負担は当然ですが、
現状では安否確認後の相談業務体制に結びついていないた

め‘あるべき対人援助につながっていきませゐ。

労働条件が無視されている(3)・もうひとつの問題は‘いくらすばらしいことを言っても、それを

遂行する労働者の労働条件が無視されていること。知的障害

児の生活を支援していくのに‘倒〈人自身がスーパーマンの

ように、働き競争させられていて11.何をか言わんやである。・時間外労働もですが24時間の緊急体制も労キ法いはんの
状況です。児童福祉のプロとしてcwができるよう最低限の生

活保障をしてもらいたいです。熱意だけではどうにもできませ

ん。パーンアウトしないですむシステムをつ〈って下さい.・ケースの対応にあたっているo朝自:30勤務であるが、由時す

ぎには課では席について、又‘保護所に一時保護をしている

子にあいさつをしているe夕方は、家庭訪問や面接。保謹して
いる子があばれたりして、また無断外出することもあり、そ己

にいる職員が控すことがある。毎日がハプニングが起こって

いる。夜の対応もあり、課では20時すぎも全員そろっているこ

とが多い。

身の危障を感じる(11)・身の安全を守れないと感じることが多々あるー・ケースワーカーの身の安全を確保する方策が必要と恩われ

る。・何よりも‘虐待ケースの親ιはじめは対立を必ずするので、

その心理的負担や、身の危険性が大きいこと、これが一番の

悩みです。・休日、自分の干どもをつれて歩〈ことに危険を感じる。・強制分離を行う際の cwに対するリスクを考えた対応が見い
出せない。・児童相敵所の権限が大きくなっているが、その分児童福祉司
が危険な場面に出会うことが多〈なっている。しかし、児童福

祉司を守る体制が充分でないような気がしている。

・守られなさ‘よるベのなさロ・常にキケンと隣合わせ・身の安全が確保されないなかで介入することに恐怖を感じて

いる0・身体的、心理的な暴力から福祉司を守る、制度を整えていく

必要があると思う回児童の権利を守ると共に‘福祉司の人権

も守るべきだと考える。・訪問を拒否されたり‘保護者や同居人からの暴言、脅迫、桐
喝、包Tを振り回したり金属パットを持っていたりする家族な

ど、「丸腰』の身の危険を感じながら対応している状況であ

る。

時間外手当のなさ(4)・時間外手当てもほとんど出ないため、自分のやっていること
が何なのか、時々不明になる。椙践が次々とあり、終わりが

ない中で、予算も確保されておらず、様々な制約が有り、負

担。・記録業務等事務業務が超過勤務として認められていない等、

賃金が保障されていない。・時間外勤務の補償がない、限られた予算の中でのやりくりな
ど、児童の最善の利益には程遠い現状がある。・残業代もでない状況で、家庭よりも仕事を優先しなければい

けないのはおかしい。

賃金の改定 (3)・賃金を一般事務の体系ではなく、特殊業務として扱ってほし

・児童福祉司の多忙さが所内の多職と比しても際立っているた

め‘給与面等厚い処遇が必要である。ポラン子ィア精神だけ
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ではやって行けない。・せめて、給与をあげて欲しい。

公用車の不足(3)・人員、公用車、時聞が恒常的に足りません。・児童福祉司の専門性云々を言うよりも、まず、人数不足や公
用車の配置がないことでの行務困難解消が先決のように感じ

ています。・ケースワークに出る時に車(公用車)が足りないe少ないよに

エアコンが効かない、エンジンが止まってしまう等ひどい車ば

かり。

予算面の不足(2)・事務用品や時間外勤務の残業代等、予算面で足りない0・ハードへの投資だけでな仁ソフト面にも予算が必要。

個人の操帯電話使用(1)・個人のケイタイを利用せざるをえない環境。

人材育成の困難(17) ・人材の育成が困難(慣れた頃に人事異動h業務のマニュア

)(...作成を上司に訴えたが‘上司自身多忙で、無理との返答だ
った。新任職員は業務がまるで解体新書の翻訳。・専門職員の育成・人事の関係で児童福祉司として初めて児童相践所に勤務す
る人が多いが、充分な研修の時聞がとれないままにすぐケー

ス対応しなければならない状況になっている。じっくり養成す

る余裕がない。・また児童福祉司Iま児童福祉に対する幅広い知識や経験が必

要であると感じておりますが、自身を鑑みると、まだまだ不十

分な点も多〈、人材育成が難しいという点も課題に挙げられる

と思います。・育成システムもな〈、固の基準も改善されず、専門性は維持

困難です0・経験年数の少ない児童福祉司の教育体制が整っていない0・探周の段階から児童福祉司の人材育成を考慮するべき・児童福祉司の育成にはOJTも重要だと思うが、十分に行う時

聞がとれない。・自らすすんで‘児相へ来る(異動してくる)職員がいず、専門
性が欠却し、ーから指導しなければならない。・新人の措祉司を育てる体制ができていないと感じる。・新人を教育するための、時間的、人的な余裕がなく、新人で

もすぐ主担当になることに戸惑いを感じる。・新任の福祉司を育てる研修システムがなく、前佳の異動や退
職によって引継ぎも十分になム手探りで対応させられること。・人材育成が謀題(OJT.研修、採用計画等]・人材育成が充分にできない。・人材育成の観点から、面接の技法や幅広い知識も身につけ
る機会が少ない。・専門性を高めるための育成システムが必要。・土自の待機(通告の)等、数字にあがらない業務もあり、なか

なかハードな職場なので、職員の入れ替わりもあり、ノウハウ

の蓄積もむずかしい。

異動町多さ(12)・人事異動や地区の変更があり、安定した継続的な支援が行

いに〈い0・専門性機関と言われながらも、県全体な意識は薄〈、例年全

〈違った分野の職員の出入り有。それが長期間育成されれば

人材育成にもつながるが、少しでも不適応等ある場合は 1-2

年で異動有。ケースとの信頼関係が構築できず。・中堅が転勤してしまうため‘教える側に余裕がないロ・2-3年の異動では業務が深まらない・過去に児祖を経験した者‘福祉を経験した者を簡単に児童福
祉司に任用している傾向があり、数年で解任され、専門性が

蓄積されにくい。・過去何年もはじめて児童福祉司となった人‘はじめてスーパ
-，¥-'(ズをする人が〈り返し異動で配置され‘発見されながら

問題点の整理ができず‘虐待相談なのに性格行動、不畳校
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相談に区分され介入的支援が行われていなかったものがあ

った.・行政職だと3-4年で異動してしまい、また児童相韻所への異

動希望者もいないことから経験の少ないない職員が異動され

ている・最近、児童福祉司の経験年数が短くなってきている。・資格の有無にかかわらず、専門職として援助、介入できる技

術を身につけるのは、短期間ではできない。また、適性もあり、

児童福祉司を育成していくことが難しい。・児童福祉司として、長〈勤めることが少な仁 2-3年で転勤し

てしまうのが現状で‘市町村の後方支績といったことも難し
し、。・数年おきに異動のある児童福祉司が、十数年以上培われて

いる地域のやり方を理解するのには時聞がかかるー・大変やりがいのある仕事であり、長期に福祉司でいられるな

ら年々スキルを積み上げたいと思うが‘通常 3年で異動する

ことから、積み上げは困難である。希望する者には長期の在

籍が可能となって欲しいq

自身の配属適正!こ対する課題(8)・新規採用されすぐに児相に配属になりJ若〈みられること、

若いこと」が業務に支障をきたす。年齢の配慮は必要か。・保健師として長〈保健所勤務をしてきたが‘いきなり専門外の
福祉部門に配置されたことで業務についてい〈だけで手一杯。

保健師の配置理由も不明確である。・自分の性格が情にもろいため対象者と泣いたり笑ったりして

仕事をしてしまっている。ダメだと思っていても‘自分の感情を

コントロールできない→私は司に不向きです!・本来この業務に向いていない。希望もしていない。無理やり

毘置されました0・本当に児棺で働きたい職員を配置すべきで‘たまたま 1度異

動になっただけで専門性を言われるのが幸い。人事を恨みた

くなる。・今年度より児童福祉司として児童相談所勤務となったが‘ 20

年間以上、高校の体育教員として仕事してきた私にとっては‘

児童福祉に関する知聞や経験もない扶越でのケース対応に

は非常に苦労している。また上司や同僚職員に多大な迷惑を

掛けることとなっている。児童虐待が増加するなかで専門性も

求められているため、できればこのような人事が行われない

ようにしていただきたいと思っている。・つくづく向いていない仕事をしていることが最大の課題かもし

れない・事務職として採用され、畑ちがいの職場で意欲がわかない。

人事マネジメントの問題(4)・人事マネジメントの問題(人事異動、異動に伴う人材育成の

視点、昇任管理)・5年程度の人事異動も考えてやらないといけないがかわりの

福祉司も即戦力になるとは考えられず苦慮しているところで

ある・なり手も少なι数年で異動してしまうなど組織的な課題もあ

ります0・児童福祉司として必要な知識、技術を持つことな仁配属され

る人事の現状に不安不満を感じる。・人を増やすζとや、育休者の代替に常勤者が対応できるよう

な人事上の手当がないと‘人を消耗するだけの仕事になって

しまう。人事担当部署に危機感は伝わっていない。・専門性といいながら専門知謀を持っていても、雇用され続け

ることに支障があるため‘業務の遂行よも支障となる場合が

ある〔モチベーションの問題)。・人事異動で適切な人員E置がなされていないよう感じるー

技情を引き継げない(4)・技術継承する体制がとれていない。・経験技術が積み重なっていかな〈なる。・一般職から範勤で初めて児童福祉司としての業務に携わる

場合、スキルも経験もない状現で、相践に対応しなければな

らない。・過去に児祖を経験した者、福祉を経験した者を簡単に児童福
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祉司に任用している傾向があ仏教年で解任され、専門性が

蓄積されに〈いロ

経験の少ない職員が多い(15) 

• cwが単純に増えても新任者だらけー・これまで福祉専門職としてきちんと探用しておらずここ 2-3
年前あたりからやっとその専門性に配慮されるようになってき

たが、人は急には宵たず、若い新採職員の割合が高くなって

いる。・ベテラン職員が退職し若手職員ばかり増加していく事・また若い福祉司、経験年数の少ない福祉司が多〈、スキルの

伝承がほとんどされない状態になっており、みんなが手探り

で仕事をしているため、精神的な負担や不安も大きいと思い

ます。・経験が浅い状態で困難事例に当たらざるをえないことも多ι
充実した人員配置が望ましいのではないかー・経験が遭い福祉司が多い。・経験年教が 1-5年以内の職員が多〈、皆疲弊しており、対

応に苦慮している。・経験年数が少い職員の割合が高〈、その意味でも所全体の

仕事の流れがスムーズにいかない状況。・職員の年齢が若〈なってきているので、経駿不足から十分な

対応が出来ているか不安。・職場全体が若<(自分も含め)、組繍として機能が上手く生か

されていない気がする。・政令市になったことに伴い‘新設された児相(0年め)であり、

経験の少ない韓員が多〈、業務遂行が難しい状況と感じるロ・団かい世代の大量退職、新人職員の大量採用によって経験

を蓄せきをどう図るかが課題と思います。・回境の世代の定年退織により、中高年層の児童福祉司が慢

性的に少なく、 30才未満の20代の女性福祉司の割合が圧倒

的に高いことが課題。・毎年異動があり、経験の浅い C.W.が多い中、適切なsvが畏

けられない環境では、C胤を続けたいという人材が育つ前に

C.W.がつぶれてしまうと感じます。・毎年少しずつ職員を増やしているが‘若い職員が多ι1人
前に仕事のできるまでには時間がかかるため、職員増の効

果が表れにくい。

職員の構成に配慮必要(5)・楕祉司の構成(年齢バランス経験年数バランス)・さまざまな経験年数の職員でチームを組み、複数対応するこ
とで、経験の浅いCWもスキルアップを図りやすくなる。しかし

現状では虐待以外の種別での複数対応は困難。・当所は4名のケースワーカーがE置され、2名は勤務2年目‘
2名は1年目であり、自分自身 1年目で社会福祉領壊の現場

初めてである。業務を遂行するにあたり、人員配置として勤務

経験年数等の配慮が必要であると感じる。・職員の毘置について、検討してもらいたい.・職員構成にも、心理職、事務職、教員が大半を占め、児童福

祉専門職はわずか 1名であり、業務に当たるメンバーの普労

はとても穴きい。

経験積むことが必要(5)・専門知識があることは必須ですが、スーパーバイザーと共に

ケースや市町村支援にあたり、経験をつむ己とが最も重要で

あると考えます。・あまり仕事を経験という言葉で判断した〈ないが、児童福祉司

の仕事は、経駿が不可欠と感じている。今年で児童福祉司 4

年固となるが、最近になって‘やっと適切な支播ができるよう

になったと感じている。専門機関であることからしても、専門

職として採用し、長期に勤務することが望ましいと考える。・今年度から児童福祉司として採用され、日々とまどいを感じ

ています。業務を遂行する上で『経験」がものをいうところが大

きいと感じています。・人に対応する業務であるため経験非常に大切。・知識と経験の積み重ねが本来必要ですが、それが不足して

いる場合にどのように業務遂行してゆ〈べきか。
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施設職員の経験が積みにくい(1)

• cwは措置される側(児童施設職員)を経接しておくことも大

事だが公共施設が減り措置する側しか経験できておらず‘椙

互理解が深まりに〈い。

保護者指導の権限が弱い(13)・保麗者の指導に強制力が低い。・虐待以外のケースでは児童相観所の権限が何もない。保護

者の考え方が偏っているが‘虐待とまで言えない場合、保護

者の考え方を変容させる事が難しい。虐待対応以外でも、児

童相践所の調査指導権限を強化して欲しい。・保護者が支揺のベースにのるまでのある程度の強制力〔初

期介入時も含め)がない。・保護者の対応も難しく、児相の今の権限ではたちうちできな
い。・保護者指導の法的枠組がぜい弱であること。地域における
よ記の指導のための社会資規がなく、児相に負担が一点集

中している。・保護者を指導していくよで、権限が弱い。権限もな〈、人的余

裕もないのに件数だけが増えてい〈のは困る。・指導に従わない面接拒否に保謹者がいるなかで、職員の権
限を強化してほしいと思う。・児童虐待の加害者である保護者に罰則がないこと。・児童相談所との契約に違反しでも特に罰則等がな〈、指導に

従ってもらいづらいこと。・保護指導のための法的権限とそれを実行性のあるものとす

る法的な後ろだて(罰則規定等)が今1つはっきりせず対応に

困難を感じることが多い。・児相の指導に従えない(積極的拒絶)保護者への権限が非

常に弱いロ・慮待親に対する‘強制権限に係る法整備採現行犯へのスピ
ーディーな対応のため・親は強制的に指導を受けられるようになれば良い。

保護者指導のプログラム必要(7)・慢助メニューのえしさ。・家族再統合の手段方法が不十分・児童福祉司の保護者指導には限界がある(原理的に、人に
ある行為を強要することは難しい)。体制の整備及び、保護

者指導プログラムの実施体制(心理系の職員の拡充)の強化

は急務。・親に支援が必要なケースが多〈、受けられるサービスも十分
ではないa・親子支援担当と有効活用してもらいたい。・保ゴ者指導等、在宅指導に関する内容の薄さ(弱さ)・保護者指導の具体的な手立てが少ない。

家族再統合の課題(5)・分離後の再統合・虐待の被害者が不利益を被る(加害者が家にいて、被害者

が一時保護所等の入所となる)。・虐待で親子分離したケースの関係修復に向けた支援。特に

保護者が精神病により治療中又は中止、あるいは講識がな

い場合の対処方法が困難。・ギャクタイケースの家族再統合に向けた支援・介入するはいいが、分離後、再統合までのプログラムが少な

業務手いっぱいで再統合まで手が固らず(5)・児童福祉司の業務はやれば切りがないので、どこかで線を引

いて、優先順位をつけながら業務を遂行していくしかないと思

うが、業務量の多さから在宅ケースだけで手いっぱいで、なか

なか家族再統合に向けた支援等施設入所児に対する支櫨ま

で手が固らないロ・地区担当CWが忙しすぎ、家族支援まで手が回らない人がい

る0・緊急度の高いケースを中心に考えると、家族再統合や市町
支援にじっくり取り組めないこと(本当は大切なのに...)。
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- 同時に複数のケースを担当しているため、緊急対応が必要な

ケースを優先し、入所措置後長期化しているケースの家庭問

整になかなか時聞がかけられない状態。その結果、分離した

状態で互いに安定してしまい、再統合が進まないケースが多

い。・家族再統合も滞っている状況である。

家族再統合の課題(3)・分離後の再統合・ギャクタイケースの家族再統合に向けた支橿・介入するはいいが、分離後、再統合までのプログラムが少な
い。

治療的環境がない(2)・保護者や児童に対する治療的環境がない。・治療の機能の充実を図ることはもちろん必要なのですが、

在宅支撞の強化(2)・在宅支援のための関係機関の強力と支極〔要保護児童の受
け皿に余裕がな〈なってきたζとと、保護者としての責任を持

たせることの必要性のため)・在宅指導ケースについても不安定な家庭も多〈勤務時間外

のストレスも多い。

サービスを拒否する親への介入謀園(1)・保護者が意図的ではな〈、能力的な原因で結果ネグレクト状

誌になっている世帯で‘さらに行政サービスについて拒否的

な場合‘どのように介入していってよいか行き詰まる事が多

課題のある保護者への対応困難(26)・対応が困難な保積者に対する支援について、職場や人員に
よっても、対応できる範囲も変わってきてしまうと思う。・問題の多い(人格的能力的等)保護者が以前に比べ多〈なっ

ているように感じる。・職権保護や28条での措置入所の場合、保護者との対応で対

立。接点がみい出せないー・外国人が多〈住む地域の特徴があり、言語面{通訳を準備し

なければいけない)や文化宗教的な問題から保護者に対し‘

指導が難しくなっている。・理解不十分な保護者への対応について・特に、保護者への対応には、精神的な負担が大きい。・保檀者対応が多い部署で精神的にも辛い。・戚E的だったり‘長期間の関わりを要する等対応困難な保護

者との接触などで疲弊している現状がある。・保護者への指導対応において、大人の心理学精神医学の理

解や援助スキルの必要性を感じている。・特に、保護者への対応には、精神的な負担が大きい。・保護者対応。・慮待を認めない保護者、パーソナリティ障害の保護者等の対

応に‘非常に負担を感じます。・普通のコミュニケーシヨンができない親との対立等精神的負

担が大き1.'0 ・保護者からの心理的な庄力を感じる。・また、保護者からの精神的な圧力が強〈‘病的な所から、指

導にのらないので非常に苦労するロ・こうあっ的な保護者の対応・保護者に精神的問題、人格的偏りのあるケースがほとんどで
対応に日々苦慮している。・保護者と対立する場年、精神痕患や人格障害を持つ保護者

に対する場面では、精神的な負担が特に大きい。・虐待ケースにおける親からの暴言や威圧的態度に精神的に

追い込まれ、トラウマとなってしまうことロ・暴言を浴びせられたり、指導指示が入らない保護者への対応

で、心身が疲れる。心が折れそうになる。・暴力的な観への指導が困難。・保護者に罵倒された仏大声でせまられたりと、精神的に負

担だ0・対応困難な保ゴ者に対してのパックアップ体制が不十分。
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- 暴力団関係者や精神障害者と接するため、恐ろしし、ことがあ

る。・椋々な課題(精神疾患や薬物問題‘偏った考え方など〕を持
つ保護者との関係づくり。・難しい保護者への対応についても同犠に感じる。

親権の壁(3)・実親の親権の前に、施設や里親が必要な支援ができない場

面がある0・親権を持つ保護者の権限が強すぎる。・子どもの人権より、親権の方が上の状況は変えなければなら

ない.

虐待した親への罰則強化(2)・児童虐待の児童福祉法違反あるいは障害罪の適用(こども

は自分で窮状を訴えられないletc.・養育放棄の保護者に対する罰則が欲しい。

慢聾者指導への司法介入必要(2)・諸外国のように、虞待である場合、司法の判断で保種者に再

統合等のプログラムに拳加するよう促う己とが必要と感じる。・虐待ケースで保護者への働きかけを行う上では‘今のまま児

相が保ゴ‘その後のケアも全て担うのは隈界があり、司法制

度が関与してプログラム受講を義務づけるなど変わっていか

ないと児童福祉司はやり切れないと思います。

保護者からのクレーム(2)・通告を受けた保護者から、傷つけられた名誉を訴える先はど

こなのかと尋ねられることが数回続いています。通告を啓発

する国の動きと共に‘このような訴えも増えるのではと思いま

す。mえるまで言わずとも、クレームを受ける機関の必要性を

感じます。・特に児童福祉司と職名はついているが、 8、9割方は保護の

対応に負われ、虐待ケースでは保護者と対立する構図となり、

当然クレーム等も多〈対応に苦慮している。

不服申し立てに対する負担(1)・一時保ゴへの不服申立て等に弁護士を依領する保ゴ者が増
加。対応に気を使う。

ス-/(-/~イズ機能の課題 (20)・sv機能が不十分である・スーパーパイザーが機能していないために苦労することも多
し、0・スーパーパイザーの力がない人がなってしまうと、若い植祉

司さんたちがかわいそうで一緒に勉強している状況ですなさ

けない.・スーパーバイザーも、専門性が高いというより自己流で固まつ

ている人が多〈、上司がかわるたびにふりまわされる。・スーパーパイザーも足りないー・スーパーパイザーを増やすことで個々の福祉司の抱え込みを
な〈すことにより精神的なフォローにつなげる。・スーパーパイズを受けたり、・スーパーパイズを受けるために、時聞をあわせることが重要

なこともあり、多忙感が解消されることは現実的に難しいと思

つe・スーパーパイズ機能が弱い・スーパーパイズ体制が整っていればcwは安心して業務にあ
たれる0・また、ケースとの関わりから、自分自身の未解決の課題から、

精神的なバランスを取ることが難しくなることもあり‘そこまで

踏み込んだス-/~-I'イズを受ける余裕も必要と感じる。・また、スーパーバイザーがいないのが不満。・また、業務について指導を受けたくても‘周りの職員も忙し〈、
不在のときもあるため、十分な自信を持てず、不安やとまどい

を感じながら、保護者、児童対応になってしまう。・各所にスーパーバイザーが複数しかも専門特化させる必要
がある。
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- 兼務のため、スーパーバイザーとしての業務に困難をきたし
ている0・攻撃の対象になることが多〈、職員のケアを充実すべき。→
sv、研修、福利厚生など・児童虐待対応チームの職員(係長)として仕事をしていますが、

児童福祉分野での経験がな〈、立場的にはス-/~ーパイザー
の役割を果たすべきところですが、全〈できていません。・児童福祉司について現在、 OJTで仕事と研修など同時併行

にて育成していますが、それではケースを持つトレーナーもS
Vrとして中途半端です。 SVrが他の仕事やケースをもたず

(緊急対応当番、区の後方支揮‘各種プロジェクト等)にOJT

できない状況では、育成がむずかしい面があります。・児童福祉司を支撮する svによって児童福祉司の負担感が

かわってくるし、ケースの進行もスムーズになる。svの資質

向ょが不可欠と考えます包・自分の抱えるケースに関して、相践できる環境が整っていな

い。所内でケースカンファレンス定例化や、スーパーパイザー

の確立化をして欲しい。忙しさを理由に、相諒したいことを指

践できていない。

チームワークの課題(13)

. p.時内のチームワークが大切とは思うが‘なかなかうま〈いって

いない~ (業務外の職員聞の感情に気をつかっている。)・組織としても細分化され、所内の連携も考えながらのケース
ワークはチーム対応を要するケースに苦慮しています。・仕事も時間肉にキロクも含め終わらないのは能力的な問題だ

という管理職の姿勢自体が問題であるー・比較的小規模な児相のため‘情報の共有化は図りやすいロ・また、組織の中では底辺の部分の仕事となり‘児童福祉のた
め…?と、疑問に思う仕事も多いと感じる。(何でも屋という感

じ)・仕事の大変さもこの仕事のつらさにつながっていますが、今

の私は職場での雰囲気の悪さにかなりまいっています。よ司

は多分自分たちは悪いと思っていないでしょうが安心して働

ける管理職の下で働きたいです。近〈にいる上司が私たちの

大変さに理解がない! ! ・地区担当ワーカーが孤立しないよう、チームプレイが大切で
ある。・同僚や上司から、つぶされてしまうようなことがない職場であ
ってほしい。・理解のない上司にムダな仕事と言われ、残業代を削られる。
上司となる人の育成にも力を入れてほしい。・上司からrそんなに首をつっこむな』と言われるー他のケース

に影響が出るから(時聞がなくなる等l~・上司の指示との闘で板棋みになることがよくある・幸いにして、当所は専門職ばかりであり、上司、同僚ともに現

場の考え方や苦労に理解があるため、前向きに業務にとり組

めているが、そのような環境でなければ‘潰れていたので

は?と感じることもある・所内の仕事役割分担がスムーズでな〈、そのストレスもあり。

専門性の置いチーム(2)・全職員集まる会ギも、専門性の低い人聞の集まりだと、声の

大きい人の意見や表面的な物の見方に流れがち.所長によ

っては、保身のために、とりあえずできることを全部やっと

け!という人もおり、全体のバランスを考えていない。やたらと

「大丈夫か?Jというぽ〈ぜんとした質問ばかりで、具体的アド

バイスがない。・児童福祉問、管理職(児童福祉係長、所長)の立場にある人

たちの専門性が高くない場合があり、そのことがケースワーク

に悪影響を与えるときがある。判断が遅かったり、不適切な

対応が生じてしまう。

ケースごとの進行管理(1)・徹底的なケースごとの進行管理である。

svで結論出ず判断迷う(1)・困ったときに相践しでも、これといった結論が出ず、判断に迷

うこともある。
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周囲からのフォローが重要(7)・周囲のフォローが少ない。・業務内容が、一定の方法論や枠にはまりに〈いものだと思い

ます。その場その場の対応を積み重ねていくしかないことも多

い。だからこそ、児相内での組織体制や、職員どうしでフォロ

ーしあう工夫が必要で、各児揺での具体的な取り組みを開示

して‘学び合っていけたらいいと思っています。・事件性の虐待が増えており、福祉だけでは対応しきれない。

子どもを守りたい‘親を少しでも変えたいと一人一人の児童
福祉司が強い気持ちをもっ中、児童福祉司を支える存在が

必要となる。・児童福祉司1年目ですが‘ケースの多さと職場の支慢体制の

なさに不安一杯で仕事しています。所によってずいぶんと遣う

のでしょうか。「人材を育てる』という気持ちがある所とない所

では司としての仕事にやりがいを感じたりする度合いもかなり

異なる気がします。・職場が支え合いの場であるかどうかで職員が燃えつきるかど

うかに影響すると思う。・児童の福祉を考え、責任を持ってケースワークをしている。で

もだれにも守られていない。孤独も感じるー・地区担当であるが‘他のcwとの協働が難しく、自分の業務

は周囲には分からず他の CWの業務もどの程度の忙しさか‘

など分からないし‘ヘルプを得に〈いし‘行きに〈い。祖独感が
ある，

所内の投割分担(7)・虐待対応課と地域相談課の役割分担に検討が必要。・憧劫指針の作成等、施設入所専属の対応者が必要と考え

る0・業務の分担等・役割分担の必要性(介入と支慢。ケースワークとカウンセリン

グ。}・子対応、親対応は分けるべき。・心理臓の意識が低仁判定のみしていれlまよいと考えるよう

なところがあって、障害児の保ご者が対応に困って手を挙げ

ると「虐待だ』と相践課に丸投げしてしまうところがあるので困

っている。・従来の来読者中心相談対応とは別に‘介入型掻助は別組織
体制が必要と思われ、現行体制はいずれ近いうちに見直しが

せまられると思っています。

複数対応希望(5)・児童福祉司心理司の増員がもっと進み、複数対応(チーム対

応)が出来ればもっと面篠田数を増やしたりして、ケースにと

り組む事ができると思う。・ーの地区を2人体制で担当する。・経験がな〈ても基本的に一人で相談業務にも市町村支援にも

対応しなければいけないので、いくらスーパーパイズを受ける

ことができるといっても限界がある。もっと人数を増やし経験

をつむまでは複数(ベテランと新人}で対応すべきだと思う。・複数で対応できるような体制にしてほしい・1人で担当する負担の軽減のため、警察のような複数対応で

きる体制を望みます。

分業の弊害(2)・担当ケース数が増えたことで増員‘分業の傾向であるが、班

を増やして役割を分けてしまうと、福祉司としてやるべきケー

スの流れ、役割を人にまかせてしまうことになり、貨としては

低下するのではないかと思う.色んなケース、色んな対応支

援方法を身に'コけてし、〈ためには、一つのケースをなるべく自

分でζなすことも必要ではと思う。・私は虐待対応係ですが、養護、非行‘育成それぞれ係によっ
てわかれています。しかし、最近ではその境界が難し〈どの係

が担当するかわからなくなることがよ〈あります。

所全体での対応必要(2)・ケースの数が増えればそれだけ動きも多くなるのは当然であ

る。ソツなくこなすなどと考えるのはムダであり‘福祉司自身
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の憧康管理、及び職場における危機管理体制を充実させ‘

所全体でケースに対応していく構えを形成して~，<必要がある
と思います。・児童相韻所の組織力の向上が必要と日々痛感しています。

種別担当制の希望(1)・非行‘虐待、障害、その他等に相談を分け、それぞれに福祉
司、心理司の専門のチームを作り、相E車種別ごとに対応する

形での組織編成が望ましいと考えている。

ケースワークのマニュアル化必要(3)・明確なマニュアルがあるわけでもなι有効なツールもない中

でのケースワークは、不安と緊張の連続で、さらに、成果が見

えない業務でもあるため、モチペーションの維持すら困難・ケースワークのマニュアル化がない。{ケースバイケースだと

思うが、事例検討に担拠法も含めた説明が欲しい。担当ワー

力ーがーから考えるとなると、精神的にも時間的にも負担が

かかる。〕・ケース対応は経験してつみあげてい〈しかないため、わからな

いことが多〈、仕事の負担が大きい。マニュアルがほしい。

アセスメントの語圏(2)・また、ケースの見立てに関しても、一定の見立てが必要であ

るが‘情報不足等のため‘類推していることも少な〈な仁見立

てにしばられることで、適切な支援をできていないこともあると

感じる。・ケースによって、違いがあれば、スムーズな動きが、できない

こともある。第 1に子供にリスクがともわないように、ケースを

見立てる必要がある。温待など子供が、スルーしていかない

ように、していきたいと思う。

対応の良し悪しが分からない(1)・ケースごとに対応の仕方がそれぞれ異なり‘どう対応するの

がベストであるのか悩むことが多い。

担当地区による負担の差(2)・負担感I立大き〈、地域によっても梅々な差があります司・地域差が大きい。

業務の個人差(2.)・各個人に業務の差があり‘担当地区の件数が増えても自己
で処理せざる扶況も多い。・虐待をメインに対応せざるを得ない地区の担当と、来所意志

のあるクライエントの対応をする棺践担当では、福祉司として

求められる力が異なる。

社会的葺謹の不足(42)・16歳-1自歳の子の掴説に対応できる施設がない・ハード(一時保ゴ所、情短施設)の不十分さ・一時保ゴ所や施設が常に満員で迅速な対応が難しい。・一時保護や児童養護などの施設のキャパが(里親を含め)時

代に対応できておらず少ない。情短のニースは特に。・一時保護や入院が必要な時の施設職員の不足・一時保護所の機能充実が必要。(毘置蟻員数、受入可児童
数)

・一時保護所の充実・一時保撞所の不足(非行専門の対応の必要)・一時保護所や施設などの社会資覇が乏しく‘ケースワークに

支障がある。・一時保麗所や児童養護施設の空きが常にな〈‘保穫が困難。

限界を感じる0・一時保護所及び児童福祉施設の満員のため、ケースワーク

が思うようにできない。・援助方針として一時保護や施設入所を利用した〈ても、定員

の都合で方針を変えざるを得ない(入所定員室きがない)・活用できる資源(施設等)が限られている・義務教育終了後の児童の支援に困難を感じる。幼少期から、

社会的養護でしっかり育てても仕上げの時期に支慢等がない

状況では、本来の目的達成とは言えず、子ども違も幸せにな
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れないと思います。・虐待対応が必要と言われるが、保護所、施設が不足している・業務上と言えるかどうかわかりませんが、新しい施設設備(心
安らぐ保護所、ユニバーサルデザインを児童福祉施設に
も!) ・業務遂行に不可欠の一時保護所の機能強化。・子どもの安全、生活を確保する施設(保育所もそうだが、児童
養護施設も)の拡充、・子どもを保ゴすればよいのでな仁一時保ゴ所‘施霞などその
後の対応する環境の整備も重要である。・施設、一保の受皿の不足。・施設が少ない当県l志、在宅指導によるところが多く、苦慮して
いる。・施設の最低基準を見宜し、子供の権利を保障してほしい。・施設の充実(小規模化‘情短施設の増、自立支援ホームの
増)・施設の充実(数よりも‘ハード面ソフト面含む買の充実)もちろ
ん数もであるが0・施設や一時保護所に入りきらない、受けて〈れないときの対
応が困難。全体として人も保護する場所も足りない。・施設入所希望が多いが‘施設が満員で入れない・資源が少な仁支援の限界を感じる(特に情短、自立援助ホ
ームの必要性〕。・児童相酸所だけでなく、一時保ゴ所、施設入所の難しさ等受
け入れる問題も大きいと思います。・児童摘祉施設が少な〈、緊急の時に対応しきれないことがし

ばしばある。特に障害児施設は入所に闘し織々な条件を要

求される事が多ふ現実的に不可能である場合が多い。・児童福祉施設職員のスキルアップ・児童蓑護施設職員の処遇改善などは、急務だと感じます。・社会資源の乏しさ‘特に、発達障害を抱えた児童の入所施設
の足りなさに苦労を強く感じる。・社会的資環の不足からくる業務量増。(一時保護所がいっぱ
いで子どもを預かれない。施設がいっぱいで子どもを履かりた

〈ても預かれない。)・社会的養護の受け皿が貧しすぎる.学校教育への手当がさ

らにあれば、児相の業務内容もかわり、さらに必要性の寓い

人へ時聞をさけると思う。・社会的養護資源である福祉施設が厳しい状況であり必要な
児童の措置ができない・障害児の虐待ケースで、一時保護先や入所先やみつからず

苦労しています。また、施設入所中の知的障害児が母子通

園施設で、早期療育ができず〔帯1]1量的に)、地棋の幼稚園に

も、入国できないケースがあり困りましたロ・障害児の施設、療育の場の不足により家族が疲れ切ってい

る。ケースワーク以前の問題。発達の保証がされていない。・知的障害児(者)施設に希望してもなかなか入所できず、在

宅生活を強いている状況にあるケースがおり、行政的対応が

必要。・中卒後の社会資源がない。支躍のノウハウが分からない0・中卒又は 15才以上の児についての処遇の場所がない0・非行を主とした事例について、受け入れ施設がないこと・分離支揺をするのにも受け入れ先も一杯で‘支援の方向性

がつ〈れないものもある.施設の充実も課題と考える。

保護後の子どもへの対応(6)・児童についても‘落ち着かない児童が多〈、仮に施設入所と
なっても、児相の支援を求められることが増えている。・密に支援する子どもを1 人でも多〈又l立、全ての子Iこ50~6
0%の支揮をいろいろなことで悩みつづける毎日ではある0・ケースは生ものであり‘例えば施設に??して終わるもので
はなく、その後の関わりの中で達成してい〈ことが多い。児童

福祉司としてケースを充分理解しcwするζとが本業かもしれ

ないが、施設や里親に委託しても、地域や保護者への接点な

ど‘児童福祉司の役割も大きいと感じている。・もう少し多〈の時間を児童に使いたい。・施設入所児童に対する支櫨について、理想と現実のギャップ
に苦しむ。施設入所児童の具体的な支援は地区担当cwが
行うが、きめ細かい支慢を必要としても現在のcwの忙しさで

はそれを求めることは酷と見える。
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- 子どもを支える支援をしていくことがもっとできればと常に思
います。

一時保謹の長期化(3)・また、一時保ゴ期間が畏〈なることについて、福祉司の責任を

問われることばかりで、(制度や体制の改善!まされず)精神的
な負担が大きい。・一時保護したとしても、在宅の場合、地域との闘整‘理解が

進まなかったり、施設入所の方向であったとしても、施設の定

員がいっぱいで話が進められず、一時保護期間の長期化を

生み‘それが児童の人権を侵害している。・一時保ゴの長期化

保謹後の課題(2.)・また‘児童福祉分野にはあまりにもサービスが乏し〈、施設入

所措置しかできない現状にあるため、彊久的な財揮を確保し

て‘多棒なサービスを創設することが必要と思う。そうでなけ
れば虐待は解決できない。・一時保護所、児童福祉施設‘児童精神科医療など、保護した

後の体制があまりにも貧弱である。こうした問題を放置したま
た虐待対応しろというのは無理である。

里親垂託の強化が負担(1) ・里親委託は、地区担当にとって施設委託と比べて、数段手数
をかける己とになり、地区担当数が変わらなければ、里親委

託数は増え様がなく、それを強化しようとする施策には危険を

感じる。

里親の拡充(1) ・里親の充実

一時保護中の教育保陣(1)・一時保護中の教育の保障が必要

社会資j原のなさ(4)・社会資源の少なさ、劣悪さに尽きると思います。社会資源な
しに相談体制のみに視点をおくのは、限界があると思いま
す。・社会資源の確保・社会基盤もしっかりしていないため‘児童の福祉を最善に考
えられない援助方針になってしまうことがある。・援助のための社会資源が乏し〈、適切な支慢ができない。

葺育環境の調整(1) ・環境調整

隣接調域の充実必要(1)・隣接領域(生活福祉、障害福祉等)の体制の充実で、児童福

祉司の負担軽減になると思うことが多い。

保育園の不足(1)・地域で保育園が不足している

マスコミのパッシング誤解(11)・最近重大な虐待事件がマスコミによって報導され虐待事件を
扱ったマンガが少年週刊誌に掲載されるなど社会の耳目に

触れることが多くなったoしかし、これが同時に児相パッシング

になることが多くなったと感じている。一般には児相の権限で
ドアを犠して突入するζとができると誤解されているように思

われる。児童福祉司に現行犯逮捕のような権限もない状況で
あることを理解してもらいたい。・何かおこるとすべて児相の責佳にされる。蓑々も人間であり、

完ぺきにできないのに、マスコミにたたかれ、そのことが業務
を停滞させ、やる気をなくす0・「児童相談所Jについて、虐待対応のみクローズアップされて

おり、ドラマ等でも役人的で冷淡なイメージがあるように感じる。

もっと現場で苦悩しがんばっている児童福祉司が元気になる

ような、ドラマ作成などでイメージチx:，....oyがlまかれないか。こ
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のままでは疲弊して若い福祉司が育たない。・児童掴談所の機能役割について‘ E確に社会に伝えること0・マスコミ等では、有資格の専門職が不足していることが死亡
事例の原因の一つのように語られているが、重要なのは資格

ではなく‘虐待への専門的な態度知識そのものだと考える。・虐待などにより、報道で児童相談所の対応が取り上げられる

たびに、靖神的に嫌な気持ちになることがあります。結果だけ

を取り上げたり、マイナスの町議ばかり取り上げられることに

は違和感があります。・死亡事件など、対応の失敗、問題点にどうしても批判されるこ

とが多い仕事が、評価や応援をして〈れるマスコミ世論がも

う少しあれば、職員の疲労感も軽濃されるのではーと感じる。・児相のイメージが悪い。・児相職員の不足はもちろんだが、児相の基本的な認識が世

間一般に対しても、 Eしいζとをもっと広〈知らせてほしいし、

知らせるべきだ。マスコミは‘もっとそのことを伝えてほしいし、

結果的に死亡事例となったケースも‘ただ児相を責めるだけ

ではなく‘担本的な問題として、まわりにその危険性ををもっ

た人が、いっぱいいることを意識した報道を世間に伝えてほし

いし‘そうであるべきと思う。(成功事例も元気が出るし‘参考
となる。)・先日テレビ番組でニュースで児相について取りよげていたが、

結論はとにかく通告すること‘となり心的負担を感じた。・報道が何でも児相。

社会の問題(8)・貧国による生活不安から来ている問題が多い。境界性人格

障害とか、発達障害とか‘社会の許容範囲が狭〈なって生き
にくくなっているo根本的に国家の在り様を立て直していく必

要があるのではないか。・仕事の肉容を見ると弱者である子どもだけでなく高齢者‘障
害者にしわ寄せがいき、現代社会の縮図である‘ファミリーサ
ポートの公的機能を要する。・子どもを施設に入れるだけでは解決できない問題も多仁社
会全体として子育てがしやすい政策が必要だと恩弘・固も、マスコミも、大学も、全てがそういうレベルに遺していな
い。自己決定感や有能感、交流感など感じながら成長してい

〈のを掻助するというのではなく、上から回線の蝿助。しかも‘

その手持ちの札lま貧しい。・無縁社会がひきおこした問題の大きさを日々実感として感じ
ている。(お年寄りだけでな〈子どもへのしわょせも大きい.) ・子どもを守る業務だけに‘強力な体制づ〈りが絶対に必要と
考える。・児童福祉法だけでは解決できないこと(貧困の問題〕。・また、虐待として対応すべき虐待の程度について、社会的コ
ンセンサス(児相は結局1ま相説者とのニーズの関係で処遇を
決めていくので、「やらない』という線引きは相韻者との聞では

設定できるか、夜間放置、暴言などにどの程度指導してい〈
か、は何か目安が欲しい)が欲しい。

誤報嫌がらせ通告(2)・また通告を受け訪問した際に誤報と判明した時、その家族の
心のケアの必要性を感じる。・(アンケートの主旨に反するかもしれませんが)市民に通告す
ることが周知され、通告が増えたが、匿名OKのため、近隣ト

ラブルのような通告が多ι撮り目されている惑がある。虐防
法の見置しがあるといいと思っている。

『虐待Jという言葉の独り歩き(2)・虐待という言葉ばかりが先行し‘ケースの中身をきちんと見
れな〈なっているような気がする白(発達障害についても同線)・虐待のワードが独り歩きしている傾向があり、

虐待予防が必要件)・虐待対応でなく、虐待予防の施策が必要だと感じる。・子育て支援サービスや社会資源の充実を図仏まず、その段
階で養育困難を解決していけば、重篇な状況に陥るζとをあ

る程度防げると思います。・事が起きてから動きださざるを得ないほど、予防的なかかわ

55 

りが充分にできていません。・事件は、ことが起きてから対応するのは、大変なことで、予防

ができるものであれば予防の対応から行いたいロしかし‘現
在の児童福祉ではそんな余裕はない。予防はできなくても、
事件が起き、早期にしっかりと対応できる人員、体制が取れ

れば今よりはるかに、児童にとっても良い結果がでると思う。

再生産の改善必要(3)・繰り返される慮待を改善すること。・それだけたいへんな家族が増大し、負の再生産をとめられな
いむなしさをよく感じる。・虐待をゼロにするのは交通事故をゼロにするのと同じ〈らい

難しい。というか、実現不可能なことだと思う。そして、それを

使命として働かされるのは、辛い。

非行再発防止の課題(1)・非行の再発防止

政景動向への疑問(4)・国の児童虐待に対する体制について、迷走しているように恩
えてしかたがない。市町村が一義的窓口としながら‘児相の
全国共通ダイヤルをつくってみたり、通告先は児祖へと広報

してみたり…ロ・日本の、人を大切にしない施策には大きな憤りを感じていま
す。一部の人聞にずべてを担わせるのではな仁田本はどん

な子どもたちを育てたいのか、明確なビジョンを持ち、それに

沿った体制の充実を願います。・人数が少ないからふやす、ということではな仁他機闘がうけ

おえる仕事もあるはずなので、トータルでみて、上の方の人た
ち(固とか県とか)がし〈みをかえていってほしいと思う。・より一層の児童福祉分野への重点整備を国に望む。他の福
祉領域(老人障がい等]に比して、予算や施策について不+

分。よって‘例えli児童福祉司の買と量の問題や児童福祉施
設の最低基準の考え方に基づ〈現状になっていると考える。

主管課の無理解(3)・市町村や教育機関の理解がすすみ、外部との連携はしやす

くなったが、肝心の県主管課の理解が全〈な〈、時代と逆行す

るような方針を打ち出したり‘負担を増大させたりする。たとえ
ば、負担金認定事務や障害施設受給者柾発行事務などの業

務は主管課でするなど、人が増やせないというならば、それ〈

らいのサポートはしてほしい。そうすれば、撞助業務に集中で

きる。・人員が足りないのに、県は、人件費削濃のため、人足削誠を
進めている。さらには、残業もさせない方向になっている。た

だでさえ、厳しい業務なのに、後から足をひっぱられいる感じ

で、意欲を失う感じすらある。・ケースワークとかス-/~ービジョンとかの言葉が意疎するレペ
ルに遣していない。問題なのは、業務遂行の責任者である。

知事、主管謀、??管理職にその問題意識がないというこ
と。

児相運営について(2)・具体的には中核指定都市の原則児相設置(施設の設置も含
む)・異なる自治体の児童相韻所で2箇所働いたが、各自治体に
よって児童相韻所の運営方針や(人員体制を含む)職員の意

識がかなり異なるζとを感じている。』

児童相韻所の社会的怯置の確立必要(2)・業務としての確固たる位置が早急に求められると考えるー・児童福祉司が誇りを持って生き生きと働ける職場になってい
かないと、良い方向での相談業務ができないと思います。

児祖の兼務の課題(1)・知的障害者更生相韻所を兼務しない。

児相自体が少ない(1)・児相自体少なすぎる(田舎だと移動するだけで時聞がかかっ
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てしまう)。

大枠の補助・勤務体制保障(1) ・勤務体制、保障(賃金含め)などの大枠の補助。

新たな間保機関必要(1)・関係機関の新たな設置、

児祖の知名度に体制が追い付かず(5)・児掴の知名度上がる一方で体制が十分でない。・虐待がクローズアップされ、業務に対し、市民の関心が高まっ
たことは喜ばしいと思うが、それに見合った専門知識を受ける

ための研修等を受ける余裕も機会もな〈、限界を感じる。・虐待通報や虐待そのものに社会的認知度が高まっているの
で、十分に対応するためにはもっと人数を増やしてゆ〈しかな

・特に今年Iま報道などマスメディアが報道を大きく取り上げたた

め‘受理ケースが増大し、時間人員的限界が来ていた様に思
います。まずは何よりも、人員の足りなさが、現在の課題であ

ると思っています。・また‘社会全体の児相に対する期待の寓さと児相が実際に
対応できることに大きな差があるので、そこをどのようにうめ

ていくか、といことが課題です。

不明ケースの調査負担(1)・不明(氏名住所)ケース時の世帯特定のための踊査

相韻窓口のみ拡大(1)・祖践を受ける窓口を広げる体制ばかりが強化されているよう

に感じる。

現状での対応困難(5)・県の毘慮で人員は増えておりますが‘それでも対応に困難を
感じます。このような状況が改善される時が来るのかどうか、

いつも不安を感じながら業務にあたっていますa・児童相政所があくまで相敵機関である以よ、限界があると思

われる0・どうにもならないことを、どうにかしろと言われることがしんど
い。

注

- すべての業務を児栢ですることは無理。制E主として見直して、

分業してほしい。・出来ることと出来ないこと、やりたいこととやれることの区別を
つける必要がある。国も県も

責務重大権限小さ〈負担大きい(1)・社会的には児童の命を預かる様な重要な専門職としての位

置づけであり、責務は重大であるが、権限は少なく、負担も大

きいと感じる。

業務量の多いケースの増加(7)・ケースの困難性、問題の複雑性、関係機関との連携調整の
必要性が寓いケース数が増えている・かつ解決困難件数が多くなっている中‘・業務量増太・親についても干についても難しさはあると思います。・掴観件数の増加だけでなく困難度は更にあがっていると思い

ます@・対応がむずかしいケースが多くなっている。・特に今年度は‘例年の倍ペースで虐待通告があり、しかも深
刻なケースも多〈、対応に非常に困難を感じている。

対応困難事例多い(1)・対応の難しい事例が多いので、実力がついていかず、よ司の

協力を得ながら行っています。

虐待遇告の増加(2)・虐待通告が倍増している。・虐待件数が増加傾向

DV目撃ケース増加(1)・また警察から‘ DVをみたことによる心理的虐待の通告件数
が非常な勢いで増加してきているので、対応しきれない@

障害ケースの虐待増加(1)・障害のなかでも虐待ケースがふえていること

1)高橋重宏他 (2006) r児童福祉司の職務とストレスに関する研究」日本子ども家庭総、合研究所

2) Maslach， C.， & Jackson， S. E. 1981 The measurement of experienced burnout. Journal of Occ叩 'ational

Behaviour， 2: pp99-113 

3)稲岡文昭 1988年、 rBURNOUT現象と BU聞OUTスケールについてJ W看護研究』、 21-2p30 

4)表 1の回答すべてが未記入であったものに加え、表 1の回答のすべてが r0 Jであったものを欠損値として、集計。

ケース実務者の状況に近づくと考えられる。(以下、表 2、表 3も同様)
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「児童福祉司の業務と専門性に関する調査」

く本調査について>

当研究所の子ども家庭福祉行政にかかわる調査研究につきまレて、日頃よりご理解とご協

力を賜りII)¥より感謝いたしております。

本調査は、児童福祉司の業務と専門性を把握することを目的として、全国の児童福村司の

量主主主量〈所長を除く)を河象として実施さぜていただくものです(児童相談所単位では

ありません〉。伺卒、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますようお願いいたしま

す。

なお、本調査は量的調査による統計的な傾向を把握する方法で、質問を設定しております。

児童福祉司の業務は個別性の高いものであり、質問によっては回答に迷われるちのもある

かと寄じますが、量的調査の性格をご理解~，/Cだき、ご自身の考えIこより近い選択肢および
叡値をお選びいただきたく存じます。

お忙しいところ誠に恐縮ですが、何卒、ご高配のほどよろしくお願いいたします。

υ、
、』

くご返送について〉

お忙しい中大変恐縮ですが、平成22年 11月 30日(出)までに同封の謹信用

封筒にて児童相制所ごとlこおとりまとめいEだき‘ご返送いただければ幸いです。

O返送用封筒には200円切手が貼ってありますa 不足分は到着時に清算い疋しますので、

そのままご投函ください。

0調査票が足りない揚合はコピー等にてi曽制い疋だけると幸いです。

開査主体:
日本子ども家庭総合研究所

事成22年度チーム研究

「児童信祉司の専門性に関する研究」研究班
〈主任研究者高橋重宏)

開査票亡記入に闘雪るお問い合わ世先:
日本子どち家庭総合研究所 有村/永野

電子メール:arimu@mac，com 
TEL:03・3473-8347

〈月曜日~金曜日〉
FAX: 03-3473-8408 

。1.主担当ケース散の肉眼について、下表1-3、それぞれにご回答〈ださい，

寝 101"1日現在}

行
J
a
y
 

監
読
を

品
世
待
〈

直待虚 育成F章害 左記以外

副
議
書
h

活
附
首
謀
羽
海
同
前
世
「
辿

3
判
耳
帯
-
H
E
4
a
O
事
滞

未処理

在宅指導

花設入所措置・

里親委託

波複数刻応等、主担当ケース以外でのかかわりは計上レないでくださL¥.自立支援法に基づく苅応を含む個

表2(10月中実績}

助言指導で

虐待 I~~ム| 非行 | 障害

I I|  
左記以外育成

終Tしたケース

諜 10月31日で終了レなかった悶言指導ケーλ匹、表1Iι訂工V( えたさ~\.

衰3 01月1日現在}

ケース数

骨自のように対応を害す畠ケース
(たヒえば、他の用件 Eキャンセルしても優先せざ毛を符ない状況が生じる可能性が

高いケースなピ)

骨日ではないが、おおむね週 1回以上、日常的な対応を要するケース

(たとえば、状況によっては他の用件をキャンセルしても置先せざるを得ない杭況が
生じる可能性があるケースなど)

毎週ではないが、おおむね月に 1回以よの剖合で対応しているケース

(たヒえ1;(、イレギ z予ーなことが頻固には起こらず、 T定を組んで対応することが

可能である場合が多いケ-;~J..: ど)

毎月ではないが、 3~6" 月に 1 百ないし数回の割合で対応しているケース

(たヒえば、対応頻度 1;1，高くないが、児童相談所が主たる援助機関と して杭況把掻を

要するケースなピ)

1平に 1回程度あるいはそれ以下の割合で対応 Lているケース

(たとえば、状況の変化、ケース側からの接触、連甥を Eっている関係機聞からの連
絡などがあるまで対応杢要さないケースなど〕

........l-一一一一一一一一一
※ 「苅応」には、訪問、面接、調整、電話、記録・資料の準備、会酪・刀ンファレンス，打ち合わせ等を含

みます.
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日6.平成22年4月1日“平成22年 9月初日の聞で、あなたが主担当の膚脅ケースについて、保置

者に対応の改普を指導中に転居されたケース敵(実敏}をお教え〈ださいー{ない場合IまOを包入]

。2.平成22年4月1白押平成 22年9月30の聞で、児童掴祉法 28条の申立及び更新を行った担当
ケース散をご回答〈ださい。

02・1主担当で法 28条 主 主 )ケース

※実魁を記入

白6・2.転居先が判明 Lた品九管轄の児童相談所に情報を引き継「ことまでは Lなか・9た

: ( )ケース 来実按を記入

〕ケース

転居先が不明06-' . 
〉ケース豆童t日2・2主担当で法 28条

Q3. 平成22年4月 1田町平成22年目月却の聞官、主担当としτ立入間査を行った担当ケース敵

をご図書〈ださい。( )ケース

諜実蚊を記入)ケース

。6・3.転居先が判明し、管轄の児童相設所に情報告引き継いだ

。7.平成22年4月1日目平成22年9月初日の聞で、あなたが主担当の虐待ケースについて、虐待

情報の通告峰、 48時間以内に子ども本人の安全確躍を実施することIζついてあてはまる状混ごと

のケース数【喪敏)をお教え〈ださい.(ない場合は0をE入}

。4.主担当ケースのうちご自身の盛賞として以下に骸当するケース散は‘主担当ケース散全体を 10

とすると、おおむねどの程鹿ですか，

04・1 あらかじめ立てたスケタ且ール遇。 1:対応できてい畠ケース量

: ( ) /10 探 O~10 の数字(リt蝕点なし)を記入

国
対
中
町
伊
判
蹄
務
時
朝
油
田
司
蜘
印
刷

04-2.現状ど V(~，要最低限な対応はできている E思えるケース数

目( ) /10 ※ O~10の翻宇(lJ\蝕点なし)を記入
来実獣を記入

07・1.児童相渡所職買が虚接、 48時間以内に本人確認できt..か叩たケース
目( )ケース

04-3十分J二対応できていると思え Zケース数
白?・2.児童相談所噛貝が閥横機関に依頼したもりを含めれば48時間以内に本人確認できたケース

; ( )ケース ※実叡を記入

日7-3.児童相識所職員が直接、 48時間以内t二本人確認ができたケース

) /10 ・渓 O~10 の恕宇{小恕点なじ)を記入

日5.一人の地区担当児童掴祉司市噌時担当するケース融情処理‘在宅指週‘施置λ所措置・里担

書慨すペで事含む)[まおおむねどの〈らいが適切であると思われますか.選択肢からあてはまる

書号を温ぴ、回答欄へごE入〈ださい.

※実叡を記入〉ケース

Q8. 1旦E旦に所定の勤務時聞を館えて働いた寓障の時間撤をお教えください.

: r )時間 業代体をとった分については院外レてください

抽

山

由

吋

総
問.年末年始、休日など動着目以外で、携帯電置等に遭婚が入り、対庖を求められる可能性が

ありますか.業ひとつ!こ0;;実酪に対応したことがあるがはここでは聞いません

r~''''''= iQ9-1 前制で r1 Jに ご回答され仇山っ、平成山も、 1年間児叫司ヒ Lて l
勤務されていた方のみにおうかがいします。主且1.L主主主に実際に勤務日以外で対応した回数を i

iお教えください : ( )回

ない2 ある(-09-'へ)

Sケース未満
?: 5~ 10ケ λ未未永満満ali l 1 3 10~ 16タ-A永満

4 15~ 20ケース未満 5 20~ 25ケース 凸 25~ 30ケース未満

7 30~ 35ケース未満 呂 35~ 40ケ-A **' i 9 40~ 45ケース未満

一一
1 0 45、 50ケース末論 1 1 旬、おタ ス永満 111258 医1わ∞F0~与a2o畑=rクーーススァ急来対竃渇-
1 3 ω~ 80ケース未満 14 日0.....1∞ケース未満

1 6 120......140ケース糸満 1 7 140ケース以よ

v> 。。

〈置択肢(*Q5のみ)> 

05・1.すべての租設種別を含む、適当なまE当ケース純数

。10.平成 21年度も‘ 1年間、見童掴祉司として勤務されていた方のみにおうかがいします。呈虚

tl主阜皇の有給休暇消化事をお教え〈ださい.

: ( )剖

)来上記選択臨から番号で記入

05・1虐待ケースのみを担当したと夜定した Eきの、適当な幸E当ケース凱

( )※上記盟択肢から吾号で記入

Q5-3. it常 1均月の中で面接・訪問・調査・調整など具体的な活動量伴p て担当できるケース敬f助
言指導ケース等、月末のケース処理件数には計よされないようなもの古含め、 1場月のうちで何

らかのかかわ 0を持てるケース挽〉

4 

)来上記選択肢から醤号で記入

3 



。11.所内のスーパーパイザーとの園保についてお敏え〈ださい.(ひとつに0)
1 いつでも必要なときにスーパーパイザーから的確な助言をしてもらえていると届じることが

手、、

2 スーパーパイズを受ける時間 1;1十分確保されていないが、スーパーパイザーから的確な尉言

をしてもらえたと感じることが多い

3 スーパーパイス・はしてもらえるが‘スーパーパイザーから的確な助言を Lてもらえたと思じ

られないことが多い

4 スーパーパイザーと話し合う時聞がとれず、スーパーパイス・をあてにできない

5 非該当(自分がスーパーパイザーのためスーパーパイズを受ける機会がない}

6 非該当(所内にスーパーパイザーがいない〉

7 その他(具体的に司

。12.以 下 のnの質問項目の 1つ 1つについて‘あなたは最近どの頗鹿で体蹟しましたか.融当する

箇所にO聞をつけて下さいa

ν、、。

1 lAに Ei11|1 

度数 1 か適 週
固 月間 間毎

tもt..か回fJ'吊 lこに 1:: 日

いそそ 数 1 教

下れ以 l[主ム.. 回 回
回

1.仕事で精神的に疲れ果てた感じがする 日， I 2 I 3 4 I 5 s 
2.一自の仕事が終わると痕れ果てた気持ちになる 。1 2 1 3 4 I 5 E 

3.朝起きた時疲れを感じ、また同じ仕事に出かけなければと思う 61， ! 2 ! 3 4 I 5 6 

4.握助対象者が抱えている問題にその人がどのように感じているか容易に理解て巷る OL1ム123  4 I 5 E 

5.あたかも援助対象者を人でないような扱い方在している自分に気づ〈 o I ， I 2 i 3 4 1 5 B 
6.終日人とー結に働〈ことは非常に気をつかう

日 11」12 3 I 4 5 1 6 

7.援助対象者の問題に対し非常に効果的にかかわっている o I ， I 2 3 1 4 5 ! 6 

6T，-T2 B.仕事に燃えつきてしまった気持ちである 3 1 4 5 1 6 

9.住事をとおし人の設に立っている o 1 1 i 2 314 5 
E 6 

10.この仕事についてから人に対し冷淡になってきている o I ， i 2 314 5 

11.この仕事は自分の気持ちを無感覚にしてしまう気がする
._~-ι 

o I ， : 2 i 3 4 1 5 6 

12.元気は・コらつとして働いている o I 1 2 i 3 4 5 1 6 

13.仕事に欲求不満在感じている 。1 1 2 ! 3 4 516 

'4.働きすぎだι哩う
。

jiii 
4 5 6 

15.援助対象者に何が起ころうと全〈気にしない 。 4 5 
6 6 

16.人とー績に働<;:とは非常にストレスである 。。 4 5 

17 援助対象者と容易に〈つるいだ雰囲気を創ることができる 4 5 6 

18 援助対象者に働きかけたあと気分が高揚する 。
4 4 5 5 

自

19.多〈の価値ある仕事をやりとげている 。， ; 2 i 3 6 

20.自分の限界にきた感じがする 。1 i 2 3 4 5 1 6 

21.仕事よでの精神的な問題に冷静に対応することができる 。 3 4 5 1 6 

22.握助対象者が抱えている問題の解決について私を責めているような気がする 。1 I 2 ! 3 4 5 1 6 

5 

。13. 目常の離輔の中で子どもや保阻害と闘わる陣f:.‘下院のよ号な点1!畳主主盤どのように対応されて

いますか園下記の温棋院からあτはまる番号1::0即をおつけください. 【各項目 1つずつO】

す

だ
るほ

品 L、時と 全

ず た
とん 〈

t..II:: しt.. I L、
なし τ 

てし
いて L、

い て
時 い な

るい
が な 、、

る
あい
畠

1.子どもを施I'l:里幌に入所・書証をする酪には‘保障されている撞利について書がれたパンフレットや費料〈権事1).1
E 卜など〉圭子どもに直して説明してい晶 1 1 2 314 

2田子どもの移迭の聞には‘年齢に応じて子どもと同性の職員在周行させ晶よラIこしている 1 1 2 314 5 

3田子どもの粧曹を呈lする植草j幸保障する揖点をもって対応してい晶 1 1 2 314 5 

4田子どもの文化的・宗教的背景吾考慮したよで対応してい晶 1 1 2 314 5 

5 干どもが意向や気持ち寄車直に話せるように.年齢や提遣に応じた配慮をLている 1 I 2 314 5 

6.子どもの話す内容がどのような内容であって弘十卦に受け止めるよラにしている 1 I 2 314 5 

7.子どもの意向や気持ちを聴取するだけでなくそれを彊助肉容に反映している 1 1 2 314 5 

a.干どもは社会全体に支えられながら、親lこ剖費宵される権利音有してい畠という担点をもって対応してい晶 1 1 2 314 5 

乱輯子分離が避けられない場合は、で吉晶だけ家庭的で安定した環境官の聾宵を保障す畠視点在もって対応してい晶 1 I 2 314 5 

10.手どもが知られた〈ないことを保蹟者や職員・里親に伝える場合には、承諾を槽品企どプライパヤーを十分立尊重L 1 I 2 314 5 た対応寄している

11.一時的な升入目保直だけではな〈、長期的な干ども由自立在意撤した対応をしている 1 1 2 314 5 

12 児貰掴韻所が子ども由意向と一致しない措置を鐸らざ晶を得ない場骨‘子どもが理解でき晶よラに十分に時間在泊、
1 1 2 314 5 Itて説明している

13目ー時保融、施設，且親に入所・霊証す品開に.なぜそれらが必要なのか手どもが理解でき品ように十倍に時聞をか
1 1 2 3 1 4 E 

けて説明している

14 一時保護‘施設・里親に入所目彊民主札晶際l三寺佳申サービス叩見通U二ついて‘子どもが理解で寄るよラに‘音 1 1 2 3 I 4 5 ちんと説明している

15.子どもに施設田里観へ田入所目喪匠に岡する!ili:す品開lコま‘パン7レツトや映像資料など者活用し司』れからの生
1 1 2 3 1 4 5 活の唱に関L具体的な国明をす晶ようにしてい晶

15.子どもを施設里慢に入所目委註する醸伝子どもととも1=入所および聾託前の見学壷VCL喝 1 1 2 3 1 4 E 

17.手どもを施世・里現に入所目委託する掘に‘子どもと施世職員・里視と曲面顕在位定し乱、晶 1 1 2 3 I 4 5 
16白子どもを施置・里幌に入所・聾託す晶曙I三その必要性量保謹者が理解できるよう十分な説明田樟会在もつように

1 1 2 3 1 4 5 
している

19田子ども壷施19:.里視にλ所・垂託する場合1=1;1:.車底から回分隙期間在で苦晶却す短〈できるように保理者に対する
1 1 2 3 1 4 5 家庭檀帰支援をしている

20子どもおよび引3家族に関わる情報1=聞Lて‘守部費覇や個人情報保陸田観点在もって取り扱っている 1 1 2 3 1 4 5 

21.子どもの植利条約豊富み直すなどその趣旨在意識しながら、日々の業務に捧わっている 1 I 2 3 I 4 5 
22.外国籍回子ども田場合は‘宗教・文化の遣いに特に宙置す晶など子ども由権串I乗組曲趣旨在意識しながら対応し

1 I 2 3 I 4 E て日畠

23.手どもの最善の利益の保障を念頭において、子どもや保護者に対応してい晶 1 I 2 3 I 4 5 
24.手ども圭値19:.霊視に入所・量託する場合tこr;l:.施股職員・里親に‘子ども及びそのま肱に関わる情報を適切に伝

1 1 2 3 I 4 E え、説明してい晶

25 子どもを支擾す晶関係捜聞に、子ども及びその寧接に聞わる情報在適切に伝え、臨明Lτいる 1 1 2 3 I 4 5 

26 リスヲ却すでなι子どもや憲臨・現族・地塘のストレングス(強み)1こ焦点をあてる視点をもって対応してい畠 1 I 2 3 415 
27.自分自身町幅見や文化的な背景が、サ ピλ1='障害圭与える可能性につuτ、意識しJながら対応している 1 1 2 s 415 

28.当事者の書面在宜視した『コ7;;'1)ーゲループーカンコアレンス』の握助方法在活用しτいる 1 I 2 3 1 4 I 5 

6 
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基本属性〈個人が特定さ札ることがないよう統計処理いたします〉Q14.あなたが仕事をする中守、ふだんお盛じになっている=とついてあてはまる橿号にO聞をおつけ下さ
い. (それぞれの項目ごと tつだけ0)

保育士掠用

教員報用
3 

凸

e心理峨掠用

看護師採用
その他[具体的に

2

5

8

 

F1.標用方式{ひとつに0)

福祉専門職抹周
保健師掠用

ー般行政職採用

1

4

7

 

全
〈
恩

忠
w
t
a
v
u
，

ど
ち
ら
と

精神保健福祉士

看護師
3 

6 

F2.取得資格帯(あては*るものに0)

社会福祉主事借用資格

保健師
医師・歯科医師

qf』
反

1
v
oロ

社会福祉士

保育士
教員免許

1

4

?

 

1ケース記録の執筆記時閣がとられ、直接的なトシャルワー悼行う時聞が十分にとれない

Z随員の給与額は妥当である

回
一
骨
」
下
代
官
判
蹄
欝
吟
謝
唱
阿
国
司
荷
捌

3 教育学

b 児童学
その他(具体的に;

F3.夫寧での専攻(ひとつに0)

社会福祉学 2 心理学
社会学 5 保育学
#該当(大学には行づていない〕

1

5

A崎
町

， 自

F4.職匪

)か月)年(

教員経験年数(社会福祉領域で教職として配置された場合も合む)
{ 

保健師経験年数{社会福祉領域で保健師として配置された場合も含む)
11目同僚たちは自分の仕事を支握してくれる

。、
Cコ

H市付H
日

叩問主
斗半出1

抽
制
令
紬

)か月

) I}' Il 
)か月

)か月

)昔、月

)年(

~ 
)年(

)年(

〉年(

社会福祉領域での勤務経験年散〔事務1.1除く)

うち児童相談所呈主動務経験平数
うち児童福祉領域(児相を除()での皇皇勤務経験年数

うち福祉事務所での主主勤務経験年数

2 

2 

12.自分1;1:児童福祉司の仕事に誇りをもっている

13.自分I;l:rソーシャルワ-?Jの概念がよくわからない

斗-42
1 I 2 

14.自分は「ソーシャルワー力一jである

15.自分は今後も児童福祉司をつづけたい

16.自創立夜間や休日でも業識の柚にいっ呼び出されるかわ曲、らないことが負担である

17.自分切担当するケース教は多すぎる

あなたは着任するにあたって児童福祉司の任用を希置されていましたか.(ひとつに0)

児童福祉司を特に希望してはいなか守た2 児童福祉司を希望していた
児童福祉司は望んでいなかった

F5. 

3 

18目主担当ケース以外に時間をとられる二とが負担である

19休日・祝日の体制整備が必要である

F6.年齢

1 I 2 I 3 

1 I 2 I 3 

2O. 自分母ペースを確保するスケジューJ~を組めていない

21.白州立児童福祉法第56条の負担金認定徴収事務を負担に感じる

30-34歳

45-49最

60歳以よ

ヨ一
M
A
u
n
γ

25-29鼠

40・44歳

55-59鼠

っι
E
U
D
O

20-24蹴

35-39歳

50-54蔵

4

E

A『
円

r

22.自分の身の安全を図晶体制が充実していない

23.自分怯対応因艇な保護者に対する負担惑が大きい

巾
一
巾

引↓川山

2 

2 

24 保護者への指導の権限が弱い

25.区市町村の相識体制が整:7..11業務負担が軽減される

26 自分は援助技法のスキルアップを図りたい

8 7 



F9-4 特定集務，、の事従(あてはまるものに0)
1 市町村の彼方支援を専門的にあ畠いは主として担当している

2 担当ケースを持点ないワーカーとして、車機応変な対応を求められてい5

3 呈親対応を卑門的にあるいは主として担当してい晶

~4 スーパーパイザーとしての業務を担当してい畠

ι戸戸 5 相談所全体にかかわる管理運営業務を担当している

k 恥凸 その他〈具体的に:

i FB・4-1目前極酎F蘭闘iii屯;苦-古I目干瓦4J白凶

i 主主主の職歴についてお教え〈ださい白

! 社会福祉領成での勤務経験年数(事務は除o _i 
1 うち児童相談所での通算勤務経験年数 ( 

i うち児童福祉領域(児相を除けでの通算動務経験年数(

2 うち福祉事務所での通算動務経験年数 ( 

L..!l.こ旦
)か月

)か月

)か月

L丘斗
)年(

)年(

)年{

女性2 

性別

男性

F8.佳用方式〈ひとつに0)

円.

z 

酎
郵
書

u
E附
首
謀
国
司
百
冊
前
世
庁

m
s相
耳
博
一
H
E
J寸
が
潤
滞

q
u
A『
民

U
A
U
η

，

F9-4-2 あなたの教育・訓練・指導{スーパーピジョン)を長ける児童福祉司(スーパーパィジー)数

をお教えください。 目 ( )人

F9-4-3.スーパーパイザーとして日頃感じていることをお教えください。〈あてはまるものに0)
1 自分が忙し〈て充分なスーパービジョンができない

2 児童福祉司が忙し〈て充分なスーパービジョンができない

3 ケースを抱え込んでしまう児童福祉司へのスーパービジョンが難しい

4 精神均なパランスを崩しかけている児童福祉司へのスーパービジョンが離しい

1 5 困 難 ケ ー ス仰いために限界を届じにヒ仰い

1 6 と〈にない
ワ その他〈具体的に

厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設

を卒業 L、えは厚生労働大臣の指定する講習会堂修Tした者

学校教育法に基づ〈大学又1.1旧大学舎に基づ〈大学においτ‘心理学、教育学若 L<は社舎学

を専修する学科又はこれらに相当する課程を惨めて卒業した者であ・9 て、厚生労働省令で定め

る施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助

を行う業務に従事したもの

医師

社会福祉士

社会福祉主事ヒして、ニ年以よ児童福祉事業に従事した者

前各号に掲げる者ヒ同等以よの能tJを有する者であ q て、厚生労働省舎で定めるもの

該当な L

同.あなたの活動形館

地区の担当【ひとつに0)

地区担当であ基

地直担当でない

F9-1 

2 。、
ー

非常勤

児童福祉司の集積遂行上の標置として感じておられる己とについてご窓見をおきかせ〈だ

3 常勤[児童福祉司以外の業務を兼任)2 

F10.雇用形鰻

1 常勤[児童福祉司専任}

F11. 
さい.

相陣掴別の担当(置もあてはまるものひとつに0)

特定の相談種別を専門的にあるいは主として担当していない

虐待相談を卑門的にあ畠いは主と して担当している

非行相談を卑門的にあ畠いは主と Lτ担当 Lτいる

庖待相談と非行相談の両方を専門的にあるいは主と Lて担当している

障害相談を専門的にあるいは主ヒして担当している

管理職であるためケースを持ゥていない

その他(具体的に:

F9・2

1

2

3

4

5

6

7

 

特定の撮動段階の担当(ひとつに0)

特定の段階を専門的にあるいは主ヒして担当することはない

インテーグを専門的にあるいは主として担当している

調査以降の段階{インデータ以外}を専門的にあるいは主として担当している

援助方針舎識で在宅指導と なったケースを専門的にあるいは主として担当している

援助方針金識で施設入所 tt，.-，たケ-Aを卑門的にあるいは主として担当している

援助方針金識で家技再統合の対象となったケースを専門的にあ呂いは主と して担当している

そのf也{具4事的に巴

F9・3

T
E

つι
q
u
A守

R
V
A
V
η

，
*'お忙しい中、己回答いただきましたこと幽より感謝申レ上げま"'J.ありがとうございまじた，肯
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